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要   約 

1. 国の概要 
フィリピンは、7,109の島で構成される熱帯海洋性気候の国で、その国土面積は日本の約 80%に
当たる約 30万 km2であり、人口は約 101百万（2015年）に上る。このうち、Cebu島は、フィリ
ピン国中部のビサヤ諸島に位置し、その面積は東京都の約 2倍に当たる約 4,422km2である。メト

ロセブは、Cebu 市を含み 13 市町で構成され、これがフィリピン第 2 の経済圏になる。その面積
は約 1,163km2で、人口は約 2,849千人（2015年）である。 

一年を通じて高温多湿な地域であり、特に 5月から 10月は降水量が多く、月間降水量が 400mm
を超えることもある。また、Cebu島は起伏のある高台や山岳地帯で構成されており、その地層は、
石灰岩・砂岩・礫岩等の堆積岩が広く分布する。 

 
2. プロジェクトの背景、経緯及び概要 
メトロセブには、下水道は導入されておらず、同地域内のし尿はセプティックタンクでオンサ

イト処理されている。しかし、メトロセブ内にはセプテージ処理プラントや定期的な引抜・収集

作業を実施する能力が十分に整備されておらず、長期間のセプティックタンク内滞留やオーバー

フロー等により、住民生活の衛生状況維持、住宅地域内の臭気や公共水域・地下水の水質等の周

辺環境へ深刻な影響を与えている。 

その背景下、JICA及び横浜市の支援でメガセブ・ロードマップ 2050が 2013年から 2015年に
策定され、適切な汚水処理人口普及率を 2030年に 50%、2050年に 90%とする目標が設定された。
また、短期優先プロジェクトとして、「セプテージ処理施設整備とネットワーク化」が提案され

た。 

同メガセブ・ロードマップ 2050の策定と並行し、JICAは、2014年から 2016年にセブ市浄化槽
汚泥の脱水装置の普及・実証事業を実施した。同事業の結果、セプテージ脱水機の有効性が報告

された。ここで建設されたセプテージ脱水プラントは Cebu市に引き継がれ、既存のセプテージ脱
水プラントとして機能している。 

メトロセブの上下水道及びセプテージ管理の実施機関であるメトロセブ水道区（以下、MCWD
という）は、メトロセブ内の 8つの地方自治体（以下、LGUという）地域で活動している。MCWD
は、同地域に上水道サービスを提供しているものの、下水道サービスには着手していない。同地

域のし尿はオンサイト処理されているため、MCWDにはセプテージ管理事業が求められているが、
同セプテージ管理事業も 2018年 12月現在、Cebu島に隣接するMactan島内の 2つの LGUs（Lapu 
Lapu 市、Cordova 町）において設計・建設・資金調達・運転維持管理一括契約で民間会社に委託
しているのみである。 

他方、残りの 6 LGUs（Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue市、Cebu市、Talisay
市）では、上述の既存セプテージ脱水プラントにおいて、民間会社が収集したセプテージを Cebu
市が脱水処理しているが、その収集率は約 8.1%に留まる上、脱水処理後の分離液が適切に処理さ
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れていない。 

そのため、横浜市は、既存のセプテージ管理状況改善とメガセブ・ロードマップ 2050実現のた
め、我が国の無償資金協力で 6 LGUs（Compostela 町、Liloan 町、Consolacion 町、Mandaue 市、
Cebu市、Talisay市）をプロジェクト対象地域にしたセプテージ処理施設の建設とセプテージの巡
回収集機材の調達を提案した。同提案を受けた MCWDは、2016年 5月に我が国に無償資金協力
の要請をした。同無償資金協力の要請概要は、表 1のとおりである。 

表 1 要請概要 
区分 内容 備考 

施設建設 セプテージ処理プラント-1 Cebu市北部、Mandaue市対象 

 セプテージ処理プラント-2 Liloan町、Consolacion町、Compostela町対象

 セプテージ処理プラント-3 Cebu市南部、Talisay市対象 

機材調達 バキューム車 57台  

出典：要請書 

 
3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容 
上述の要請を受け、JICAは、2017年 11月 2日～11月 25日、2018年 1月 28日～3月 10日、

2018年 4月 22日～4月 28日、2018年 12月 2日～12月 8日、2019年 1月 6日～1月 12日の 5回
に分けて調査団を派遣した。 

同調査の結果、実施機関のMCWD及びプロジェクト対象地域の 6 LGUsは、5年に 1度の頻度
でセプテージ収集する計画であることを確認した。また、プロジェクト対象地域中、セプテージ

の計画収集対象区域を MCWD の上水道給水区とそこに隣接する区域の 470 千世帯・事業所に絞
り込む計画であることを確認した。同計画に基づくと、計画収集対象区域で発生するセプテージ

は約 565m3/日（2017年）と推定されることに対し、既存セプテージ脱水プラントで脱水処理され
ている量は約 8.1%の約 46m3/日（2017年）と非常に低いセプテージ収集率であることが判明した。
また、既存セプテージ脱水プラントに併設されている脱水分離液の水処理施設であるラグーンか

らの排水に係る過去の水質分析結果から、40%の分析結果は、排水基準の生物化学的酸素要求量
（以下、BODという）を満たしていないことが判明した。以上のことから、セプテージ収集・処
理に係る能力向上が急務であることが確認された。 

セプテージの処理方法については、フィリピン国内の類似施設と同様に、セプテージ処理プラ

ント（以下、STP という）で受け入れたセプテージを脱水機で脱水し、脱水後の分離液を水処理
して近隣河川に放流するシステムが妥当と判断された。ただし、フィリピンでは、2016年に排水
基準が改定になり、窒素及びリンも規制されることになった。したがって、水処理システムには、

フィリピンで事例の少ない高度処理システムを導入することとした。 

前述のメガセブ・ロードマップ 2050では、中期的目標年次を 2030年に設定しているものの、
本プロジェクトでは緊急支援に必要な無償資金協力であることを鑑み、プロジェクトの計画年次

を 2025年に設定した。また、以下の理由により、セプテージ収集の対象をMCWDの上水道契約
者（全数）と上水道非契約者の 20%とし、稼働日当たりの計画セプテージ収集・処理量を 392.4m3/
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日に設定した。 

- セプテージ処理料金は、上水道料金と同時に収受することが可能かつ効率的であり、上水道

契約者をセプテージ処理の顧客とすることが望ましい。 
- 上水道の非契約者であっても、セプテージ収集のニーズが見込まれる上、収集せずに放置す

れば住宅環境・水環境への影響が続く。そのため、各家庭／事業所のニーズに基づきセプテ

ージ収集サービスを実施する。ただし、急激に全数の家庭／事業所から収集が要請されると

する需要予測は過大と考えられるため、上水道非契約者の 20%からの要請を受け入れるこ
とができる能力を備えることにする。 

 
また、要請では、プロジェクト対象地域を 3分割し、3ヶ所のセプテージ処理プラント（以下、

STPという）が構想されていたが、本調査内で適地が 1ヶ所しか見つからなかったため、1ヶ所の
STPで集約処理する計画した。 

この結果、本プロジェクトでは、表 2に示す施設建設と機材調達を実施する計画とした。なお、
セプテージ収集車両台数については、既存の民間収集会社が最大約 60m3/日のセプテージ収集事
業を実施していることから、同民間事業を本プロジェクトに取り込むこととし、調達する機材の

能力を 332.4 m3/日に設定した。 

表 2 プロジェクトの内容 
大分類 中分類（目的） 内容 

施設建設 セプテージの処理 セプテージ処理プラント（STP） 1ヶ所 

（受入棟、水処理・脱水機棟、管理棟、消毒設備）

処理能力：400m3/日 

機材調達 セプテージ収集 3m3バキューム車：21台 

9m3バキューム車：14台 

 脱水汚泥ケーキ運搬 8m3ダンプトラック：4台 

ソフトコンポーネント セプテージ収集・処理

システムの運営体制

の構築支援 

「セプテージの引抜管理、処理プラント運営に係

る民間委託管理、及びセプテージ引抜管理に係る

住民啓発」に係る支援 

出典：JICA調査団 

 
なお、本プロジェクトの STP建設予定地は、前述の既存セプテージ脱水プラントに併設されて
いる水処理用のラグーンである。本プロジェクトでは、同ラグーンをMCWDが埋め立て、埋め立
てられた用地に日本側が STPを建設する計画とする。 

 
4. プロジェクトの工期及び概略事業費 
本プロジェクトの概略事業費は施工・調達業者契約まで非公表である。 

また、本プロジェクトの実施期間は、実施設計：約 6ヶ月、入札・業者選定：約 6ヶ月、準備・
工事・検査／試運転・機材調達：約 24ヶ月（ソフトコンポーネントの約 10ヶ月を含む）を予定
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している。 

 
5. プロジェクトの評価 
本プロジェクトの妥当性は、以下のように整理される。 

(1) 本プロジェクトは、「2020年までにすべての LGUsに適切なセプテージ管理システムを導入
する」というフィリピン国の上位計画である NSSMPに沿った計画であり、同目標達成に寄
与するものである。 

(2) 本プロジェクトは、上位計画に当たるメガセブ・ロードマップ 2050 で掲げられた「適切な
汚水処理人口普及率を 2030年に 50%、2050年に 90%とする」という目標に、し尿処理面で
寄与するものである。 

(3) 我が国の国別開発協力方針では、重点分野の(2)で、包摂的な成長のための人間の安全保障の
確保として、「上下水，廃棄物処理を含む環境問題」の克服が掲げられており、本プロジェ

クトは、同国別開発協力方針に沿ったものである。 
(4) プロジェクトの裨益対象は、貧困層も含む一般国民であり、その裨益人口（プロジェクト対

象地域人口）は 2025年に 224万人に上る。 
(5) プロジェクトの目標は、生活衛生環境及び水環境悪化を起こしうるセプテージの収集・処理

改善であり、人間の安全保障の観点で BHN 及び住民の生活改善のために緊急的に求められ
るものである。 

(6) 本プロジェクトは、各家庭のセプテージを収集・処理し、安定的に処分するもので、これは
持続可能な開発目標（SDG6.2.1）安全に管理されたサニテーションの達成※に寄与するもの
である。 

※WHO・unicefによる “Progress on Drinking Water Sanitation and Hygiene 2017 Update and SDG 
Baselines”では、SDG6.2：安全に管理されたサニテーションに対応したし尿の管理方法として下
記が示されており、今回のセプテージの定期的な引抜処理は下記 2)に該当すると考えられる。 

1) し尿が発生したところで処理し、処分する。（コンポストトイレ 等） 
2) 腐敗槽等改良型衛生施設にて、一時的に貯留したし尿を引き抜き、移送し、オフサイトで
処理する。 

3) 下水管路施設で移送し、オフサイトで処理する。 
 
また、本プロジェクトの有効性は、以下のように整理される。 

 
定量的効果 

本プロジェクトから得られる定量的効果の指標と、現状の数値（基準値）及び実施後の目標値

は表 3のとおりである。 
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表 3 プロジェクト実施で期待される定量的効果 

指標名 
基準値 

（2017年実績） 
目標値（2025年） 
【事業完成 3年後】 

定期的セプテージ引抜き世帯数（世帯） 4,631 43,702 

セプテージ収集処理量（m3/年） 13,895 109,877 
出典：JICA調査団 

 
定性的効果 

本プロジェクトを実施することにより、次に示す定性的効果が期待できる。 

1) 水環境の改善 

a) セプテージを定期収集することでセプティックタンクからの排水の水質が改善される。

また、不法投棄が減少する。もって、メトロセブ地域の公共水域の水質が改善される。 
b) セプテージ処理プラントで、セプテージ脱水後に発生する分離液が適切に処理される。

もって、排水放流先河川の水質改善に寄与する。 
 

2) 住宅地域の衛生改善 

a) セプテージを定期収集することでセプティックタンクの負荷が軽減され、適切な処理が

期待される。もって、住宅・住宅地域内の悪臭が軽減される。 

b) 衛生改善がメトロセブ地域の価値を高め、不動産価値の上昇や社会経済活動の更なる発

展が期待される。 
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Umapad廃棄物処分場（ウェストピッカー活動） Umapad廃棄物処分場（ウェストピッカー活動） 
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第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

メトロセブは、フィリピン国第 2の規模の経済都市圏で、人口は 3,000千人（2017年推定）を
超える。しかし、下水道は導入されておらず、同地域内のし尿はセプティックタンクでオンサイ

ト処理されている。セプティックタンクで処理された汚泥（以下、セプテージという）は、定期

的に引抜・収集され、適切に処理される必要があるが、メトロセブ内にはセプテージ処理プラン

トや定期的な引抜・収集作業を実施する能力が十分に整備されておらず、長期間のセプティック

タンク内滞留やオーバーフロー等により、住民生活の衛生状況維持、住宅地域内の臭気や公共水

域・地下水の水質等の周辺環境へ深刻な影響を与えている。 

メトロセブでは、メトロセブ水道区（以下、MCWDという）が 8つの地方自治体（以下、LGU
という）の地域へ広域的な上水道事業を実施している。このうち、Mactan 島に位置する 2 つの
LGUsにおいては、MCWDと設計・建設・資金調達・運転維持管理一括契約（以下、DBFO契約
という）をしている民間会社がセプテージ収集・処理事業を実施している。しかし、合計人口が

約 1,920千人（2017年推定）に上る Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue市、Cebu
市、Talisay市の 6つの LGUsでは、適正処理施設を備えた総合的セプテージ管理事業が実施され
ていない。役割に汚水処理も含まれるMCWDには、同 6 LGUs地域内でのセプテージ処理事業開
始が求められている。 

その背景下、同 6LGUs及び MCWDでは、5年に 1度の頻度でセプテージを収集し、処理プラ
ントで適正処理する計画を立案した。5年に 1度の頻度で収集すると計画した場合、同 6LGUsの
セプテージ計画収集対象地域で 2017年に収集が必要なセプテージは 565m3/日に上る。Cebu市内
に既存のセプテージ処理プラントがあるが、その処理量は平均約 46m3/日であるため、6LGUs 地
域のセプテージ適正処理率は約 8.1%に留まると推定される。なお、既存セプテージ処理プラント
では適切な水処理が実施されておらず、プラントからの放流水は排水基準を満たしていない。そ

のため、5 年に 1 度の頻度でセプテージ収集する能力と収集したセプテージを適正処理する能力
の整備が急務になっている。 

 
1-1-1-1 人口及び世帯数 

フィリピン国統計機関（Philippine Statistics Authority: 以下、PSAという）が 2015年に実施した
センサス結果によると、2015年のメトロセブ地域の人口は、表 1-1のように約 2,849千人である。
また、2017年の人口は約 3,028千人と推定される。 

プロジェクト対象地域の Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue市、Cebu市、Talisay
市の 6つの LGUsの地域の人口は、メトロセブ全域の約 64%を占める。また、プロジェクト対象
地域の 2017年の人口は約 1,920千人と推定される。 
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表 1-1 メトロセブの人口及び世帯数 

LGU 人口 
世帯構成人員 世帯数 

2015 2017 2015 2017 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
象
地 Compostela町 47,898 50,426 4.4 10,886 11,460

Liloan町 118,753 128,457 4.3 27,617 29,874
Consolacion町 131,528 145,156 4.3 30,588 33,757
Mandaue市 362,654 380,225 3.8 95,435 100,059
Cebu市 922,611 976,611 4.3 214,561 227,119
Talisay市 227,645 239,459 4.4 51,738 54,423

小計 1,811,089 1,920,334 4.2 430,825 456,692

メ
ト
ロ
セ
ブ
の
他

LG
U

s Danao市 136,471 141,764 4.3 31,737 32,968
Minglanilla町 132,135 141,281 4.2 31,461 33,638
Naga市 115,750 120,823 4.4 26,307 27,460
San Fernando町 66,280 69,393 4.6 14,409 15,085
Carcar市 119,664 123,831 4.4 27,196 28,143
Lapu-Lapu市 408,112 446,632 4.1 99,540 108,935
Cordova町 59,712 64,154 4.5 13,269 14,256

小計 1,038,124 1,107,878 4.2 243,919 260,485
メトロセブ合計 2,849,213 3,028,212 4.2 674,744 717,177

出典：2015 Census of Population（National Statistics Authority）より自治体別人口（1960-2015）、自治体 Barangay
別人口（2015年 8月 1日現在）。なお、公表されている世帯数統計のもととなった人口総数と、人口統計として
公表された人口総数数値に若干相違があるが、平均世帯構成人員としては公表データをそのまま使用している。

1-1-1-2 セプテージの収集・処理状況 

メトロセブでは、生活一般排水のほとんどが側溝や河川に直接放流される一方、し尿はオンサ

イト処理されている。し尿についてはセプティックタンクでの一次処理が普及している。セプテ

ィックタンクでは、固形物が沈殿して嫌気性分解され、沈殿後の越流水が公共水域へ放流／地下

浸透される。なお、セプティックタンクは 91%の家庭に設置されていると推定される。 

セプティックタンクの処理機能を適正に維持するためには、定期的なセプテージの引抜・収集

が必要である。また、収集されたセプテージは排水基準に応じた適切な処理が必要である。しか

し、メトロセブには十分な処理施設やセプテージの定期収集活動がないため、以下の理由で地域

の生活衛生環境や水環境の悪化を招いている。 

① セプテージがセプティックタンクから溢れる。

② セプテージの貯留過多でセプティックタンクの水処理機能が低下する。

③ 適切な処理場がないため不十分な処理や未処理でセプテージを投棄する。

1-1-1-2-1 セプテージ発生量 

セプテージは廃棄物であり、各家庭や事業所で引抜・収集しなければセプティックタンク内に

留まり続ける。家庭の廃棄物と同様に引抜・収集することでセプテージが発生する。そのため、

収集・処理されている量がセプテージ発生量になるが、定期収集や適切な処理が実施されていな

い状況では、収集量と発生量が概ね等しいという考え方にはならない。プロジェクト計画上の発

生量を推定する場合、改めて理想的な定期収集ができると仮定したケースで発生する量を「発生

量」と定義づける必要がある。 
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本プロジェクトでは、3-2-2-1-10項で後述するように、5年に 1度の収集することが計画されて
いる。また、5年に 1度の収集を前提とする場合、プロジェクト対象の 6 LGUs地域内で、565.27m3/
日（2017年）のセプテージが発生していると推定される。（3-2-2-1-11項で詳細を後述する） 

1-1-1-2-2 既存のセプテージ処理事業 

メトロセブ内には、表 1-2 に述べる 3 種類の既存セプテージ処理事業がある。このうち、「3. 
Cebu市及び周辺 LGUs」での活動が本プロジェクト対象地域にある既存活動である。 

表 1-2 メトロセブ内の既存セプテージ処理事業 

No 対象 LGUs ／ 概要 事業開始年
処理場 収集活動 

能力 実施機関 能力 実施機関
1. Lapu-Lauu市及び Cordova町（Mactan島）
本プロジェクトの対象地域外
MCWDと契約する PPP事業（所有･運営は
民間会社）

2016年 150m3/日 民間会社 90m3/日 
（バﾞキュー車が現
状のように 1トリ
ップ/日の場合） 

民間会社

2. Naga市
本プロジェクトの対象地域外
Naga市の事業で所有・運営ともに市

2016年 45m3/日 Naga市 45m3/日 
推定 

Naga市 

3. Cebu市及び周辺 LGUs
本プロジェクトの対象地域
処理場は Cebu市が所有・運営
収集は民間会社が民間事業として実施

2016年 90m3/日 - 2019年 2
月まで
Cebu市 
- 2019年 3
月から
MCWD 

約 150m3/日 
以上 

民間会社

出典：JICA調査団 

プロジェクト対象地域のセプテージ収集量 

JICAは、2014年から 2016年にセブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業を実施した。同
事業の結果、セプテージ脱水機の有効性が報告された。ここで建設されたセプテージ脱水プラン

トは Cebu市に引き継がれ、既存のセプテージ脱水プラントとして機能している。これが、表 1-2
の「3.Cebu市及び周辺 LGUs」での活動に当たり、2-1-4-2項で後述するように、平均約 46 m3/日
（2017年）のセプテージ収集・処理を実施している。 

なお、脱水プラントの運営は Cebu市や MCWDが実施しているものの（2019年 2月まで Cebu
市、3月から MCWD）、セプテージ収集活動は民間会社が民間事業として実施しており、Cebu市
は収集活動に直接的な関与をしていない。 

当該事業が本プロジェクト対象地域でのセプテージ収集・処理事業であり、セプテージ収集率

は表 1-3のように約 8.1%と算定される。既存のセプテージ収集率は非常に低く、住宅地の衛生環
境や地域の水環境への影響を与えている。したがって、セプテージ収集率の改善が急務である。 
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表 1-3 プロジェクト対象地域のセプテージ収集率（2017年） 

① セプテージ発生量 ② セプテージ収集量
③ セプテージ収集率

（②÷①）

565.27m3/日 46 m3/日 8.1% 

出典：JICA調査団 

プロジェクト対象地域のセプテージ処理状況 

上記の既存セプテージ脱水プラントで発生する分離液については、隣接するラグーンで処理さ

れ、公共水域へ放流される。 

同プラントには以下の問題があるため、プラントの更新を含む抜本的な改善が必要である。 

- 脱水汚泥ケーキは、プラントに隣接する空き地に仮置き状態で処分されている。汚水

の地下浸透や景観問題を誘引するため、適切な処分場での埋立処理やリサイクル／再

利用が必要である。 
- 放流先の排水基準は生物化学的酸素要求量（以下、BODという）で 120mg/L以下と規
定されているが、ラグーンでの分離液処理は不十分であり、過去の検査記録では 10回
中 4回が基準値を超えている。また、2016年の排水基準変更で窒素・リンが管理指標
に付加されており、水処理に高度処理が必要になったが、既存ラグーンでの窒素・リ

ン除去は困難である。そのため、水処理機能の抜本的な改変が急務である。 

1-1-2 開発計画 

1-1-2-1 国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（National Sewerage Septage Management Program） 

フィリピン国政府は、①下水道普及率が 10%未満であること、②国民の約 33%に衛生的なトイ
レがないこと、③全国的にセプティックタンクが広まっているが定期的なセプテージ収集がほと

んど実施されていないこと、④収集されていても適切なセプテージ処理がほとんど実施されてい

ないことから、2010 年に国家下水道・腐敗槽汚泥管理計画（以下、NSSMP という）を制定し、
「2020年までにすべての LGUsに適切なセプテージ管理システムを導入する」ことを目標に設定
した。また、特に都市化が進んでいる LGUsでは下水道を導入することを目標にした。 

本プロジェクトは、「すべての LGUsに適切なセプテージ管理システムを導入する」という目標
の達成に寄与するものである。 

1-1-2-2 メガセブ・ビション 2050 

2013年に独立行政法人国際協力機構（以下、JICAという）及び横浜市の協力を受け、メガセブ・
ビション 2050が策定された。これは、メトロセブの包括的な開発戦略と開発方向性を示すもので、
表 1-4に示す 4つの戦略と 15の開発方向性が掲げられた。なお、ここでは明確な目標値は示され
ておらず、目標値は後述のメガセブ・ロードマップ 2050で設定された。 
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本プロジェクトは、「3. 住みやすさ」戦略の「(9) 基本的サービス」の開発方向性に沿うもので
ある。また、MCWDが広域的なセプテージ管理を実施することで、「4. メトロポリタンマネジメ
ント」戦略の「(12) 組織化」方向性に沿うものである。 

表 1-4 メガセブ・ビジョン 2050の戦略及び開発方向性 
戦略 開発方向性 

1. 競争力 (1) 観光： 観光客やビジネスパーソン・エンターテイメント利用客等の誘致 
(2) 企業： リタイアメントビジネス、クリーンテクノロジー等を通じた経済発展 
(3) 教育： 世界レベルの人材育成・技術トレーニング、初等及び高等教育の拡大 
(4) 実現要素： ユーティリティ改善及び競争力強化のための実現要素導入 

2 交通 (5) 公共交通： 大容量公共交通・海上交通システム・公共交通志向型都市開発 
(6) 道路ネットワーク： 明確な階層的道路、歩行者/自転車環境の実現 
(7) ゲートウェイ機能： ゲートウェイ機能、空港・港、空港との連続性の強化 
(8) 交通マネジメント： 物流マネジメントを含む包括的パッケージ化の推進 

3 住みやすさ (9) 基本的サービス： 安全な水、下水排水、アメニティへのアクセス等の確保 
(10) 環境調和： 再生エネルギー、低環境負荷型車両等の環境配慮型社会の実現 
(11) 安全安心： 自然災害からの回復力強化、平和・秩序の維持 

4. メトロポリ
タンマネジ
メント

(12) 組織化： メトロセブ開発主体の組織化・機能強化 
(13) 計画策定： 大都市マスタープラン・アクションプラン策定 
(14) 情報発信： メトロセブの知識・オペレーションセンターの創出 
(15) マネジメント： モニタリングによるプロジェクト運営、予算システム構築 

出典：メガセブ・ビジョン 2050 

1-1-2-3 メガセブ・ロードマップ 2050 

上述のメガセブ・ビジョン 2050 に引き続き、2013 年～2015 年に JICA 及び横浜市の支援を受
け、同ビジョン実現のためのロードマップが策定された。同ロードマップは、2015年 7月末にフ
ィリピン国家経済開発庁（以下、NEDA という）のインフラ委員会でメトロセブの開発計画とし
て承認された。 

同ロードマップは、7 つのサブロードマップに再分割され、セプテージ管理は「上水と雨水排
水・下水」に関するサブロードマップに含まれる。 

- 競争力強化 
- 都市構造と土地利用 
- 都市公共交通と道路ネットワーク 
- 上水と雨水排水・下水 
- 廃棄物管理 
- 南部埋立地のスマート開発 
- 広域行政管理 

なお、上水と雨水排水・下水に関するサブロードマップでは、適切な汚水処理人口普及率を 2030
年に 50%、2050年に 90%とする目標が掲げられており、本プロジェクトは、し尿処理の面で同目
標達成に寄与するものと位置づけられる。 
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また、同ロードマップには、下記の 5 つの短期優先プロジェクトがアクションプランとして提
案されており、本プロジェクトは、「セプテージ処理施設整備とネットワーク化」を実現するもの

である。 

- Mandaue-Macatn道路・鉄道併用橋 
- Cebu-Madaue-Lapu Lapu軌道交通 
- マナンガダム II 
- セプテージ処理施設整備とネットワーク化 

1-1-2-4 メトロセブ水道区セプテージ管理プロジェクト・フィージビリティ調査 

2011 年に米国国際開発庁（以下、USAID という）の支援で、MCWD のセプテージ管理プロジ
ェクトに係るフィージビリティ調査（以下、F/Sという）が実施された。これが、本プロジェクト
の計画の基礎になっている。 

同 F/S は MCWD の上水道供給区域のセプテージ管理改善プロジェクトの基本設計と実施可能
性確認をしたものであり、Mactan島、北部（Compostela町、Consolacion町、Liloan町）、南部（Mandaue
市、Cebu市、Talisay市）の 3地域に分割した案が提案されている。本プロジェクトは、このうち、
北部と南部を対象にしたプロジェクトに相当する。なお、Mactan島のものは、1-1-1-2-2で述べた
「1. Lapu-Lauu市及び Cordova町」のプロジェクトに相当する。 

同 F/Sの提案概要を表 1-5に示す。 

表 1-5 F/Sの概要 
項目 計画年（2022） 

1. 対象 8LGUsの人口 2,664,955人 

2. 対象 8LGUsの世帯数 535,353世帯 

3. セプテージ収集サービス対象世帯数 MCWD上水道契約者 200,281世帯 

MCWD上水道非契約者 182,546世帯 

合計 382,827世帯 

4. STP能力 Mactan島の STP能力 110m3/日 

北部の STP能力 85m3/日 

南部の STP能力 390m3/日 

合計 585m3/日 

5. 運搬機材 10m3バキューム車 11台 

5m3バキューム車 8台 

2.5m3バキューム車 8台 

ダンプトラック 3台 

出典：Metro Cebu Septage Management Project Feasibility Study 

1-1-3 社会経済状況 

1-1-3-1 地域経済 

フィリピン国統計局が webサイトで公開している地域総生産（以下、GRDPという）の一覧を
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表 1-6に示す。メトロセブが含まれる第 VII地域の中部ビサヤの GRDPは、マニラ首都圏に次ぐ
2番目の規模であり、マニラに続いて汚水処理対策を急ぐ必要性が伺える。なお、フィリピン国統
計局は、2000年価格で評価した GRDPを同時に公開しており（表 1-7）、同評価によると 2015年
から 2017 年までの GRDP は年間に約 6～8%程度の伸びを示している。これは、現在の不適切な
セプテージ処理状況が継続されると、社会経済の発展に伴い増大化するセプテージ発生量に対し

て、一層深刻な状態になることを示唆する。 

表 1-6 フィリピン国内の地域総生産（金額単位：千 PHP） 
REGION / YEAR 2015 2016 2017 

PHILIPPINES 1,296,267,785 1,425,022,776 1,553,521,271

NCR NATIONAL CAPITAL REGION 612,572,172 657,819,925 707,063,275
CAR CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 24,689,732 28,424,766 30,436,208
I ILOCOS REGION 49,593,488 56,553,467 61,702,669
II CAGAYAN VALLEY 28,046,764 31,729,414 35,509,190
III CENTRAL LUZON 75,034,318 84,011,388 92,794,398
IVA CALABARZON 92,704,444 103,153,605 113,989,726

MIMAROPA REGION 23,033,837 25,538,820 29,016,391
V BICOL REGION 31,788,149 35,376,325 39,422,566
VI WESTERN VISAYAS 68,900,098 77,568,960 85,337,311
VII CENTRAL VISAYAS 96,684,106 106,729,347 114,827,549
VIII EASTERN VISAYAS 26,775,201 30,395,896 34,716,446
IX ZAMBOANGA PENINSULA 27,201,944 30,568,448 34,556,139
X NORTHERN MINDANAO 38,281,170 42,620,054 47,671,622
XI DAVAO REGION 48,784,428 56,019,608 61,134,586
XII SOCCSKSARGEN 30,194,308 33,699,910 37,352,026
XIII CARAGA 16,376,169 18,516,438 20,826,803
ARMM  AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM 

MINDANAO 
5,607,457 6,296,405 7,164,366

出典：Philippine Statistics Authority 

表 1-7 2000年価格での VII地域の地域総生産（金額単位：千 PHP） 
REGION / YEAR 2015 2016 2017 

VII CENTRAL VISAYAS 57,870,147 62,326,159 65,947,974
増加率（調査団の計算） － 前年比 8%増 前年比 6%増 

出典：Philippine Statistics Authority 

1-1-3-2 セプティックタンクの普及状況と住民意識 

本準備調査において、プロジェクト対象地域の家庭に対し、セプティックタンクやセプテージ

収集状況に係る聞き取り調査を実施した。その結果、セプティックタンク普及の状況や住民の認

識は以下のように整理される。 

97%以上の家庭がし尿のオンサイト処理設備を有しているものの、そのうち約 17%しか 5 年以
内の頻度でセプテージ収集をしていないことと、70%近い家庭は一度も引抜・収集した経験がな
いという結果が得られ、セプテージの計画的収集事業の必要性が確認された。 
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1-1-3-2-1 住民意識調査の回答者数 

表 1-8に示すプロジェクト対象地域の 6 LGUs（Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue
市、Cebu市、Talisay市）の 200軒から面談調査した。 

表 1-8 社会調査の対象家庭数 

LGU MCWD給水 
契約者 

MCWD給水 
非契約者 合計 比率 

Compostela町 8 2 10 5.0% 
Liloan町 11 3 14 7.0% 
Consolacion町  11 3 14 7.0% 
Mandaue市 41 9 50 25.0% 
Cebu市 73 18 91 45.5% 
Talisay市 18 3 21 10.5% 
合計 162 38 200 100.0% 

出典：JICA調査団 

1-1-3-2-2 回答結果概要 

- 回答者のほとんどは、セプティックタンクもしくは汲み取り式トイレを設置している

（約 97%）。 
- セプティックタンクサイズの平均は 5.37 m3である。 
- セプティックタンクもしくは汲み取り式トイレを所有していても、長期にわたりセプ

テージ引き抜きをしていない（約 68%は一度も引抜したことがない、5 年に 1 度以上
の引抜をしている家庭は約 17%）。 

- セプテージ引抜は、民間会社に依頼する（トイレ所有者の約 95%）。 
- 民間会社の引抜料金は、1回につき、概ね PHP2,000から 5,000程度である（料金に係
る回答者の約 81%）。料金の違いはトラックアクセスの距離による。 

- セプティックタンクには、セプテージ引抜用の開口部がある（開口部に係る回答者の

約 90%）。 
- 支払い可能な金額であれば、3～5 年頻度のセプテージ収集サービスを受け入れたい
（収集サービス受入に係る回答者の約 89%）。 

- し尿はセプティックタンク・汲み取り式トイレに排出しているが、ほとんどの家庭は

生活雑排水を排水路や河川に直接放流している。 

1-1-3-3 条例整備状況 

サービスプロバイダーとしてのセプテージ収集・処理の実務は MCWD 等の水道区が実施でき
るが、同事業の実施状況の管理は、各 LGUの業務と整理されている。また、有料でのセプテージ
収集を住民に強いることもあり、事業開始に当たって、各 LGUは条例を整備する必要がある。表 
1-9に各 LGUの条例の概要を示す。 
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金
を
通

じ
て

ST
P
の

建
設
、
運
転

維
持
管
理
の

た
め
の
資
金

を
補
助
す
る

た
め
の
基
金

を
設
立
す

る
。

 

セ
プ
テ
ー
ジ
運

搬
に
は
セ
プ
テ

ー
ジ
管
理
委
員

会
(M

SM
B)
制

定
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
受
領
書
を

必
要
と
す
る
。

水
道
区
も
し
く

は
セ
プ
テ
ー
ジ

引
抜
事
業
者

は
、
以
下
に
規

定
す
る
内
容
を

記
載
し
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
受
領

書
を
用
意
す

る
。

 

A
. 
セ
プ
テ
ー
ジ

の
発
生
源

 (
顧

客
名
、
住
所
、

連
絡
先

) 
b.

 収
集
時
間
お

よ
び
顧
客
の
署

名
 

c.
 セ
プ
テ
ー
ジ

の
種
類

 (
住

居
、
商
業
、
工

業
) 

d.
 収
集
セ
プ
テ

ー
ジ
量

 (
m

3 ) 
e.

 引
抜
業
者
名

 
(会
社
住
所
、
連

絡
先
、
プ
レ
ー

ト
番
号
、
車
台

番
号
、
運
転
手

名
) 

f. 
搬
入
日
・
時

間
、
受
入
施
設

責
任
者
署
名

 
g.
顧
客
用
コ
ピ

ー
は
処
理
施
設

に
正
規
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ

た
の
ち
に
発
給

す
る
。
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

h.
 引
き
抜
か
れ

た
場
所
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す

る
顧
客
用
ス
テ

ッ
カ
ー
を
表
示

し
、
査
察
官
が

容
易
に
識
別
で

き
る
よ
う
に
す

る
。

 
i. 
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
受
領
書
の
コ

ピ
ー
を
事
業
者

か
ら
毎
月

M
SM

B
に
提
出

す
る
。

 
j. 
引
抜
事
業
者

は
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
受
領
書
の
コ

ピ
ー
を
少
な
く

と
も

3
か
年
保

管
す
る
。

 
Li

lo
an

 
20

15
/2

/2
5 

En
vi

ro
nm

en
ta

l 
Su

sta
in

ab
ili

ty
 a

nd
 

D
ev

el
op

m
en

t 
O

rd
in

an
ce

 o
f t

he
 

M
un

ic
ip

al
ity

 o
f 

Li
lo

an
, C

eb
u 

M
un

ic
ip

al
 

Se
pt

ag
e 

M
an

ag
em

en
t 

A
ut

ho
rit

y 
(M

SM
A

) 

町
環
境
・
天
然
資
源

室
 (

M
EN

RO
) 

町
保
健
室

 
町
会
計
室

M
un

ic
ip

al
 

Tr
ea

su
re

r’s
 O

ffi
ce

 
町
技
術
室

 
M

CW
D

 
町
長
が
任
命
し
た

N
G

O
 

a.
 B

ar
an

ga
y
行
政
官
と
協
力
し
て
、
す
べ
て
の
家
屋
・

敷
地
に
つ
い
て
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
の
有
無
、
引
抜

可
能
性
を
調
査
す
る
。

 
b.

 セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
が
存
在
し
な
い
か
引
抜
が
不

可
能
な
場
合
、
家
屋
・
敷
地
の
所
有
者
、
占
有
者
に
対

し
て
、
こ
の
条
例
へ
の
不
適
合
を
通
知
す
る
。

 
c.

 M
SM

A
は
検
査
等
の
た
め
す
べ
て
の
敷
地
に
立
ち
入

る
権
限
を
、
一
定
の
事
前
通
告
の
上
で
有
す
る
。

 
(省
略

) 
e.

 M
SM

A
は
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
が
必
要
要
件
を
満

た
す
場
合
、
建
物
の
所
有
者
に
対
し
て
適
合
証
を
交
付

す
る
。

 
(省
略

) 
g.

 M
SM

A
は

3
年
に
一
度
も
し
く
は
別
途

M
SM

A
の

規
定
に
よ
り
家
屋
・
建
物
を
定
期
的
に

Ba
ra

ng
ay
行
政

官
と
協
力
し
て
検
査
す
る
。

 
h.

 M
SM

A
は
下
水
道
お
よ
び
町
の
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計

画
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
と
教
育
を
実
施
す
る
。

 

こ
の
ほ
か
に
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
に
関
し
て
以
下
の
事
項

を
行
う
。

 
a.

 セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
と
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
の
有
無

も
し
く
は
引
抜
可
能
性
等
を
記
載
し
た
建
物
・
構
造
物

の
所
有
者
も
し
く
は
管
理
者
の
情
報
を
保
存
す
る
。

 
b.

 セ
プ
テ
ー
ジ
の
運
搬
、
処
理
、
処
分
に
つ
い
て
保
健

省
 (

D
O

H
) 
が
定
め
る
規
定
の
履
行
を
管
理
す
る
。

 
c.

 行
政
区
域
内
に
お
い
て
業
務
を
行
お
う
と
す
る
民
間

平
均

3
か
ら

5
年
に
一

度
、
ま
た
は
セ
プ
テ
ィ

ッ
ク
タ
ン
ク
総
容
量
の

1/
2
以
上
セ
プ
テ
ー
ジ

が
堆
積
し
た
場
合

 

M
CW

D
と
同
様
の
課
金
方
式
に

よ
る
。
料
金
は

M
CW

D
が
町

と
協
議
し
て
決
定
す
る
。

 

M
CW

D
の
供
給
区
域
外
の
利
用

者
は
、

M
CW

D
が
定
め
る
額
を

引
抜
の
た
び
に
支
払
う
。

 

引
き
抜
い
た
セ
プ
テ
ー

ジ
は
町
の

ST
P
も
し

く
は
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
に
つ
い
て
保

健
省
の
基
準
に
基
づ
い

て
設
置
さ
れ
た

ST
P

に
運
搬
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

ST
P
が
運
転
を
開
始
し

た
ら
セ
プ
テ
ー
ジ
は
セ

プ
テ
ー
ジ
貯
留
施
設
に

投
入
す
る
。

Li
lo

an
の

外
か
ら
セ
プ
テ
ー
ジ
を

持
ち
込
む
場
合
は
、

Li
lo

an
町
議
会
が
定
め

る
料
金
を
納
入
す
る
も

の
と
す
る
。

 

ST
P
は
機
械
化
さ
れ
た

も
の
と
し
、
セ
プ
テ
ー

ジ
受
入
設
備
、
機
械
分

離
設
備
、
脱
水
設
備
、

長
時
間
活
性
セ
プ
テ
ー

ジ
処
理
方
式
を
用
い
た

生
物
処
理
シ
ス
テ
ム
か

M
CW

D
は

ST
P、
引
抜
業

務
の
資
本
的

支
出
お
よ
び

維
持
管
理
の

た
め
の
必
要

な
資
金
を
ま

か
な
う
。

 

M
SM

A
は
、
セ

プ
テ
ィ
ッ
ク
タ

ン
ク
と
セ
プ
テ

ー
ジ
引
抜
の
有

無
も
し
く
は
引

抜
可
能
性
等
を

記
載
し
た
建

物
・
構
造
物
の

所
有
者
も
し
く

は
管
理
者
の
情

報
を
保
存
す

る
。

(再
掲

) 
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

事
業
者
に
対
し
て
保
健
省
が
定
め
る
環
境
衛
生
適
合
証

 
(E

SC
) 
の
取
得
を
含
め
た
認
証
制
度
や
運
営
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
厳
格
に
運
用
す
る
。

 
d.

 M
CW

D
が
地
方
自
治
体
の
定
め
る
許
認
可
等
を
順
守

で
き
る
よ
う
支
援
す
る
。

 

人
の
健
康
に
つ
い
て
の
保
健
省
の
基
準
お
よ
び
環
境
保

全
に
つ
い
て
の
環
境
天
然
資
源
省
の
基
準
が
順
守
さ
れ

て
い
る
よ
う
厳
密
に
監
視
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ら
構
成
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

 

Co
ns

ol
ac

io
n 

20
15

/1
2/

11
 

Se
w

ag
e 

an
d 

Se
pt

ag
e 

O
rd

in
an

ce
 o

f t
he

 
M

un
ic

ip
al

ity
 o

f 
Co

ns
ol

ac
io

n 

町
建
築
室

 
---

-- 
a.

 審
査

 
b.

 デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
 

- 
町
保
健
室
と
協
議
の
う

え
、
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
を
保
有
す
る
す
べ
て
の
家

屋
所
有
者
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
保
全
す
る
。

 
C.

 セ
プ
テ
ー
ジ
の
運
搬
 

- 
D

EN
R-

EM
B
お
よ
び

D
O

H
制
定
の
規
則
に
則
り
認
可
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て

町
保
健
室
と
の
調
整

 
d.

 衛
生
許
可
の
発
行
 

- 
す
べ
て
の
セ
プ
テ
ー
ジ
処

理
・
収
集
施
設
に
つ
い
て
、
定
期
的
な
査
察

 
e.

 (省
略

) 
f. 
情
報
提
供
・
教
育
 

- 
町
環
境
天
然
資
源
室

 
(M

EN
RO

) 
と
協
力
し
て
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
に
関
し
て

啓
発
活
動
を
行
う
。

 

5
年
に
一
度

 
水
道
事
業
者
の
供
給
範
囲
で
は

水
道
料
金
に
組
込
む
。

 
引
抜
の
目
的
で
セ
プ
テ

ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
の
ふ
た

を
開
け
る
場
合
は
、
所

有
者
も
し
く
は
管
理
者

の
了
解
の
う
え
で
行

う
。

 

引
抜
を
実
際
に
行
う
も

の
は
、
水
道
事
業
者
も

し
く
は

D
O

H
と

D
EN

R
か
ら
正
規
に
認

可
さ
れ
た
民
間
事
業
者

と
す
る
。

 

セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク

か
ら
引
き
抜
い
た
セ
プ

テ
ー
ジ
は
、

D
O

H
の

規
定
に
基
づ
い
た
処
理

施
設
で
運
搬
す
る
。

 

セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
に
従

事
す
る
す
べ
て
の
も
の

は
、

D
EN

R
か
ら
運
搬

許
可
を
、

D
O

H
か
ら

環
境
適
合
証
を
、

Co
ns

ol
ac

io
n
か
ら
衛

生
許
可
を
、
ま
た
年
間

営
業
許
可
の
更
新
に
と

も
な
い
必
要
と
な
る
関

係
許
可
を
町
か
ら
取
得

す
る
。

 

Co
ns

ol
ac

io
n

町
は
、
町
の

固
定
資
産
税

や
サ
ー
ビ
ス

料
金
課
金
を

通
じ
て

ST
P

の
建
設
、
運

転
維
持
管
理

の
た
め
の
資

金
を
ね
ん
出

も
し
く
は
基

金
を
設
立
す

る
。

 

町
建
築
室
が
、

町
保
健
室
と
協

議
の
う
え
、
セ

プ
テ
ィ
ッ
ク
タ

ン
ク
を
保
有
す

る
す
べ
て
の
家

屋
所
有
者
の
リ

ス
ト
を
作
成

し
、
保
全
す

る
。

(再
掲

) 

M
an

da
ue

 
Ci

ty
 

20
16

/7
/2

0 
Se

w
ag

e 
Tr

ea
tm

en
t a

nd
 

Se
pt

ag
e 

M
an

ag
em

en
t 

Sy
ste

m
 o

f M
an

da
ue

 
Ci

ty
 

Ci
ty

 S
ep

ta
ge

 
M

an
ag

em
en

t 
Bo

ar
d 

(C
SM

B)
 

市
長

 
Ba

ra
ng

ay
連
合
代
表

者
 
市
議
会
兼
用
保
全
委

員
会
委
員
長

 
市
保
健
部
長

 
市
技
術
部
長

 
市
建
築
部
長

 

a.
 審
査

 
b.

 デ
ー
タ
ベ
ー
ス
管
理
 

- 
市
土
地
利
用
計
画
委
員
会

と
協
議
の
う
え
、
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
を
保
有
す
る

す
べ
て
の
家
屋
所
有
者
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
保
全
す

る
。

 
C.

 衛
生
許
可
の
発
行
 

- 
す
べ
て
の
セ
プ
テ
ー
ジ
処

理
・
収
集
施
設
に
つ
い
て
、
定
期
的
な
査
察

 
d.

 (省
略

) 

5
年
に
一
度

 
水
道
事
業
者
の
供
給
範
囲
で
は

水
道
料
金
に
組
込
む
。
水
道
事

業
者
は

M
an

da
ue
市
と
住
民
の

意
見
を
聞
い
て
料
金
を
決
定
す

る
。

 

引
抜
の
目
的
で
セ
プ
テ

ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
の
ふ
た

を
開
け
る
場
合
は
、
所

有
者
も
し
く
は
管
理
者

の
了
解
の
う
え
で
行

う
。

 

引
抜
を
実
際
に
行
う
も

市
は
、
適
切

な
地
方
固
定

資
産
税
や
サ

ー
ビ
ス
料
金

課
金
を
通
じ

て
ST

P
の
建

設
、
運
転
維

持
管
理
の
た

ST
P
へ
の
セ
プ

テ
ー
ジ
運
搬
に

は
M

an
da

ue
市

セ
プ
テ
ー
ジ
管

理
委
員
会

(C
SM

B)
制
定
の

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

受
領
書
を
必
要

CS
M

B
は
、
市

土
地
利
用
計
画

委
員
会
と
協
議

の
う
え
、
セ
プ

テ
ィ
ッ
ク
タ
ン

ク
を
保
有
す
る

す
べ
て
の
家
屋

所
有
者
の
リ
ス
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

D
EN

R 
N

G
O

 
水
道
事
業
者

 
(M

CW
D

) 
M

an
da

ue
 市
環
境

天
然
資
源
室

 
(M

CE
N

RO
) 

M
an

da
ue

 市
商
工

会
議
所

 (
M

CC
I) 

e 
情
報
提
供
・
教
育
 

- 
官
民
の
関
係
機
関
と
協
力
し

て
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
に
関
し
て
啓
発
活
動
を
行
う
。

 

CS
M

B
は
こ
の
条
例
の
施
行

1
年
後
に
施
設
の
順
守
状

況
を
評
価
す
る
。

 

の
は
、
水
道
事
業
者
も

し
く
は

D
O

H
と

D
EN

R
か
ら
正
規
に
認

可
さ
れ
た
民
間
事
業
者

と
す
る
。

 

セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク

か
ら
引
き
抜
い
た
セ
プ

テ
ー
ジ
は
、

D
O

H
の

規
定
に
基
づ
い
た
処
理

施
設
で
運
搬
す
る
。

 

セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
に
従

事
す
る
す
べ
て
の
も
の

は
、

D
EN

R
か
ら
運
搬

許
可
を
、

D
O

H
か
ら

環
境
適
合
証
を
、
市
保

健
部
か
ら
衛
生
許
可

を
、
ま
た
年
間
営
業
許

可
の
更
新
に
と
も
な
い

必
要
と
な
る
関
係
許
可

を
市
か
ら
取
得
す
る
。

め
の
資
金
を

ね
ん
出
も
し

く
は
基
金
を

設
立
す
る
。

 

と
す
る
。
水
道

事
業
者
も
し
く

は
セ
プ
テ
ー
ジ

引
抜
事
業
者

は
、
以
下
に
規

定
す
る
内
容
を

記
載
し
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
受
領

書
を
用
意
す

る
。

 

A
. 
セ
プ
テ
ー
ジ

の
発
生
源

 (
顧

客
名
、
住
所
、

連
絡
先

) 
b.

 収
集
時
間
お

よ
び
顧
客
の
署

名
 

c.
 セ
プ
テ
ー
ジ

の
種
類

 (
住

居
、
商
業
、
工

業
) 

d.
 収
集
セ
プ
テ

ー
ジ
量

 (
m

3 ) 
e.

 引
抜
業
者
名

 
(会
社
住
所
、
連

絡
先
、
プ
レ
ー

ト
番
号
、
車
台

番
号
、
運
転
手

名
) 

f. 
搬
入
日
・
時

間
、
受
入
施
設

責
任
者
署
名

 
g.
顧
客
用
コ
ピ

ー
は
処
理
施
設

に
正
規
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ

た
の
ち
に
発
給

す
る
。

 
h.

 引
き
抜
か
れ

た
場
所
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す

る
顧
客
用
ス
テ

ッ
カ
ー
を
表
示

し
、
査
察
官
が

容
易
に
識
別
で

き
る
よ
う
に
す

ト
を
作
成
し
、

保
全
す
る
。

(再
掲

) 
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

る
。

 
i. 
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
受
領
書
の
コ

ピ
ー
を
事
業
者

か
ら
毎
月

CS
M

B
に
提
出

す
る
。

 
j. 
引
抜
事
業
者

は
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
受
領
書
の
コ

ピ
ー
を
少
な
く

と
も

3
か
月
保

管
す
る
。

 
Ce

bu
 C

ity
 

20
14

/6
/1

8 
A

n 
O

rd
in

an
ce

 
pr

ov
id

in
g 

fo
r a

 
se

pt
ag

e 
m

an
ag

em
en

t 
pr

og
ra

m
 fo

r t
he

 C
ity

 
of

 C
eb

u,
 P

ro
vi

di
ng

 
Fe

es
 a

nd
 Im

po
sin

g 
Pe

na
lti

es
 fo

r N
on

-
Co

m
pl

ia
nc

e 
Th

er
eo

f 

Ce
bu

 C
ity

 
Se

pt
ag

e 
M

an
ag

em
en

t 
Bo

ar
d 

(C
CS

M
B)

 

市
長

 
市
議
会
公
共
事
業
委

員
会
委
員
長

 
市
議
会
環
境
委
員
会

委
員
長

 
市
議
会
建
築
委
員
会

委
員
長

 
Ce

bu
市
環
境
天
然

資
源
室

 
(C

CE
N

RO
) 

市
公
共
事
業
部
長

 
(D

PS
) 

市
保
健
部
長

 
Ba

ra
ng

ay
連
合
会

 
(A

BC
)代
表

 
環
境
天
然
資
源
省

(D
EN

R)
環
境
管
理

局
ビ
サ
ヤ
地
方
支
局

 
(E

M
B7

) 
M

CW
D
総
裁

 
Ce

bu
市
認
定
運
搬

事
業
者
連
合
代
表

 
Ce

bu
市
教
育
長

 

1.
 市
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計
画
の
策
定

 
2.

 貧
困
・
低
所
得
世
帯
向
け
の
共
同
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ

ン
ク
の
設
置

 
3.

 C
CE

N
RO
と
連
携
し
た
不
適
合
通
知
の
発
出

 
4.

 引
抜
事
業
者
か
ら
の
環
境
衛
生
適
合
（

ES
C)
申
請
の

受
付
・
評
価

  
5.

 S
TP
に
お
け
る
セ
プ
テ
ー
ジ
処
理
・
処
分
事
業
者
の

評
価
・
認
定
書
発
給

 
6.

 建
設
用
地
査
察

 
7.

 E
SC
の

D
O

H
へ
の
申
請
了
承

 
8.

 義
務
的
引
抜
の
了
承

 
9.

 条
例
の
効
果
的
効
率
的
執
行
に
関
す
る
そ
の
他
の
必

要
事
項

 

CC
EN

RO
が
行
政
側
の
条
例
執
行
責
任
部
局
で
あ
り
、

市
の
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計
画
を
策
定
し
、
進
行
管
理
す

る
。
ま
た
こ
れ
を
市
計
画
開
発
部

(C
PD

O
)に
提
供
す

る
。

 

市
保
健
部
は
、

CC
SM

B
と

CC
EN

RO
を
補
佐
し
、
市

建
築
部

(O
BO

)と
連
携
し
て
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
の

査
察
を
」
行
う
。
ま
た

CC
SM

B
に
関
し
て
保
健
省

(D
O

H
)と
の
連
絡
窓
口
と
な
る
。

 

3
年
に
一
度
も
し
く
は

セ
プ
テ
ー
ジ
が
タ
ン
ク

の
半
分
に
達
し
た
時
。

世
帯
構
成
人
数
が

10
名
未
満
の
場
合
は
、

5
年
に
一
度

 

Ce
bu
市
が

CC
SM

B
に
よ
り
搬

入
量
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
料

金
を
引
抜
事
業
者
に
課
金
す

る
。

 

CC
SM

B
に
よ
っ
て
認

可
さ
れ
た
事
業
者
の
み

が
ST

P
へ
の
搬
入
を

許
さ
れ
る
。
認
可
料
金

は
CC

SM
B
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
。

 

セ
プ
テ
ー
ジ

搬
入
料
金
と

認
可
料
金
収

入
は
、
市
の

一
般
会
計
と

は
別
に

CC
EN

RO
口

座
に
収
納
さ

れ
、
市
の
セ

プ
テ
ー
ジ
管

理
計
画
に
供

さ
れ
る
。

 

ST
P
へ
の
セ
プ

テ
ー
ジ
運
搬
に

は
Ce

bu
市
セ
プ

テ
ー
ジ
管
理
委

員
会

(C
CS

M
B)

制
定
の
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
受
領
書

を
必
要
と
す

る
。
事
業
者

は
、
以
下
に
規

定
す
る
内
容
を

記
載
し
た
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
受
領

書
を
用
意
す

る
。

 

a.
 セ
プ
テ
ー
ジ

の
発
生
源

 (
顧

客
名
、
住
所
、

連
絡
先

) 
b.

 収
集
時
間
お

よ
び
顧
客
の
署

名
 

c.
 セ
プ
テ
ー
ジ

の
種
類

 (
住

居
、
商
業
、
工

業
) 

d.
 収
集
セ
プ
テ

ー
ジ
量

 (
m

3 ) 
e.

 引
抜
業
者
名

 
(会
社
住
所
、
連

絡
先
、
プ
レ
ー

ト
番
号
、
車
台

番
号
、
運
転
手

名
) 

Ba
ra

ng
ay
代
表

者
事
務
局
は
、

セ
プ
テ
ィ
ッ
ク

タ
ン
ク
の
利
用

状
況
に
つ
い
て

基
礎
情
報
を
提

供
す
る
。
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

f. 
セ
プ
テ
ー
ジ

が
引
き
抜
か
れ

た
タ
ン
ク
が
存

在
す
る

Ba
ra

ng
ay
の
代

表
者
が
責
任
を

持
っ
て
署
名
す

る
。

 
g.
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
受
領
書
は
セ

プ
テ
ー
ジ
の
搬

入
の
際
に
車
両

に
持
ち
込
む
。

 
h.

 顧
客
用
コ
ピ

ー
は
処
理
施
設

に
正
規
に
受
け

入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
確
認
さ
れ

た
の
ち
に
発
給

す
る
。

 
i. 
事
業
者
か
ら

の
毎
月
の
定
期

報
告
の
際
に

CC
EN

RO
用
の

コ
ピ
ー
を
添
付

す
る
。

 
j. 

ST
P
か
ら
の

報
告
の
際
に
も

同
様
に
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
受
領
書

の
コ
ピ
ー
を
提

出
す
る
。

 

引
抜
事
業
者
は

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

受
領
書
の
コ
ピ

ー
を
少
な
く
と

も
3
か
月
保
管

す
る
。

 
Ta

lis
ay

 C
ity

 
20

16
/1

/5
 

Se
pt

ag
e 

M
an

ag
em

en
t 

Sy
ste

m
 O

rd
in

an
ce

 in
 

th
e 

Ci
ty

 o
f T

al
isa

y 

Ta
lis

ay
 C

ity
 

Se
pt

ag
e 

M
an

ag
em

en
t 

Bo
ar

d 
(T

CS
M

B)
 

市
長

 (
委
員
長

) 
市
廃
棄
物
管
理
室

(C
W

M
O

)=
事
務
局

 
市
議
会
環
境
委
員
会

委
員
長

 
市
議
会
保
健
委
員
会

委
員
長

 
市
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理

部
門
長

 

a.
 C

W
M

O
 が

Ba
ra

ng
ay
行
政
官
と
協
力
し
て
、
敷

地
・
家
屋
に
お
い
て
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
の
有
無
、

引
抜
可
能
性
に
つ
い
て
実
施
す
る
調
査
を
監
督
す
る

 
b.

 申
請
が
あ
っ
た
事
業
者
を
審
査
し
、
議
会
に
お
け
る

承
認
を
へ
て
市
長
に
認
可
を
上
申
す
る
。

 
c.

 上
記
の
手
続
き
に
お
い
て
住
民
か
ら
の
申
立
て
・
苦

情
を
受
付
け
る
。

 
d.

 所
有
者
・
占
有
者
・
管
理
者
に
対
し
て
こ
の
条
例
へ

の
適
合
・
不
適
合
に
つ
い
て
知
ら
し
め
る
。

 

住
宅
に
つ
い
て
は
少
な

く
と
も

4
年
に
一
度
、

商
業
・
工
業
利
用
に
つ

い
て
は
少
な
く
と
も

2
年
に
一
度
と
す
る
。
ま

た
は
ス
カ
ム
表
面
が
排

出
口
よ
り

7.
5c

m
以
内

に
な
る
か
、
蓄
積
し
た

セ
プ
テ
ー
ジ
や
ス
カ
ム

セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計
画
の
も
と

で
収
入
さ
れ
た
料
金
は
、
市
の

会
計
室
で
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
基

金
と
し
て
収
納
さ
れ
る
。

 

M
CW

D
に
よ
る
義
務

的
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計

画
を
阻
害
し
な
い
範
囲

で
市
は
民
間
事
業
者
の

参
入
を
促
進
す
る
。
す

べ
て
の
事
業
者
は
法
的

要
件
と
し
て
の
営
業
許

可
を
取
得
し
、
同
様
に

保
健
省
か
ら
発
給
さ
れ

セ
プ
テ
ー
ジ

管
理
基
金
と

は
別
に
、
市

は
こ
の
条
例

を
執
行
す
る

た
め
に
必
要

と
な
る
セ
プ

テ
ー
ジ
管
理

の
た
め
の
施

セ
プ
テ
ー
ジ
運

搬
事
業
者
は
、

以
下
に
規
定
す

る
内
容
を
記
載

し
た
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
受
領
書
を

用
意
す
る
。

 

a.
 セ
プ
テ
ー
ジ

事
業
者
が
以
下

の
事
項
に
つ
い

て
正
確
に
記
帳

す
る
。

 

a.
 業
務
日
誌
へ

の
引
抜
活
動
と

量
 

b.
 マ
ニ
フ
ェ
ス
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自
治
体
名

 
議
決
日

 
条
例
名
称

 
条
例
執
行
機
関

 
構
成
メ
ン
バ
ー

 
役
割
・
責
務

 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
頻
度

セ
プ
テ
ー
ジ
収
集
料
金

 
セ
プ
テ
ー
ジ
の
引

抜
・
運
搬
・
処
理

 
財
務

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

 
記
録
保
管

 

市
環
境
天
然
資
源
室

(C
EN

RO
) 

市
計
画
開
発
調
整
官

市
保
健
官

 
市
技
術
官

 
市
会
計
官

 
市
許
認
可
担
当
官

 
Ba

ra
ng

ay
連
合
代
表

者
 

D
EN

R-
EM

B 
代
表

 
M

CW
D
代
表

 
事
業
者
代
表

 

e.
 (セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
所
在
の

) 
敷
地
へ
の
立
入

 
f. 
困
窮
・
低
所
得
等
向
け
の
共
同
利
用
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク

タ
ン
ク
の
設
置
要
請

 
g.
こ
の
条
例
の
効
果
的
・
効
率
的
執
行
の
た
め
の
必
要

な
権
能
の
行
使

  

(市
廃
棄
物
管
理
室

 (
CW

M
O

) 
の
役
割

) 
a.

 C
W

M
O

 が
こ
の
条
例
の
執
行
責
任
部
局
で
あ
る
。

 
b.

 C
W

M
O
が
市
の
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
シ
ス
テ
ム
を
主
導

し
、
市
長
の
承
認
を
得
る
た
め
に

Ta
lis

ay
市
セ
プ
テ
ー

ジ
管
理
委
員
会

 (
TC

SM
B)

 に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 
c.

 市
の
下
水
道
・
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
計
画
と
協
調
し
た

情
報
提
供
・
教
育
活
動
を
計
画
・
実
施
す
る
。

 
d.

 毎
月

TC
SM

B
に
対
し
て
セ
プ
テ
ィ
ッ
ク
タ
ン
ク
建

設
、
適
合
証
明
の
発
給
、
検
査
実
施
状
況
を
報
告
す

る
。

 
e.
こ
の
条
例
の
効
果
的
・
効
率
的
執
行
の
た
め
の
必
要

な
行
為
の
実
践
。

 

で
タ
ン
ク
容
量
が

50
%

未
満
に
な
っ
た
と
き
。

 
る
環
境
衛
生
適
合
証

(E
SC

)を
提
示
す
る
。

 

処
理
・
処
分
施
設
に
つ

い
て
、
申
請
者
は
、

EM
B
地
域
支
局
か
ら

の
環
境
適
合
証

(E
CC

)
と
運
転
開
始
前
に
排
水

許
可

(W
PD

)を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
セ
プ
テ
ー
ジ
の
処

理
・
処
分
）

 
住
居
か
ら
排
出
さ
れ
た

セ
プ
テ
ー
ジ
は
す
べ
て

D
O

H
や

D
EN

R
で
認

可
さ
れ
た
処
理
場
に
お

い
て
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

（
処
理
場
の
要
件
）

 
a.

 処
理
場
を
計
画
す

る
も
の
は
有
効
な

ES
C
を
取
得
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

b.
 上
記
の
事
業
者
は

現
行
の
法
規
に
よ
り
規

定
さ
れ
た
他
の
許
可
を

取
得
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
c.

 施
設
の
汚
濁
対
策

担
当
者

 (
PC

O
) 
が
施

設
の
運
転
責
任
者
と
な

る
。

 
d.

 処
理
場
で
は
有
効

な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
保

有
す
る
セ
プ
テ
ー
ジ
の

み
を
受
け
入
れ
る
。

 
e.

 処
理
場
は
環
境
保

全
に
関
す
る
官
庁
の
規

定
を
順
守
す
る
。

 
f. 
処
理
場
は
衛
生
に

関
す
る
必
要
要
件
を
満

た
す
も
の
と
す
る
。

 

設
の
資
本
的

支
出
と

CW
M

O
の
セ

プ
テ
ー
ジ
管

理
部
門
の
管

理
運
営
費
用

に
必
要
な
資

金
を
あ
て
が

う
。

 

の
発
生
源

(顧
客

名
、
住
所
、
連

絡
先

) 
b.

 収
集
時
間
お

よ
び
顧
客
の
署

名
 

c.
 セ
プ
テ
ー
ジ

の
種
類

(住
居
、

商
業
、
工
業

) 
d.

 収
集
セ
プ
テ

ー
ジ
量

(m
3 ) 

e.
 引
抜
業
者
名

(会
社
住
所
、
連

絡
先
、
プ
レ
ー

ト
番
号
、
車
台

番
号
、
運
転
手

名
) 

f. 
収
集
さ
れ
た

セ
プ
テ
ー
ジ
の

搬
入
先

(処
理
場

も
し
く
は
処
分

場
)。
受
け
入
れ

先
の
名
前
と
住

所
、
責
任
者
の

署
名
を
必
要
と

す
る
。

 
g.
処
理
・
処
分

場
で
の
受
入

日
、
時
刻

 
h.

 処
理
場
に
搬

入
猿
際
に
は
処

理
施
設
所
有
者

の
署
名
と
そ
の

施
設
が
処
理
施

設
で
あ
っ
て
処

分
地
で
は
な
い

こ
と
を
示
す
。

 

引
抜
事
業
者
は

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

受
領
書
の
コ
ピ

ー
を
少
な
く
と

も
5
年
間
保
管

す
る
。

 

ト
の
綴
じ
込
み

 
c.

 セ
プ
テ
ィ
ッ

ク
タ
ン
ク
の
不

具
合

 
d.

 工
具
目
録

e.
 引
抜
予
定

 

事
業
者
は
こ
れ

を
最
低

5
年
間

保
存
す
る
。
ま

た
四
半
期
終
了

後
翌
月
の

15
日

ま
で
に

CW
M

O
に
提
出
し
、

CM
SO
は

TC
SM

B
次
期

委
員
会
の
議
題

に
上
程
す
る
。

 

出
典
：
各

LG
U
の
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
に
係
る
条
例
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1-2 無償資金協力の背景・経緯及び概要 

1-2-1 背景・経緯 

メトロセブは、フィリピン国第 2の規模の経済都市圏で、人口は 3,000千人（2017年推定）を
超える。しかし、下水道は導入されておらず、同地域内のし尿はセプティックタンクでオンサイ

ト処理されている。セプティックタンクで処理された汚泥（以下、セプテージという）は、定期

的に引抜・収集され、適切に処理される必要があるが、メトロセブ内にはセプテージ処理プラン

トや定期的な引抜・収集作業を実施する能力が十分に整備されておらず、長期間のセプティック

タンク内滞留やオーバーフロー等により、住民生活の衛生状況維持、住宅地域内の臭気や公共水

域・地下水の水質等の周辺環境へ深刻な影響を与えている。 

その背景下、JICA及び横浜市の支援でメガセブ・ロードマップ 2050が 2013年から 2015年に
策定され、適切な汚水処理人口普及率を 2030年に 50%、2050年に 90%とする目標が設定された。
また、短期優先プロジェクトとして、「セプテージ処理施設整備とネットワーク化」が提案された。 

同メガセブ・ロードマップ 2050の策定と並行し、JICAは、2014年から 2016年にセブ市浄化槽
汚泥の脱水装置の普及・実証事業を実施した。同事業の結果、セプテージ脱水機の有効性が報告

された。ここで建設されたセプテージ脱水プラントは Cebu市に引き継がれ、既存のセプテージ脱
水プラントとして機能している。 
メトロセブの上下水道及びセプテージ管理の実施機関である MCWD は、メトロセブ内の 8 つ
の LGUs地域で活動している。MCWDは、同地域に上水道サービスを提供しているものの、下水
道サービスには着手していない。同地域のし尿はオンサイト処理されているため、MCWDにはセ
プテージ管理事業が求められるが、同セプテージ管理事業も 2018年 12月現在、Mactan島内の 2
つの LGUs（Lapu Lapu市、Cordova町）において DBFO契約で民間会社に委託しているのみであ
る。 
他方、残りの 6 LGUs（Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue市、Cebu市、Talisay
市）では、上述の既存セプテージ脱水プラントにおいて、民間会社が収集したセプテージを Cebu
市が脱水処理しているが（2019年 2月まで Cebu市、3月から MCWD）、その収集率は約 8.1%に
留まる上、脱水処理後の分離液が適切に処理されていない。 

そのため、横浜市は、既存のセプテージ管理状況改善とメガセブ・ロードマップ 2050実現のた
め、我が国の無償資金協力で 6 LGUs（Compostela 町、Liloan 町、Consolacion 町、Mandaue 市、
Cebu市、Talisay市）を対象にしたセプテージ処理施設の建設とセプテージの巡回収集機材の調達
を提案した。同提案を受けた MCWDは、2016年 5月に我が国に無償資金協力の要請をした。同
無償資金協力の要請概要は、表 1-10のとおりである。 

表 1-10 要請概要 
区分 内容 備考 
施設建設 セプテージ処理プラント-1 Cebu市北部、Mandaue市対象 

 セプテージ処理プラント-2 Liloan町、Consolacion町、Compostela町対象 
 セプテージ処理プラント-3 Cebu市南部、Talisay市対象 

機材調達 バキューム車 57台  

出典：要請書 



17 

1-3 我が国の援助動向 

1-3-1 無償資金協力及び技術協力 

我が国の上下水道及びメトロセブ地域開発に係る、主な無償資金協力及び技術協力の実績を表 
1-11及び表 1-12に示す。なお、関連する円借款はない。 

MCWD に対しては、2013 年度に上水道設備の遠隔監視に係る無償資金協力が実施された。ま
た、本プロジェクトは、メトロセブ持続可能な環境都市構築のためのロードマップ策定支援調査

（2013年～2015年）及びセブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業（2014年～2016年）の
結果を受けて横浜市より提案された。 

表 1-11 我が国の無償資金協力実績（メトロセブ地域の上下水道分野） 
（単位：億円） 

実施年度 案件名 供与限度額 概 要 

2013年 メトロセブ水道区上水供給
改善計画 11.65億円

メトロセブの上水道に対し、中央監視制御装置
（SCADA）システム等を導入し、リアルタイムモニ
タリングと適切な運転管理体制の構築を図るもの。 

出典：外務省ホームページ 

表 1-12 我が国の技術協力等の実績 
協力内容 実施年度 案件名／その他 概要 

技術協力プロジ

ェクト 
2005年～
2012年 

地方水道改善プロジェクト 経営の自立性に劣る小規模水道区における

給水サービス及び経営改善に係る技術支

援。 
2012年～ 
2013年 

メトロセブ水道区水道事業

運営・管理技術支援プロジ

ェクト 

メトロセブの上水道における無収水率の引

き下げ、地下水を水源とする給配水の水質

改善、既存浄水場の処理能力向上、水道料

金徴収、顧客サービス・顧客満足度の向

上、広報強化等の上水道事業運営の改善に

向けた技術支援。 
2013年～ 
2015年 

メトロセブ持続可能な環境

都市構築のためのロードマ

ップ策定支援調査 

メトロセブはフィリピン国の第二の都市圏

であるが、急速な人口増加による都市問題

や脆弱な都市基盤が地域発展の阻害要因に

なっている。そのため2050年に向けた地域
開発のロードマップを策定する。 

2017年～
2019年 

メトロセブ都市交通システ

ム開発マスタープランプロ

ジェクト 

2050年に向けた地域開発計画（メガセブビ
ジョン2050）の達成に寄与するために、メ
トロセブ地域の都市交通マスタープランを

作成する。 
その他 2014年～ 

2016年 
セブ市浄化槽汚泥の脱水装

置の普及・実証事業 
適切に処理されていないセプティックタン

ク汚泥に対し、脱水装置を普及させ、脱水

処理をして適正処分する方法を普及させる

ことを目的にした実証事業。 

出典：外務省ホームページ 
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1-3-2 セブ市に対する横浜市の協力 

Cebu市は、急速な都市化とそれに伴う人口増加により、都市開発、交通、廃棄物処理、環境保
護、下水処理、洪水対策の分野での課題を抱えている。一方、横浜市は、これまでに急速な都市

化に伴う人口集中によるインフラ整備の遅れや環境問題など、様々な都市課題を克服してきた過

程において、都市運営や都市開発の技術やノウハウを蓄積してきた。そのため、2012 年 3 月 28
日、Cebu市と横浜市は、Cebu市における環境に配慮した持続可能な都市づくりを目指して、相互
に協力するための覚書を締結し、横浜の資源と技術を活用した公民連携による国際技術協力事業

や Y-PORT事業を通じて、専門的な技術協力を実施している。 

本協定下において、横浜市は、民間セクター間のビジネスマッチング機会の提供や廃棄物管理・

セプテージ管理、水の浄化及び再生可能エネルギー等の分野の事業化・実証実験等の都市間協力

を進めており、横浜市は、協定に基づく活動の一環として本プロジェクトへ協力する意向を示し

ている。 

なお、Cebu州、Cebu市を含む 13の LGUs、13の政府関係機関及び 7つの経済・社会団体で構
成されるメトロセブ開発調整委員会（以下、MCDCBという）は、JICA・横浜市の協力の下、メガ
セブ・ビジョン 2050の実現に向けた活動を行っている。 

1-4 他ドナーの援助動向 

表 1-13に他のドナーの関連援助を示す。表中の米国支援は、本プロジェクトの計画の基礎にな
った F/Sである。なお、他に関連する他ドナーの支援はない。 

表 1-13 他のドナーの援助 
実施年度 機関名 案件名 援助形態 活動の概要 

2011 米国 
USAID 

メトロセブ水道区セプテー
ジ管理プロジェクト・フィ
ージビリティ調査 (Septage 
Management Project 
Feasibility Study, Metro Cebu 
Water District) 

無償 メトロセブのセプティックタン
ク汚泥処理に係る計画立案とそ
のフィージビリティ調査 

出典：JICA調査団 

協定内容 

① 横浜市は、Cebu市のエコシティ開発の推進における技術的な助言を行う。
② 両市は、民間及び学術機関の参加を働きかける。

③ 両市は、両国政府及び国際機関等の協力を得るための活動を行う。

④ 両市は、上記の連携を効果的に行ううえで不可欠となる情報を相互に提供する。
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

実施機関は、メトロセブ内の 8 LGUsに対して広域上水道を展開しているMCWDである。MCWD
は、上水道供給及び汚水処理を行う事業体として水道区を設置するよう定めた 1973年 6月の大統
領令 198号（Local Water Utilities Act of 1973）の発令を受け、1974年に設立された。 

MCWDの契約戸数は、500以上存在するフィリピン国の水道区の中でも最大規模で、175,000件
（2016年）の契約数がある。その地理的サービス区域は、Cebu市・Talisay市・Mandaue市・Lapu-
Lapu市・Consolacion町・Liloan町・Compostela町・Cordova町である。 

メトロセブ水道区（MCWD）の組織・人員 

MCWDの従業員数は、842人（2017年）に上り、このうち半数以上の 481人が操業グループと
管路維持グループに所属する。本プロジェクトの開始にあたり、MCWDはセプテージ管理の専任
部署である衛生・下水道部を新設した。2018年 12月現在の同部の在席数は 3名で、Mactan島の
PPP セプテージ処理事業を担当している。今後、事業企画部と連携して本プロジェクトの実施組
織の構築を進める。2018年 12月現在の組織図を図 2-1に示す。 

出典：MCWD 

図 2-1 MCWDの組織図 
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2-1-2 財政・予算 

MCWDの財政状況 

収支状況 

MCWDの収入は、基本的に上水道の料金収入と言える。その規模は、概ね 14億から 17億 PHP
に上り、2014 年から 2016 年には平均約 2.9 億 PHP 規模の営業利益を上げている。本プロジェク
トに必要な運営・維持管理費の面では、セプテージ処理費用を料金に上乗せすることが可能なこ

ともあり、必要な経費は料金改定でねん出する計画である。 

表 2-1  MCWDの過去三年間の営業収支（単位：PHP） 
分類 項目 2014 2015 2016 
収入 料金収入等 1,435,190,542.00 1,612,285,024.00 1,701,507,721.76

助成金 88,200.00
為替益等 
その他収入 16,520,052.00 20,081,406.00 19,373,369.58

合計 1,451,710,594.00 1,632,366,430.00 1,720,969,291.34
支出 人件費 521,569,443.20

操業経費・維持管理費 760,186,261.22
人件費・操業経費 1,081,717,520.00 1,081,717,520.00
維持管理経費 239,628,297.00 239,628,297.00

合計 1,321,345,817.00 1,321,345,817.00 1,281,755,704.42
営業利益 130,364,777.00 311,020,613.00 439,213,586.92

出典：MCWD 

上水道料金及びセプテージ処理料金 

2018年現在の MCWDの上水道料金は、表 2-2の通りであり、従量制が導入されている。上水
道料金は、水道事業体が提案するものであるが、国の監視機関（Local Water Utilities Administration 
National Reguratory Agency：以下、LWUAという）の認可が必要で、認可を得るためには関係する
LGUsの承認を必要とする。そのため、起案から認可まで約 6ヶ月を必要とする。 

なお、下水道が無いため、MCWD は下水道料金を徴収していない。しかし、MCWD の汚泥処
理対象地域のMactan島では、環境費（Environmental Fee）という費目で汚泥処理料金を追加徴収
している。環境費は、汚泥処理対象地域内の全上水道顧客の上水道使用料に上乗せされる形にな

っており、単位水使用量当たりの料金が 2.20PHP/m3である。MCWD では、平均的な上水道使用
量は、20～23m3/月/軒と試算しており、20m3/月/軒と仮定するならば、環境費収入は、44.00PHP/月
/軒になり、5ヶ年積み立てると 2,640.00PHP/軒になる。 
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表 2-2 MCWDの上水道料金表 

大分類 小分類 接続管径
（インチ）

料金 単位 備考 

一般接続 最初の 10m3まで 1/2 152.00 PHP/10m3/月 
3/4 243.20 PHP/10m3/月 
1 486.40 PHP/10m3/月 
1-1/2 1,216.00 PHP/10m3/月 
2 3,040.00 PHP/10m3/月 
3 5,472.00 PHP/10m3/月 
4 10,944.00 PHP/10m3/月 
6 18,240.00 PHP/10m3/月 
8 29,184.00 PHP/10m3/月 
10 41,952.00 PHP/10m3/月 

10m3を超える水量 16.80 PHP/m3/月 11～20m3まで 
19.77 PHP/m3/月 21～30m3まで 
48.40 PHP/m3/月 31m3～ 

共同水栓 最初の 10m3まで 1/2 133.17 PHP/10m3/月 
3/4 213.05 PHP/10m3/月 
1 426.08 PHP/10m3/月 
1-1/2 1,065.22 PHP/10m3/月 
2 2,661.90 PHP/10m3/月 
3 4,793.45 PHP/10m3/月 
4 9,586.92 PHP/10m3/月 
6 9,586.92 PHP/10m3/月 

10m3を超える水量 13.32 PHP/m3/月 11～30m3まで 
23.92 PHP/m3/月 31～120m3まで 
43.41 PHP/m3/月 121m3～ 

共同接続 接続 1軒当たり最初の
10m3まで 137.86 PHP/10m3/月 
接続 1軒当たり 10m3を超える水量 16.80 PHP/m3/月 11～20m3まで 

19.77 PHP/m3/月 21～30m3まで 
48.40 PHP/m3/月 31m3～ 

コンドミニアム 最初の 10m3まで 1/2 152.00 PHP/10m3/月 
3/4 243.20 PHP/10m3/月 
1 486.40 PHP/10m3/月 
1-1/2 1,216.00 PHP/10m3/月 
2 3,040.00 PHP/10m3/月 
3 5,472.00 PHP/10m3/月 
4 10,944.00 PHP/10m3/月 
6 18,240.00 PHP/10m3/月 
8 29,184.00 PHP/10m3/月 
10 41,952.00 PHP/10m3/月 

接続 1軒当たり 10m3を超える水量 16.80 PHP/m3/月 11～20m3まで 
19.77 PHP/m3/月 21～30m3まで 
48.40 PHP/m3/月 31m3～ 

環境費 汚泥処理区のみ 2.20 PHP/m3/月 対上水道使用量 

出典：MCWD 

MCWDの財務状況健全性 

過去 5年間（2012年から 2016年）のMCWDの財務報告書に基づく、将来性及び経済性に関す
る分析結果を表 2-3 に示す。2016 年の報告書においては、2015 年までの財務諸表と異なった勘
定科目を活用していることから算定できない指標もあるものの、事業収入は 2013年の 13.7億 PHP
から 2016 年の 17.2 億 PHP と、毎年 5%以上の増加率で順調 に増加しており、純利益率も 15%
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から 18%台の間で変動していることから、2016年の勘定科目の変更によって大きな影響は生じて
いないと考えられる。 

また、総資本額も、2012年の 18.8億 PHPから 2016年の 25.6億 PHPと 5年間で 1.36倍に増加
しており、総資産利益率（以下、ROAという）は継続して 6%から 8%台を、自己資本利益率（以
下、ROEという）は 10%から 13%代を推移している。特に後述する利率と ROEとの差率は、2012
年、2013年の 2%台から 2014年以降は 4%から 5%台に増加しており、効率的な運営が行われ、安
定した事業が営まれていると考えられる。 

表 2-3 MCWDの財務状況（2012-2016年）- 将来性及び経済性 
2012 2013 2014 2015 2016 

Growth （事業の成長 将来性） 
Revenues(事業収入) 1,366,145,375 1,451,710,594 1,632,366,430 1,720,969,291

% growth（成長率） 8.7% 5.0% 6.3% 12.4% 5.4%
Operating profit（営業利益） 267,367,843 314,494,819 311,020,613 439,213,587

% growth（成長率） 2.3% 3.5% 17.6% -1.1% 41.2%
Net profit (純利益) 215,688,701 267,024,037 294,232,656 261,885,577

% growth(成長率) 9.6% 2.7% 23.8% 10.2% -11.0%
Profitability （収益率 経済性） 
Operating margin 事業利益率 19.9% 19.6% 21.7% 19.1% 25.5%
Net profit margin 純利益率 16.1% 15.8% 18.4% 18.0% 15.2%
Operating Expense Ration（OER) 3.7% 3.8% 3.3% 1.0% 10.3%
Total assets 資産総額 3,301,582,309 3,277,384,404 3,588,134,716 3,676,889,526 3,852,961,642
ROA 総資産利益率 6.5% 6.6% 7.8% 8.1% 7.0%
Total equity 総資本額 1,880,419,523 1,896,085,957 2,156,658,379 2,297,861,005 2,559,117,843
ROE 自己資本利益率 11.6% 11.4% 13.2% 13.2% 10.8%
Difference between ROE and Interest-
rate. 2.7% 2.4% 4.0% 5.7% 4.7%

出典：MCWD 

事業安定性に関する分析結果を表 2-4に示す。流動比率（Current Ratio）は、短期的な支払い能
力を評価する指標である。流動資産が 2012年の 12.7億 PHPから 2015年の 15.1億 PHPへと約 1.3
倍に、流動負債は 2012年の 3.5億 PHPから 2015年の 5.2億 PHPへと約 1.5倍になっていること
から、流動比率は 2012年の 367%から 326%と減少している。若干悪化しているものの、300%台
ときわめて高い流動比率を維持し続けており、短期的な支払い能力が高いということが出来る。 

自己資本比率（Capital Ratio）は、企業の財務基盤の安定性を評価する指標である。MCWDの自
己資本比率は、2012年の 57.0%から 2016年の 66.4%へと継続的に増加しており、理想的な自己資
本比率の 70%以上の領域に近づきつつあるといえる。 

借入金に対する返済額（Repayments of borrowings）は、借入額残高とあわせて借入額の変動を把
握するために活用できる数値である。MCWDの借入金に対する返済額は、2012年の 0.8億 PHPか
ら 2016年の 1.1億 PHPと増えているものの、借入額そのものが、2012年の 8.9億 PHPから 2016
年の 6.0億 PHPと削減されていることから、金融機関からの借入金の支払い余裕率である元利金
返済カバー率（DSCR）が、2012年の 2.45から 2016年の 3.21と大幅に改善されており、Interest 
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coverage ratio（会社が通常の活動から生み出すことのできる利益（営業利益と金融収益）が、支払
利息をどの程度上回っているかを示す指標）も同様に 2012年の 3.6から 2016年の 8.2へと大幅に
改善している。 

結論として、MCWDの財務状況は、健全であると言える。 

表 2-4 MCWDの財務状況（2012-2016年）- 事業安定性 
2012 2013 2014 2015 2016 

Solvency （支払い能力 事業安定性） 
Current assets 流動資産 1,269,753,939 1,334,111,602 1,516,049,350 1,697,760,766 1,506,331,862
Current liabilities 流動負債 346,368,282 395,652,200 420,789,554 520,908,441 NA

Current ratio 流動比率 367% 337% 360% 326% NA
Capital ratio 自己資本比率 57.0% 57.9% 60.1% 62.5% 66.4%

Borrowings 借入額 887,612,611 810,031,890 725,593,738 629,161,368 595,979,810
Financial cost 財務費用 79,559,108 73,195,582 66,269,577 47,388,213 36,384,924

Est. interest rate 想定支払利率 9.0% 9.0% 9.1% 7.5% 6.1%
Repayments of borrowings 返済額 77,580,721 84,438,152 91,901,716 109,641,582 105,110,928
Net cash from operating activities 385,591,527 220,577,971 436,506,280 388,366,680 454,888,206

Debt service coverage ratio (DSCR) 2.45 1.40 2.76 2.47 3.21
Interest coverage ratio 3.6 3.9 5.0 7.2 8.2

出典：MCWD 

STPの運転・維持管理を実施する民間会社の事例 

MCWDは、直営で STP運転・維持管理やセプテージ収集事業を実施するスキルや実績が無いた
め、本プロジェクトで建設／調達する施設／機材の運転・維持管理を包括的に外部委託する計画

である。本プロジェクトの施設建設と並行して、MCWDは外部委託に係る入札・契約の準備を進
める必要がある。フィリピンで包括的にSTP運転・維持管理業務を受託している企業としてMactan
島では Envirokonsult社、ルソン島マニラでは Chemical Research社などが挙げられる。 

Envirokonsult社は、本プロジェクト直近であるMactan島のセプテージ処理事業を PPPで実施し
ている会社である。セプテージ処理事業の民間実施能力把握する観点で、Envirokonsult 社の状況
を確認した結果を以下に述べる。 

Envirokonsultの会社概要 

2001年に設立された民間会社で、本社はManila首都圏の Quezon市に設置されている。常勤の
管理スタッフは 80名であるが、事業ごとに別途専任スタッフを雇用して各プロジェクトを実施し
ている。同社の事業の柱は、STP の設計・建設、バキューム車の調達及びセプテージ処理事業の
運営である。 

設立当初はManila首都圏の上下水道運営会社向けの施設建設、バキューム車調達、運転管理サ
ービス等を実施していたが、2013年に最初の自社 STPを建設し、民間事業としてのセプテージ処
理事業を開始した。Mactan島の事業は、同社の 2件目のセプテージ処理事業に当たる。 
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メトロセブ地域では、Naga市の STP（45m3/日）の設計・施工を請け負い、2017年 7月に完成
させた。なお、同 Naga市の STPは、Naga市が直営での運転を開始したが、直営での運転管理が
困難なため、Naga市と Envirokonsult社の間で運転管理委託契約の協議が進められている。 

Envirokonsultの財務状況 

2015-2016年の 2年分の財務諸表での将来性及び経済性に係る分析結果を表 2-5に記す。2年度
分の財務情報から得られた分析結果であり、当該年の特殊性が反映されている可能性があるもの

の、事業収入、営業利益、純利益のそれぞれの成長率 46.2%、35.8%、50.1%の伸びを示しており、
事業利益率が 9.3%、純利益率が 7.2%と適正な利益率を保ちながら事業を急速に拡大しているこ
とがわかる。Mactan島の事業は、2016年 8月 16日にサービス運営が開始されたことから、135日 
x 150 m3 x PHP800=PHP16,560,000が想定最大売上高になり、その場合は 2016年の売上げの約 6.6%
を占めることになる。 

表 2-5 Envirokonsult社の財務状況 – 将来性及び経済性 
ENVIROKONSULT 財務分析 2015 2016 

成長率 
Revenues (事業収入) 171,434,514 250,712,210

% growth (成長率) 46.2%
Operating profit (営業利益) 17,123,827 23,262,650

% growth (成長率) 35.8%
Net profit （純利益） 11,992,687 17,998,256

% growth (成長率) 50.1%
利益率 
Operating margin 事業利益率 10.0% 9.3%
Net profit margin 純利益率 7.0% 7.2%
Total assets 資産総額 115,910,354 106,980,382
ROA 総資産利益率 16.1%
Total equity 総資本額 44,565,680 63,729,926
ROE 自己資本利益率 33.2%

出典：Envirokonsult社 

また、事業安定性の分析結果を表 2-6に示す。 

流動資産が PHP93.5百万から、PHP86.8百万に、流動負債が PHP14.3百万から PHP9.7百万に減
っており、流動比率が 652%から 900%に増えているため、短期的な支払い能力はきわめて高いと
いうことが出来る。 

また、自己資本比率が 2015年の 38.4%から 2016年には 59.6%と増加しており、理想的な 70％
以上の領域に近づいていることがわかる。 

2015年の借入金は PHP57百万である。当金額はMactan島事業で Corporate Financeを行ったこ
とに起因すると想定される。借入金に対する返済額は、PHP23.4 百万となり、2015 年の借入額の
PHP57百万の 41%であり、配当をしないで、全額を借入金の返済にあてている。現在の返済状態
を継続する場合、2年強で借入額が返済できることになる。 
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表 2-6 Envirokonsult社の財務状況 – 事業安定性 
ENVIROKONSULT 事業安定性分析 2015 2016 

Current assets 流動資産 93,502,897 86,828,887
Current liabilities 流動負債 14,344,674 9,650,456
Current ratio 流動比率 652% 900%
Capital ratio 自己資本比率 38.4% 59.6%
Borrowings 借入額 57,000,000 33,600,000
Financial cost 財務費用 3,113,063 6,121,856
Repayments of borrowings 返済額 NA 23,400,000
Financial income 財務収益 6,008 28,520 
Net cash from operating activities -31,572,421 40,339,865
Debt service coverage ratio (DSCR) NA 1.37
Interest coverage ratio NA NA
出典：Envirokonsult社 

以上から、Envirokonsult 社は収益性も、財務健全性も総じて良好であり、この傾向が続くなら
ば極めて順調なビジネスであることがわかる。仮にMactan島の事業管理陣が本プロジェクトも担
当するなら、より効率的な管理ができることとなり、本プロジェクトの包括的外部委託先として

受託する可能性がある会社の一つであると言える。 

2-1-3 技術水準 

MCWDのセプテージ管理 

MCWDの既存事業の中心は上水道事業である。セプテージを含む汚水処理事業は組織の役割の
一つであるが、水質処理まで含む既存のセプテージ処理事業は、2-1-4項に別記する PPP事業者が
実施するMactan島のセプテージ収集・処理事業（能力 150m3/日）しかない。同 PPP事業は、DBFO
契約で民間会社が実施しているものであり、セプテージの収集・脱水・水処理・脱水汚泥ケーキ

処分の一連のプロセスのすべてを民間会社へ委ねている。そのため、MCWDは、収集、脱水や水
処理のプラント運転、脱水汚泥ケーキの運搬等の実務を実施しておらず、事業を直接的に実施す

る体制や能力はない。 

そのため、MCWDでは、本プロジェクトで施設建設・機材調達が実施された場合、運転・維持
管理を実績ある民間会社へ委託する方針をとっている。なお、施設・機材の運転管理を包括的委

託した経験がないため、包括的に民間委託した作業に係る管理技術醸成が必要である。 

セプティックタンク台帳 

メトロセブ地域には、セプテージの収集管理を想定したセプティックタンク管理台帳がない。

そのため、住宅や事業所毎の住所・所有者・管理者・セプティックタンク仕様・セプテージ収集

履歴等の情報が一元化されておらず、巡回収集管理や料金収受管理が難しい。セプテージ管理事

業開始に伴い、セプティックタンク台帳の整備が必要である。 
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住民啓発 

2-1-3-3-1 組織概要 

MCWDの渉外部は、住民サービス担当 16名と広報担当 5名から構成されている。住民サービ
ス担当部門の主要な活動内容は、顧客からの苦情対応とその処理、また、給水サービス向上を目

的とする断水のお知らせなどである。一方、広報活動部門は、ラジオ、新聞、Facebookなど種々
の広報媒体を使った広報活動と各種イベントの開催などである。 

2-1-3-3-2 セプテージ処理事業に係る広報実績 

Mactan島でセプテージ処理事業を開始する際、MCWDは、初めてのセプテージ処理事業に係る
住民啓発活動を実施した。その際の関連する実施事項を表 2-7及び図 2-2に示す。 

表 2-7 Mactan島の事業促進に関連する広報活動 
項目 頻度 時期 内容 

1  プレス発表 約 20回 2015、2016年 Septage management program (以下、
SMP)説明 

2 MCWD 年報 2 毎年 SMP説明 
3 プレス会議 1 SMP説明や STPの設計について 
4 医療ミッション 1 医療及び歯科サービスの提供 
5 手を洗おう活動 8 学校の子供への衛生教育 
6 贈り物提供活動 1 2017年 12月 STP が設置される barangay への贈り

物 
7 ラジオ放送 毎日 2017年 SMPの重要性説明 
8 新聞広告 10 衛生活動 
9 Barangay訪問説明 30 箇所 2017年 9-10月 SMP説明 
10 Barangay 医療従事者への説明会 3 LGUs Cordova, Lapu-Lapu, Talisay で説明会

実施 
11 広聴活動 8 2015、2016年 セプテージ管理に関する条例につい

ての議論 
12 若者フォーラム 2 水質汚濁と SMPについての講義 
13 教育ツアー 1 2017年 STP視察訪問 
14 パンフレット作成 15,000 SMPについてのパンフレット印刷 

出典：MCWD 
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出典：MCWD 

図 2-2 MCWD作成のパンフレット（表 2-7の 14） 

上述の活動は、関係 LGUの環境・保健部門、政府系教育機関、マスコミ等を巻き込んで実施さ
れ、関係機関が関与した点で成功と言われている。その一方、渉外部では、以下の問題や課題が

あると分析している。 

① 8ヶ所の LGUで公聴会を開催した。市長の参加を期待したが、市長の参加は 1ヶ所のみで
あった。市長はセプテージ対策のビジョンとゴールを持つ必要があり、市長を含む LGUと
十分な事前協議と課題共有が必要である。

② セプテージ管理は非常に複雑で技術的面な側面も強い。住民への理解促進のためには多面

的アプローチが必要である。しかし、住民には理解が難しい。住民にセプテージ管理の重

要性や活動内容を理解して貰うためには、単純かつわかりやすいメッセージが必要である。 
③ 実施した活動は外見上の成功を示しているが、MCWDの活動に対する各機関の反応は以下
の通りで、概して協力的であったとは言い難い。

- LGU – 必ずしも支持してくれた訳ではない。 
- DENR – 支持の意思表明はあったが、行動はなかった。 
- 保健省（DOH） – MCWD program 作成協力以外の特記できる支持はなかった。 
- 公共事業高速道路省 –特記できる支持はなかった。 
- LWUA – 国家レベルでの広報活動に対する支援をするべきであった。 

本プロジェクトでは、より広範囲の LGUs にセプテージ処理事業を開始する。そのため、より効果的か

つ効率的な住民啓発活動を立案する必要があると考えられる。 
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2-1-4 既存施設・機材 

セプテージ処理プラント 

MCWDには、既存の直営セプテージ処理事業がない。しかし、周囲には他事業者の関連施設や
類似施設がある。同関連施設・類似施設について以下に述べる。 

2-1-4-1-1 セブ市の既存セプテージ脱水プラント 

現況 

Cebu 市北部の埋立地内で、2014 年から 2016 年に JICA 及び横浜市の支援で「セブ市浄化槽汚
泥の脱水装置の普及・実証事業」が実施された。これは、セプテージの脱水機の有効性を確認す

る実証プロジェクトで、横浜市のアムコン社の脱水機が据え付けられたことから、このサイトが

Amconサイトと通称される。 

このプラントでは多重板型スクリュープレス脱水機が設置されており、一日にバキューム車 10
～30台、30～90m3のセプテージを受け入れている。脱水工程から排出される分離液はラグーンに

流入し、敷地に隣接するMahiga Creekに放流されている。同施設は 2019年 2月まで Cebu市の環
境天然資源局（以下、CCENROという）により運営されていたが、本プロジェクトの実施のため
に 2019年 3月に運営・維持管理がMCWDに移管された。なお、セプテージの収集は、2-1-4-2項
に別記する独立した民間収集会社が実施している。 

同既存セプテージ脱水プラントの処理フロー及び施設状況は、図 2-3及び図 2-4のとおりであ
る。高分子凝集剤を添加して多重板型スクリュープレスでセプテージを脱水し、脱水汚泥ケーキ

はダンプトラックの荷台に直接落とす。脱水汚泥ケーキは、隣接する Cebu市保有の遊休地に処
分する。分離液は、敷地内にあるラグーンで処理され、処理水は隣接するMahiga Creekに放流
している。 
本施設にはセプテージ処理量を計測する流量計は設置されておらず、バキューム車（3m3車）の

搬入台数から算出した処理量が実績として管理されており、2017 年の平均処理量は約 46m3/稼働
日である。なお、夜間にもセプテージ受入があるため、職員は朝 8時から翌朝 6時までを 3交代
制（8：00～17：00、13：00～21：00、21：00～6：00）で勤務している。 

出典：JICA調査団 

図 2-3 既存セプテージ脱水プラントの実証プラント処理フロー 
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脱水機（正面） 脱水機（拡大） 

受入槽 ラグーン 

放流先のMahiga creek 遊休地への脱水汚泥ケーキ処分 

脱水汚泥ケーキ 脱水機からの分離液・ラグーンへの放流状況 

出典：JICA調査団 

図 2-4 既存セプテージ脱水プラントの設備状況 
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分離液の水処理は、上述のように併設されたラグーンで実施している。過去の水質試験結果の

一覧を図 2-5に示す。同施設の放流先の排水基準では、BODが 120mg/L以下とされているが、10
回の試験中 4回がそれを上回っており、適切に水処理されていないと考えられる。 

出典：セブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業業務完了報告書、2016、JICA 

図 2-5 既存セプテージ脱水プラントの水質試験記録 

本プロジェクトとの関連 

Cebu市の既存セプテージ脱水プラントは、以下のように本プロジェクトの施設建設と密接な関
係がある。 

1) 本プロジェクトの STP は、既存セプテージ脱水プラントに併設されているラグーンを埋め
立てて建設する。

2) ラグーンを含めた既存セプテージ脱水プラントの用地は、Cebu州の保有であり、MCWDは、
Cebu州から利用権を付与されている。

3) 他方、既存セプテージ脱水プラントの施設所有権は Cebu市にある。しかし、本プロジェク
トの実施にあたり、同施設利用権が MCWD に付与されることで Cebu 市と MCWD が合意
した。これに伴い、MCWDは、2019年 3月から既存セプテージ脱水プラントの運転を開始
した。

4) 本プロジェクトの施設建設中も、MCWD は、既存のセプテージ処理事業を Cebu 市から引
き継いで実施する必要がある。水処理のためのラグーンは引き続き必要であるため、MCWD
はラグーンの一部を残して埋立を実施する。なお、3 章で述べるように、MCWD はラグー
ンにばっ気装置を設置して効率的な水処理で対応する計画である。

5) MCWDは、本プロジェクト完了後、既存セプテージ脱水プラント及びラグーン（ばっ気装
置付き）をリハビリして将来の拡張用施設として利用することを検討したいとしている。
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2-1-4-1-2 Mactan島の民間セプテージ処理プラント 

現況 

Mactan島の Cordova町に民間の STPが設置されている。これは、2-1-2-2で前述した民間会社が
MCWDとの DBFO契約で建設したものである。同施設は 2016年 8月に稼働開始した。施設能力
は 150m3/日（8時間運転）であり、1日に 73m3/d程度（2017年）のセプテージを受け入れている。
ただし、周辺住民からの景観・臭気等の苦情により 2017年 3月から 12月まで一時停止していた。 

DBFO 契約には収集車両調達や収集作業も含まれており、DBFO 契約している民間会社が、収
集からプラント運営までを一貫して実施している。 

脱水には遠心脱水機が採用されている。分離液は活性汚泥の水処理施設で生物処理され、処理

水は隣接する Gabi River を経由して海域に放流されている。同施設の設備・処理フローは図 2-6
及び図 2-7 のとおりである。脱水機にセプテージを投入する前に前処理設備として粗目、細目に
よる夾雑物の除去、除砂を行っている。脱水汚泥ケーキは、建設現場等での埋め立て材料に利用

されている。処理実績は表 2-8 のとおりである。なお、脱水機の後段に脱水汚泥ケーキ乾燥設備
の設置作業中であり、使用にかかる認可後に稼働予定である。乾燥後の目標含水率を 35％にして
建設資材への有効利用することが検討されている。 

機器の運転に関しては、自動制御装置は無く、機側操作で運転している。ポータブルの溶存酸

素量（以下、DOという）計を使用し、DOが 2.0ppm程度になるように空気量の調節をしている。
脱水機の稼働は 8 時〜17 時、水処理施設は 24 時間 365 日稼働しており、流入していない時間も
ばっ気と汚泥返送を行なっている。水処理施設には 2 台のブロワ（送風機）があり交替で運転し
ている。 

出典：Envirokonsult社（Mactan島の施設の事業会社） 

図 2-6 Mactan島施設の処理フロー 
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セプテージ受入バルブと電磁流量計 スクリーン・除砂器 

受入槽、ばっ気槽などタンクは一体型 遠心分離機 
出典：JICA調査団 

図 2-7 Mactan島施設の設備状況 

表 2-8 Mactan島 Cordova施設へのセプテージ搬入量 

出典：MCWD 

セプテージの収集については、同民間会社が、3台の 10m3級バキューム車で 5年頻度での定期
収集計画に基づく収集を実施している。なお、1 台のバキューム車が 1 日に 1 トリップで 3 家庭
のセプテージを収集している。 

本プロジェクトとの関連 

Mactan島の既存施設は、本プロジェクトとの直接的な関係性をもたない。ただし、DBFO契約
で事業を実施している民間会社（Envirokonsult社）は、2-1-2-2項で述べたように、メトロセブ内
で類似事業を実施する有力会社として、MCWDが本プロジェクトの施設・機材を包括的に民間委
託する候補会社である。 

マクタン島（コルドバ町）施設への汚泥搬入量（２０１６年８月２２日～２０１７年３月２０日）
８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　計

汚泥搬入量（m3） 379.2 1,757.5 2,309.6 2,156.1 1,481.1 1,159.5 1,408.3 1,429.3 12,080.6
搬入日数（日） 9 26 28 27 24 17 18 17 166

平均搬入量（m3/日） 42.1 67.6 82.5 79.9 61.7 68.2 78.2 84.1 72.8
最大搬入量（m3/日） 50.8 98.5 100.8 100.3 90.2 119.0 108.5 109.7 119.0
最小搬入量（m3/日） 30.3 38.3 50.0 20.0 20.0 9.0 39.2 65.6 9.0
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2-1-4-1-3 マニラ首都圏の Alabang Zapote セプテージ処理プラント 

マニラ首都圏の Las Pinas市にある Alabang Zapote STPは、マニラの上下水道の実施機関である
Manilad社により建設（請負は、本邦企業）され、Manilad社が直営で運転管理している。施設能
力は 500m3/日で、設備及び処理フローは図 2-8のとおり  

前処理施設 → 受入槽 → 脱水設備 → 水処理施設 である。また、施設状況を図 2-9に示す。 

同施設では、Manilad社の発注仕様の段階から、メンテナンス対応等を考慮した予備機が導入さ
れている。例えば、受入槽においては、250m3/日の槽が 3槽（1槽予備）設置されている。また、
セプテージ受入バルブ、前処理施設、脱水設備も各 3台（1台予備）設置されている。なお、前処
理設備、脱水設備には、マレーシア製の製品が設置されている。 

同施設には、窒素・リン除去に必要な設備は導入されていない。隣接する用地に公共下水道対

応の水処理施設が建設される予定であるため、窒素・リンについては、脱水処理後の分離液を建

設予定の水処理施設へ送水することで対応する予定である。 

脱水汚泥ケーキについては、処理業者へ対価を支払い、処理を委託している。なお、同処理業

者は、サトウキビ畑の肥料として全量（約 40m3/週）をマニラ市内のサトウキビ畑へ運搬するとの
ことである。 

施設内の場内整備については、敷地内全面がコンクリート舗装されており、敷地周辺はコンク

リート塀で囲われている。なお、15台のManilad社直営のセプテージ搬入用バキューム車（10m3）

が収集活動をしており、同 10台の駐車スペースも確保されている。 

出典：JFEエンジニアリング（同施設の建設会社） 

図 2-8 マニラの Alabang Zapote STPの処理フロー 
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セプテージ受入バルブ受入れ状況 前処理施設（スクリーン・除砂器） 

バキューム車駐車スペース スクリュープレス脱水機 
出典：JICA調査団 

図 2-9 マニラの Alabang Zapote STPの状況 

2-1-4-1-4 マニラ首都圏の Project-7セプテージ処理プラント 

マニラ首都圏の Quezon 市にある Project-7 STPは、上述と同様に Manilad社により運転管理さ
れている。90m3/日の施設能力を有しており、処理フローは図 2-10のとおり  

前処理施設 → 受入槽 → 脱水設備 → 水処理施設 である。また、施設状況を図 2-11に示す。 

同施設には、予備機の考え方は導入されていない。前処理施設はイタリア製の機器が設置され、

脱水設備には日本製の多重板型スクリュープレス脱水機が設置されている。水処理施設は回分式

活性汚泥法が採用されている。窒素・リン対策については、具体的な対応策は決まっておらず、

今後の検討課題とのことである。 

脱水汚泥ケーキは、処理業者へ対価を支払い、処理を委託している。 

施設内の場内整備については、敷地内全面がコンクリート舗装されており、敷地周辺はコンク

リート塀で囲われている。 
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出典：JICA調査団 

図 2-10 ケソン Project7施設の処理フロー 

セプテージ受入バルブと電磁流量計 前処理施設（スクリーン・除砂器） 

水処理施設（回分式活性汚泥法） AmconVulte脱水機・ベルトコンベア 
出典：JICA調査団 

図 2-11 ケソン Project7施設の概要 

セプテージ収集 

MCWDは、2-1-4-1-2に述べたMactan島の PPP事業において、間接的にセプテージ収集業務を
実施している。しかし、2018年 12月現在、直営でのセプテージ収集業務は無く、車両機材を含む
セプテージ収集体制は無い。 
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他方、プロジェクト対象地域の 6 LGUs 地域内では公共サービスとしてのセプテージ収集は実
施されていないが、既存の民間セプテージ収集会社が存在しており、民間事業として 2-1-4-1-1に
述べた既存セプテージ脱水プラントへセプテージ搬入している。 

なお、Cebu市は独自にバキューム車を保有しており、同機材で市の公共施設のセプテージ収集
を実施し、既存セプテージ脱水プラントへセプテージ搬入している。 

2-1-4-2-1 既存の民間セプテージ収集会社 

既存セプテージ脱水プラントに出入りしている民間収集会社は 7社であり、Cebu市によって事
業認可を受けている。同 7社の保有車両を表 2-9に示す。また、同 7社のセプテージ収集量は、
既存セプテージ脱水プラントで集計されており、平均 46m3/稼働日、最大平均 60m3/稼働日である。 

表 2-9 既存セプテージ収集会社と保有車両 
会社名 所在地 保有車両 

1 Bonnie and Jane Septic Tank Services Cebu市 
15m3バキューム車×4台 
6m3バキューム車×6台 
3m3バキューム車×7台 

2 Queen Septic Tank & Manual Service Cebu市 3m3バキューム車×2台 
3 Northern Septic Tank Services Mandaue市 3m3バキューム車×3台 
4 Limjohn Septic Tank Cebu市 3m3バキューム車×2台 
5 Cebu Septic Tank Cebu市 3m3バキューム車×2台 
6 A & M Septic Tank Service Cebu市 3m3バキューム車×1台 
7 P&J Septic Tank Mandaue市 3m3バキューム車×4台 

出典：Cebu市 

表 2-10 2017年の既存セプテージ脱水プラントの受け入れ記録（m3/月） 
No. 会社名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

1 Bonnie and Jane Septic Tank Services 588 480 720 387 792 930 750 1,195 570 855 300 - 7,567

2 Queen Septic Tank & Manual Service 60 30 135 111 66 228 180 30 72 66 36 - 1,014

3 Northern Septic Tank Services 69 45 84 30 15 75 60 30 30 30 105 - 573

4 Limjohn Septic Tank 30 30 30 30 60 75 75 60 60 30 - - 480

5 Cebu Septic Tank 315 255 432 180 240 180 270 180 180 270 270 - 2,772

6 A&M Septic Tank Service 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 - - 135

7 P&J Septic Tank - - - - - - - - 72 93 - 165

Cebu市 9 - - - - - - - - - - 9

計 1,086 855 1,416 753 1,188 1,503 1,335 1,510 999 1,266 804 12,715

単位 m3/日 

1日平均セプテージ収集量 43 34 57 30 48 60 53 60 40 51 32 46

注：Cebu市が市営施設から収集した記録に含まれる（1月）、稼働日数は 1ヶ月に平均 25日と仮定した。 
出典：Cebu市 

既存民間収集業者の事業状況を、図 2-12及び以下に述べる。 

- 顧客からの依頼に応じて収集する。 
- 依頼があれば Mactan 島を含め、メトロセブ地域のどこでも収集するが、ほとんどが

Cebu市内のセプティックタンクからの収集である。 
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- オフィスの営業時間は 8:00～17:00（昼休 12:00～13:00）だが、依頼があれば 24時間対
応している。交通状況を考慮し、夜間に収集・運搬することが多い。 

- 使用機材は、バキューム車と呼ばれているが、真空ポンプではなく、エンジン式のギア

ポンプでトラックのタンクに圧送するタイプが多い。 
- Bonnie and Jane Septic Tank Services社が最大規模で、民間 7社のリーダー的存在である。
同社は、車両メンテナンスに十分なスペースのガレージも持っており、クレーン、溶接

機、溶断器等の機材もある。エンジン部の修理も含め、日常的な機械部品の交換、修理

等は自社で対応している。 
- 3m3バキューム車が 1回収集する場合、各戸から PHP2,500を徴収し、Cebu市に PHP900
のチッピングフィーを支払う。徴収料金はセプテージ量による従量制ではなく、定額徴

収である。 
- セプテージ収集は、廃棄物の移送に係るマニフェストで管理されている。マニフェスト

用紙は Cebu市が用意している。マニフェストには、セプテージの収集場所・日時・収
集量・処理施設での受け入れ確認等が記録される。 

- 収集運搬のためのドライバーは、DENRによる認定が必要である。 

6m3バキューム車 
（ボディ：フィリピン製） 

ワークショップの状況 

保管されているマニフェスト 運転ドライバーの認定証 

出典：JICA調査団 

図 2-12 民間収集業者の概況 
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2-1-4-2-2 Cebu市のセプテージ収集機材 

Cebu市は、5台の 4m3級バキューム車を保有している。これらの機材は、Cebu市の公共施設か
らのセプテージ収集に使用されており、収集したセプテージは既存セプテージ脱水プラントへ運

搬される。 

MCWDの水質分析状況 

2-1-4-3-1 水質分析室 

MCWDには、主に上水道分野の水質管理を行うための水質管理部門があり、水質分析を行う中
央試験室がある。中央試験室では、主に上水道分野の原水（主に井戸水源）と給配水点の水質分

析を定期的に行い、水質レポートを作成している。 

2-1-4-3-2 水質分析体制 

MCWDの水質管理部門の組織を図 2-13に示す。 

出典：MCWD 

図 2-13 MCWDの水質管理組織 

水質管理部門の職員は 20人で、試験室での水質分析を担当する分析課と上水道施設の運転・水
質管理を担当する水質管理課から成る。 

2-1-4-3-3 分析機材 

MCWDが定期的に実施している分析項目と主な分析機材を表 2-11と表 2-12に示す。なお、汚
水の分析に必要な機器は所有していない。 

表 2-11 MCWDの上水道原水の分析項目と主な分析機材 
水質項目 測定方法 主な分析機材 

pH 電極法 pH計 
電気伝導度 電極法 電気伝導度計 
濁度 吸光光度法 濁度計 
色度 吸光光度法 色度計 

溶解性物質 ろ過法 ろ過器、恒温器 
アルカリ度 滴定法 ビュレット 
硬度 滴定法 ビュレット 

部門長 （1名） 

分析担当課長（1名） 水質管理担当課長（1名） 

微生物試験室チーム 

チーム長 (1 名) 

物理・化学試験室チーム 

チーム長 (1 名) 

水質サービスチーム 

チーム長 (1 名) 

水処理・施設維持管理チーム 

チーム長 (1 名) 
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水質項目 測定方法 主な分析機材 
塩化物イオン 滴定法 ビュレット 
フッ素 吸光光度法 分光光度計 
硝酸性窒素 吸光光度法 分光光度計 
亜硝酸性窒素 吸光光度法 分光光度計 
硫酸イオン 吸光光度法 分光光度計 
フッ素イオン 吸光光度法 分光光度計 

金属類(鉄、マンガン、
カドミウム、クロム等) 

ICP-MS法 ICP-MS 

注：測定箇所は、主に井戸水源約 100箇所。分析は一年に一回。 
出典：MCWD 

表 2-12 MCWDの給配水点の分析項目と主な分析機材 
水質項目 測定方法 主な分析機材 

pH 電極法 pH計 
濁度 吸光光度法 濁度計 
色度 吸光光度法 色度計 

溶解性物質 ろ過法 ろ過器、恒温器 
硝酸性窒素 吸光光度法 分光光度計 
残留塩素 DPD法 比色計 

一般細菌 MPN 法 インキュベータ、オートク
レーブ、乾熱殺菌器 

糞便性大腸菌 MPN 法 インキュベータ、オートク
レーブ、乾熱殺菌器 

注：測定箇所は、決められた給配水点約 200箇所。表中の一般細菌、糞便
性大腸菌、残留塩素は、各箇所につき一カ月一回分析を行い、それ以外の
水質項目は各箇所につき一年に一回分析を行っている。 
出典：MCWD 

表中に示した分析機器以外に、純水製造装置（軟水器、蒸留装置、イオン交換）、電子天秤、ド

ラフトチャンバー等の分析室の基本機材が設置されている。 

MCWDの分析室では、MCWDの水道水（井戸水源、蒸発残留物で約 500mg/L）を原水として、
MCWDが保有する蒸留装置で蒸留し、分析用の精製水を製造している。蒸留装置内にスケールが
頻繁に発生するため、これを軽減するために前処理として軟水装置が設置されている。 

また原水中の金属類を分析するための誘導結合プラズマ質量分析計（以下、ICP-MSという）を
保有している。 

上水道原水や給配水点の分析項目、分析方法、分析頻度は、フィリピン国の基準に従って設定

されている。フィリピン国の基準となっている分析方法は Standard Methods for the Examination of 
Water & Wastewater （アメリカ公衆衛生協会編）である。 

2-1-4-3-4  水質試験室の管理状況 

MCWDの水質試験室の運営状況は以下のとおりであり、金属類の分析については維持管理費面
での難があるものの、一般的な項目の分析については、十分な能力を有する。本プロジェクトで
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必要となる汚水・汚泥の分析についても、必要とする機器が導入され、分析手法指導が行われれ

ば、上水道分野と同様にMCWDが定期的に分析を実施できるようになると考えられる。 

- 分析ノートには、測定点毎に所定の水質項目の分析値が所定の分析頻度で記録されている。 
- 電子天秤等は、定期的に外部機関で校正されている。 
- 過去には、金属類の分析のために原子吸光光度計を使用していた。しかしそれが故障したた
め、2013年に ICP-MSを購入した。現在でも ICP-MSの装置本体は稼働するが、標準液の調
達が困難なため、2017 年 4 月以降の分析が実施されていない。また、高額な純度の高い標
準ガス（ヘリウム、アルゴン）等を必要とするため、維持管理費が高額になり運営が困難で

ある。 
- 微生物分析のためのインキュベータ、遠心機等が故障しているものの、その他の機材は問題
なく稼働しており、所定の水質項目の分析を行える状況にある。 

- 水質試験室で使用する一般的なガラス器具、試薬類等は、現地の代理店を通じて問題なく調
達でき、定期的に購入している。但しこれらの調達には、入札を通じて発注する必要があり、

調達申請から約 6ヶ月かかる。 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラの整備状況 

脱水汚泥ケーキのコンポスト化施設 

2-2-1-1-1 既存のコンポストプラント 

Cebu市は、14か所に市営のコンポストプラントを保有・操業している。いずれも小規模で、プ
ラントと称するものの、屋根があるだけの施設である。14か所中で最大の Cuba Barangayに位置
するものでも、敷地面積は 7.5m×10mの約 75m2であり、装置は野菜の破砕機のみである。 

なお、製造しているコンポストの材料はマーケットで発生する野菜屑であり、破砕後にもみ殻

と混ぜて製造している。製造期間は 6か月であり、すき返しはスコップで行っている。 

また、2017年 11月現在、Cebu市には、脱水汚泥ケーキを利用したコンポスト製造の計画はな
い。本プロジェクトで発生する脱水汚泥ケーキは 50m3/日を超えると想定され、Cebu 市の既存コ
ンポストプラントは小規模かつ受入材料も異なるため、脱水汚泥ケーキを受け入れることは困難

である。 
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コンポストの材料である野菜屑 もみ殻と混ぜるコンポスト製造の状況 

出典：JICA調査団

図 2-14 Cebu市のコンポストプラント概況 

2-2-1-1-2 コンポストの需要 

本準備調査では、コンポスト需要に係る農家へのヒアリングを社会調査の一環で実施した。そ

の結果、好品質が確保されれば脱水汚泥コンポストの需要があることが確認された。本プロジェ

クトの計画段階では脱水汚泥ケーキの性状保証が困難なため、事業開始後に脱水汚泥ケーキ性状

及び量が確認された段階でコンポスト化に係る調査・計画を実施することが推奨される。 

調査対象 

調査対象は、表 2-13に示す Compostela町、Cebu市、Talisay市内の農家 30件である。 

表 2-13 社会調査の対象農家数 
LGU 合計 

Compostela町 6 
Cebu市 19 
Talisay市 5 
合計 30 

出典：JICA調査団 

肥料に係る農地（農家）の状況 

 約 63%の農家の毎年の殺虫剤支出は PHP20,000以下である。
 約 57%の農家の毎年の肥料代支出は PHP15,000以下である。これは、多くの農家の農地面

積が 1～1.5ha 程度であることに起因する。ただし、広い農地を持つ農家では、毎年
PHP60,000以上を支出しており、平均では約 PHP30,000/年/件になる。

 手に入れやすく取り扱いが容易なことから化学肥料が広く普及している。農家にとっては、

化学肥料は便利な存在になっている。

 一方、有機肥料の効果が低いとは考えておらず、養鶏場や米の脱穀工場で安定して発生す

る鶏糞やもみ殻は、現在も使われている。特に、鶏糞については、養鶏場が無料提供する

ケースがある。

 97%の農家は脱水汚泥コンポストに興味を示している。一方、興味を持たない農家の理由
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は、し尿起因の肥料への嫌悪感である。 
 60%の農家の脱水汚泥コンポスト希望購入価格は、PHP20/kg～PHP47/kgの範囲にある。

道路・港湾 

本プロジェクトで必要な資機材は、セブ港で荷揚げされ、施設建設予定地まで陸送される。セ

ブ港は国際的な貿易港で必要な荷揚げ施設は整備されているため、機材資機材輸入に支障はない。

また、施設建設予定地までのアクセス道路は舗装されている上に十分な幅員もあるため、資機材

の輸送に支障はない。 

電力・給水 

施設建設予定地には、地域の電力供給会社の配電網があり、STP に必要な電力供給に係る問題
は無い。STP には上水道供給も必要であるが、施設建設予定地は MCWD の給水区域内にあるた
め、給水管を引き込むことに問題は無い。 

2-2-2 自然条件 

気温・降水量 

フィリピンは海洋性熱帯気候に属し、図 2-15のように、年平均気温は 26.0℃であり、ほぼ横
ばいである。気温の季節変動は図 2-16のように 2.3℃と小さく、5月が 27.0℃と最も大きい。 

降水量については図 2-17に示す通りであり、７月の降水量が 303.1mmと最も大きい。 

出典：World Bank Group Climate Change Knowledge Portal 

図 2-15 年平均気温  

℃ 

年 
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出典：World Bank Group Climate Change Knowledge Portal 

図 2-16 月平均気温  

出典：World Bank Group Climate Change Knowledge Portal 

図 2-17 降水量 

地盤・地質 

セブ島には、図 2-18に示すように、Ultisol（赤色土）が広く分布している。 

なお、STP建設予定地で土質調査（ボーリング調査）を実施した結果、GL約-20mから N値
50以上の基盤層と呼べるものが存在することが確認できた。参考資料-6-4に調査結果を示す。 

℃ 
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出典：GENERAL SOIL MAP OF THE PHILIPPINES (European Soil Data Centre) 

図 2-18 地質図 

2-2-3 環境社会配慮 

 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

本プロジェクトの事業コンポーネント及び想定される環境影響は、表 2-14のとおりである。 

表 2-14 事業コンポーネントの概要 

大分類 中分類（目的） 施設建設／機材調達 想定される 
主な環境社会影響 

施設建設計画概要 
施設建設 セプテージ処理施設の建

設 
435m3/日(145m3 x3系
列)、 
受入棟、水処理・脱水機
棟、管理棟、消毒設備 

工事中：排ガス、濁水、
騒音、事故 
供用時：セプテージの分
離液による水質汚濁、事
故 

STP建設予定地
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大分類 中分類（目的） 施設建設／機材調達 想定される 
主な環境社会影響 

機材調達計画概要 
機材調達 セプテージ搬入車両、汚

泥汚泥ケーキ運搬車両の
導入 

3m3バキューム車 x21
台、9m3バキューム車 x14
台、8m3ダンプトラック
x4台 

供用時：セプテージの運
搬車両による渋滞 

ソフトコンポーネント計画概要 
ソフトコ
ンポーネ
ント 

セプテージ収集・処理シ
ステムの運営体制の構築
支援 

「セプテージの引抜管
理、処理プラント運営に
係る民間委託管理、及び
セプテージ引抜管理に係
る住民啓発」に係る支援 

なし 

出典：JICA調査団 

ベースとなる環境社会の状況 

用地取得 

施設建設用地は、既存のセプテージ脱水プラント用地（以下、施設建設予定地）である。図 
2-19に示す通り、施設建設予定地はラグーン（深さ 4m）であるため、MCWD負担で埋め立て工
事を行うこととしている。 

出典：JICA調査団 

図 2-19 既存セプテージ脱水プラントのラグーン 

施設建設予定地では、既存施設でセプテージ脱水事業が実施されているが、LGUsや近隣住民
の苦情はない。また、天然資源環境省（Department of Environmental and Natural Resources：以
下、DENRという）も、施設立地について、環境上の問題は無いとしている。 

なお、同予定地は、土地利用計画上、図 2-20に示す通り、商業地域に該当する。施設建設予
定地周辺及びセプテージ処理プラント（Septage Treatment Plant: 以下 STPという）からの排水場
所には、自然保護区域は存在しない。 



46 

出典：Cebu市 https://www.cebucity.gov.ph/images/stories/physical_maps_cebucity/land_forms_map.jpg 

図 2-20 土地利用計画図 

施設建設予定地は Cebu州が保有する。また、Cebu州はMCWDに対し、STP用地として 50年
間借用することに合意しており、2019年 3月現在、用地利用権に係る手続き中である。 

自然環境、動植物・植生 

施設建設予定地における自然環境、動植物・植生への影響は、小さいと考えられる。 

交通 

STPのアクセス道路の幅員は大型車両の往来に十分であるが、本プロジェクトでは 1日に 100
台規模以上のセプテージ収集車を受け入れるため、施設近隣の交通渋滞を招く恐れがある。この

ため、特定の時間帯に集中しないよう、車両の時間管理を適切に行う必要がある。 

施設建設予定地 
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相手国の環境社会配慮制度・組織 

制度の概要 

フィリピンの環境影響評価（EIA）システムは、1977年の大統領令 1151で定められたフィリ
ピン環境政策（The Philipipines Environmental Policy）と 1978年の大統領令 1586で定められたフ
ィリピン環境影響評価システム（The Philippines Environmental Impact Statement System: PEISS）に
基づき開始された。また、同大統領令 1586で、DENRの EIA審査を経て、各種事業開始前に環
境遵守証明（Environmental Compliance Certificate: 以下、ECC）の取得が義務付けられるように
なった。 

2017年 11月現在、フィリピンの EIAシステムは、DENRが制定した DAO2003-30に基づき実
施されている。これは、環境影響評価の必要性や承認プロセスを規定した法令で、一定基準以上

のすべての事業について、事業開始前に ECCの取得を義務付けるものである。 

また、DENRでは、事業者の ECC申請支援のためにガイドラインを発行しており、2017年 11
月現在、Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requirement under the Phippine 
Environmental Impact Statement (EIS) System（2014年 7月）が有効である。同ガイドラインでは、
事業の環境カテゴリーや規模により、以下のように規定している。 

環境カテゴリー 

環境カテゴリーは、表 2-15に示す 4種類である。 

表 2-15 環境遵守証明 ECC申請支援のためのガイドライン EISにおける環境カテゴリー 
分類 概要 

カテゴリーA 深刻な環境影響がある事業（Environmentally Critical Project: 以下、ECP） 
カテゴリーB ECPではないが、環境影響に一定の影響を与える可能性のある事業 
カテゴリーC 環境を直接的に改善する事業で、カテゴリーの Aにも Bにも当たらない事業 

カテゴリーD スクリーニング時点で環境影響がほとんど無いと確認された事業（EISの対象外で
あり、ECCが不要） 

出典：Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requirement under the Phippine EIS System, July 2014 

深刻な環境影響がある事業（ECP）に分類される基準 

事業内容・事業規模と用地位置の 3面から、ECPに位置づけられるかどうかの確認が必要であ
る。本プロジェクトの STPは、以下のように ECPの適用を受けない。 

事業内容・事業規模面 

重工業、天然資源を採集する事業、インフラ事業、ゴルフコース事業の 4種類の事業は、ECP
かどうかの分類を確認する必要がある。本プロジェクトは、インフラ事業に該当するため、ECP
になるかどうかの確認が必要である。これは、事業規模により判別される。 

本件の STPの場合、インフラ事業内の「家庭汚水の処理施設（STPを含む）」のサブ・カテゴ
リーになる。同サブ・カテゴリーでは、表 2-16のように規定されており、30m3～5000m3/日の処
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理量へ該当する本件の施設は、ECPではないと判定され、IEEチェックリストで ECCの許認可
を得ることができる。 

表 2-16 STPのカテゴリー認定条件 

出典：Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requirement under the Phippine EIS System, July 2014 

用地位置の面 

以下の 12種類の地域に該当する場合は、ECPかどうかの確認が必要である。なお、DENR
は、本件のプロジェクトの施設計画位置は、同 12種類に該当しないとしている。 

1. 国立公園や自然保護地域

2. 観光スポットとしての可能性が潜在する地域

3. 天然の動植物がある地域

4. 歴史的・建築学的・地質学的・科学的に貴重な地域

5. 伝統的な風習がある地域や少数民族が住む地域

6. 頻繁に環境被害を受けている地域

7. 急斜面のある地域

8. 農業のために重要な地域

9. 地下水涵養をさせる地域

10. 自然の水域

11. マングローブの植生地域

12. サンゴ礁
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環境社会配慮承認の手順 

ECCの申請は、オンラインの webシステムで実施することになっており、申請者はオンライ
ンシステムの要求に従って、フォームへの記入や文書登録することになる。DENRでは、申請
後、20営業日以内に承認または非承認（意見）を回答することにしている。オンラインシステ
ムに必要な文書は、表 2-17のとおりであり、リストされる全文書を申請時に揃えることが推奨
されている。なお、申請はプロジェクト毎ではなく、施設毎に実施する必要がある。 

また、同表で明らかなように、IEE、環境インパクトの特定とモニタリング計画、用地確保の
証明、用地利用に係る LGUの同意書等の提出が申請時に求められる。用地利用に係る LGUの同
意を得るためには、事業に係る地域住民との合意が必要であり、実質的にステークホルダー会議

等を事前に実施しておく必要がある。 

表 2-17 ECC申請に必要な文書 
No Requirement Procurement / Remarks 
1 Project Description / Project Type Form available at website 
2 Environmental Impact and Management Plan Form available at website 
3 Abandment / Decommissioning / Rehabilitation Form available at website 
4 Geotagged photos of project site (taken for the last 30 days) By proponent 

5 Topographic map of impact / affected areas (at least 1km from the project 
site) By proponent 

6 Certification from LGU on the compatibility of proposed project existing 
land use plan, e.g. Zoning Certificate LGU 

7 Site Development and / or Vincinity Map signed by registered professionals By proponent 
8 Project / Plan Layout signed by registered professionals By proponent 

9 

Schematic Diagram of Wastewater Treatment Facility (WTF) 
Specifications / Design should have: 
i Daily wastewater flow rate 
ii  Volume Capacity of WTF 
iii WTF treatment efficiency 
iv Sludge management discussion 

By proponent 

10 Schematic Diagram of Air Pollution Control Facility By proponent 
11 Orgazational Chart in charge on environmental concerns By proponent 

12 

Proof of Authority over the project site (land title, lease contract, deed of 
absolute sale, etc.)  Other possible documents: 
i Special use agreement in protected area (SAPA)* 
ii  Order of Award** 
iii Special forest land use agreement*** 

From corresponding 
government agency (ex. Land 
Registration Authority, etc.) 
* if within protected area
** if within foreshore area 
*** if within timberland areas 

13 Duly notarized accountability statement of proponent Form available at website 
14 Others 

A 

Material Recovery Facility (MRF) Design 
Specifications: 
i Daily solid waste generation 
ii  Holding tank for wastes 
iii Area of MRF 

Used for solid waste 
management; By proponent 
Calculations needed 

B 

Cistern Tank Design  
Specifications: 
i Annual Rainfall Area 
ii  Total Roof Area 
iii Cistern tank volume 

Used for rainwater catchment; 
By proponent 
Calculations needed 

15 Duly accomplished project environmental monitoring and audit prioritization 
scheme (PEMAPS) questionnaire Form available at website 

16 IEE checklist sworn statement Form available at website 
17 Bank receipt of application fee payment 
18 Affidavit of no complaint 
19 Project component form Form available at website 

出典：Revised Guidelines for Coverage Screening and Standardized Requirement under the Phippine EIS System, July 2014 
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 大気質に係る基準 

大気質にかかる環境基準は、表 2-18に示すとおりである。 

表 2-18 大気質の環境基準 
単位：ug/m3N

項目 日平均値 年平均値 1時間値 3時間値 8時間値 
PM10 150 60 - - - 
PM2.5 50 25 - - - 
NO2 150 - - - - 
SO2 180 80 - - - 
O3 - - 140 - 60 
CO - - 35 - 10 
Pb - 1 - 1.5 - 
出典：RA8749 National Ambient Air Quolity Guideline Values 

また、固定発生源に対するガスの排出基準は、表 2-19に示すとおりである。 

表 2-19 固定発生源に対する排出基準 
単位：ug/m3N 

項目 基準 対象施設 
1.Sb 10 すべて 
2.As及びその化合物 10 すべて 
3.Cd及びその化合物 10 すべて 
4.CO 500 工業施設 
5.Cu及びその化合物 100 工業施設 
6.HF及びその化合物 50 アルミニウム製造施設を除く 
7.H2S 7 地熱発電を除く 
8.Pb 10 商工業施設 
9.Hg 5 すべて 

10.Ni 20 すべて 
11.NOx 1000

500
既設（硝酸製造施設、燃料燃焼施設を除く） 
新設（硝酸製造施設、燃料燃焼施設を除く） 

12.P2O5 200 すべて 
13.Zn 100 すべて 
出典：RA8749 National Ambient Air Quolity Guideline Values 

なお、同排出基準の対象となるのは、商業・工業・加工・燃焼施設及び工業プラントであるた

め、本プロジェクトには適用されない。 

また、移動発生源であるトラックに対しては Euro-4の排ガス基準が適用される。 

騒音・振動に係る基準 

騒音に係る基準は、表 2-20のとおりであり、施設建設予定地は区分 Dが適用される。 

なお、振動にかかる基準は存在しない。 
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表 2-20 騒音に係る基準 

出典：The National Pollution Control Commission’s Memorandum Circular No. 002 (NPCC MC002), May 1980 

水質汚濁に係る基準 

STPから発生する分離液は、”Water Quality Guidelines and Effluent Standards of 2016”（以下、
DAO2016-08という）にしたがって管理する。 

表 2-21に示す 7項目が、重要な排水基準として DAO2016-08に記述されている。 

STPからの排水先であるMahiga Creekの排水基準の区分は、まだ DENRによって決定されて
いないが、2019年 1月に DENRが区分 Dを適用する方向性を示し、DENRによる区分確定手続
きが実施されている。 

表 2-21 STPの排水基準 

項目 単位 
排水区分 

A B C D SB SC SD
BOD mg/L 20 30 50 120 30 100 150
Fecal Coliform MPN/100mL 4 200 400 800 200 400 800
Ammonia as NH3-N mg/L 0.5 0.5 0.5 7.5 0.5 0.5 7.5
Nitrate as NO3-N mg/L 14 14 14 30 20 20 30
Phosphate mg/L 1 1 1 10 1 1 10
Oil and Grease mg/L 5 5 5 15 5 10 15
Surfactants (MBAS) mg/L 2 3 15 30 3 15 30

出典：DAO2016-08 

脱水汚泥ケーキの管理 

STPから排出される脱水汚泥ケーキは、セプティックタンク由来のものであり、工業排水等に
よる汚染がなければ、最終処分場に固形廃棄物として処理して良いことになっている。 
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本事業では、約 50t/日の脱水汚泥ケーキが排出される。本事業では、Cebu市内に位置する
Binaliw処分場で処分する計画である。 

2018年 12月時点では、Binaliw処分場は操業開始に向けて準備中であるが、第一区画がほぼ完
成しており、DENRによる ECCも既に発出されている。 

処分場の全区画は 23haであり、そのうち 5haがフェーズ 1として開発中である。下記の廃棄
物が処分されると仮定すると、フェーズ 1施設で約 5年の処理能力があると推定される。 

・脱水汚泥ケーキ：50t/日 
・Cebu市内の固形廃棄物：390t/日（Mega Cebu Road Map 2050による推計値） 

 臭気 

臭気に関する基準は存在しないが、STPには簡易な脱臭施設を設ける。 

 代替案（ゼロオプションを含む）の比較検討 

ゼロオプションを含む事業計画比較結果は、表 2-22のとおりである。 

表 2-22 事業計画比較表 
代替案 プロジェクトコンポーネント 技術的・環境的等評価 

Zero Option STPを建設せず、バキューム車の追
加調達も行わない。 

約 50m3/日のセプテージが脱水されるが、排水が適切
に処理されない状況が続く。 
また約 350m3/日のセプテージが処理されず、水環境・
生活環境への負荷が続く。 

Plan-1 STPを建設し、セプテージを巡回収
集する。 

セプテージの包括的な処理が可能となり、排水が適切
に処理される。 

Plan-2 STPを建設せず、セプテージの巡回
収集のみ行う。 

新たに約 350m3/日のセプテージが収集されるが、排水
基準に沿った処理がされず、水環境への負荷が続く。

評価 技術的、環境的観点から、Plan-1が最適であると評価する。 

出典：JICA調査団 

スコーピング及び環境社会配慮調査の TOR 

JICA環境社会配慮ガイドライン（2010年 4月）（以下、ガイドラインという）に基づくスコー
ピング及び必要な環境社会配慮調査の内容は、表 2-23に示すとおりである。 

表 2-23 スコーピング及び環境社会配慮調査の内容 
環境項目 想定される環境影響項目 調査手法 

自
然
環
境 

大気汚染 工事中：建設機械・発電機からの排ガ
ス 
供用時：セプテージを STPに搬入する
バキューム車、及び脱水汚泥ケーキを
処分場に搬出するダンプトラックから
の排ガス 

現地調査及びヒアリングによ
る周辺環境確認 
工事の内容、建設機械の種
類、汚泥収集車両の種類等の
確認 

水質汚濁 工事中：工事により発生する濁水 
供用時：セプテージ脱水後に生じる分
離液による水質汚濁 

現地調査及びヒアリングによ
る周辺環境確認 
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環境項目 想定される環境影響項目 調査手法 
工事の内容、本施設の供用に
より生じる分離液の水質確認 

土壌汚染 工事中：なし。有害な化学物質は使用
されない。 
供用時：なし。有害な化学物質は使用
されない。 

現地調査及びヒアリングによ
る周辺環境確認 
工事の内容、本施設の供用に
より生じる土壌汚染物質の有
無の確認 

廃棄物 

工事中：工事に伴う廃棄物が排出され
る。 
供用時：STP から脱水汚泥ケーキが排
出される。 

STP 周辺の現地調査による周
辺環境確認 

騒音・振動 

工事中：工事に伴う騒音・振動が発生
する。 
供用時：供用時に発生する騒音・振動
は極めて少ない。 

現地調査、ヒアリング、文献
調査による周辺環境確認 

地盤沈下 

工事中：なし。地下水は使用されな
い。 
供用時：なし。地下水は使用されな
い。 

文献調査及びヒアリング 

悪臭 
工事中：なし。悪臭は発生しない。 
供用時：セプテージから悪臭が発生す
る。 

本施設の仕様確認 

地形・地質 
工事中：なし。地形改変は行わない。 
供用時：なし。地形改変は行わない。 

工事の内容確認 

土壌浸食 

工事中：なし。土壌浸食を伴う活動は
ない。 
供用時：なし。土壌浸食を伴う活動は
ない。 

工事の内容確認 

底質堆積物 
工事中：濁水が発生する。 
供用時：STP からの排水が発生する。 

工事の内容確認 

地下水 

工事中：なし。地下水は使用されな
い。 
供用時：なし。地下水は使用されな
い。 

工事の内容確認 

湖沼・湿地・河川流況 

工事中：なし。湖沼や湿地、河川流況
を改変する活動は行わない。 
供用時：なし。湖沼や湿地、河川流況
を改変する活動は行わない。 

工事の内容確認 

海岸・海域 

工事中：なし。海岸・海域に影響を及
ぼす活動は行わない。 
供用時：なし。海岸・海域に影響を及
ぼす活動は行わない。 

工事の内容確認 

動植物・生態系 

工事中：なし。動植物・生態系に影響
を及ぼす活動は行わない。 
供用時：なし。動植物・生態系に影響
を及ぼす活動は行わない。 

工事の内容確認 

気象 

工事中：なし。気象に影響を及ぼす活
動は行わない。 
供用時：なし。気象に影響を及ぼす活
動は行わない。 

工事の内容確認 

景観 

工事中：なし。本事業は既存の STP の
リハビリを行うものであるため、工事
による景観への影響はない。 
供用時：なし。本事業は既存の STP の
リハビリを行うものであるため、供用
による景観への影響はない。 

本施設の外観確認 
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環境項目 想定される環境影響項目 調査手法 

事故 
工事中：工事による事故 
供用時：バキューム車やダンプトラッ
クの稼働中の事故 

工事中・供用時に生じる可能
性のある事故内容及び対策検
討 

地球温暖化 
工事中：建設機械や車両からの排ガス 
供用時：バキューム車、ダンプトラッ
ク及び非常用発電機からの排ガス 

文献調査及びヒアリング 

社
会
環
境 

非自発的住民移転 

工事中：なし。施設建設予定地に住民
は存在しない。用地はセブ州所有であ
る。 
供用時：なし。施設建設予定地に住民
は存在しない。用地はセブ州所有であ
る。 

現地調査及びヒアリング 

雇用や生計手段等の地域経済 
工事中：雇用が創出される。 
供用時：既存の民間セプテージ収集会
社の業務量が制限される。 

工事の内容、本施設の運営に
よる雇用等の影響の有無の確
認 

土地利用や地域資源利用 

工事中：なし。STP の用地はセブ州所
有である。セブ州は MCWD に用地を 50
年間貸与することに合意している。 
供用時：なし。STP の用地はセブ州所
有である。セブ州は MCWD に用地を 50
年間貸与することに合意している。 

文献調査及びヒアリング 

社会関係資本や地域の意思決
定機関等の社会組織 

工事中：なし。STP の用地はセブ州所
有である。セブ州は MCWD に用地を 50
年間貸与することに合意している。 
供用時：なし。プロジェクト活動は
MCWD の予算で行われる。関連する LGU
は MCWD のセプテージ管理プログラム
に合意している。 

文献調査及びヒアリング 

既存の社会インフラや社会サ
ービス 

工事中：車両による渋滞 
供用時：脱水汚泥ケーキを運搬する車
両による渋滞 

現地調査及びヒアリング 

地域分断 

工事中：なし。工事による地域分断は
ない。 
供用時：なし。STP の運営による地域
分断はない。 

文献調査及びヒアリング 

貧困層・先住民族・少数民族 

工事中：なし。施設建設予定地は、貧
困層・先住民族・少数民族の居住地に
位置しない。 
供用時：なし。施設建設予定地は、貧
困層・先住民族・少数民族の居住地に
位置しない。 

文献調査及びヒアリング 

被害と便益の偏在 

工事中：なし。工事による被害と便益
の偏在はない。 
供用時：なし。セプテージは一般公衆
にとって公平に収集・処理される。 

文献調査及びヒアリング 

地域内の利害対立 

工事中：なし。工事による被害と便益
の偏在はない。したがって、地域内の
利害対立は想定されない。 
供用時：なし。公衆衛生はプロジェク
ト対象エリア内で公平に向上される。 

文献調査及びヒアリング 

水利用・水利権 

工事中：なし。公共配水ネットワーク
の水を使用する。 
供用時：なし。公共配水ネットワーク
の水を使用する。 

文献調査及びヒアリング 

ジェンダー 

工事中：なし。ジェンダーに影響を及
ぼす活動はない。 
供用時：なし。ジェンダーに影響を及
ぼす活動はない。 

文献調査及びヒアリング 
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環境項目 想定される環境影響項目 調査手法 

子どもの権利 

工事中：なし。子どもの権利に影響を
及ぼす活動はない。 
供用時：子どもの権利に影響を及ぼす
活動はない。子どもの公衆衛生が向上
する。 

文献調査及びヒアリング 

文化遺産 

工事中：なし。施設建設予定地に文化
遺産は存在しない。 
供用時：なし。施設建設予定地に文化
遺産は存在しない。 

文献調査による文化遺産の有
無の確認 

保健・衛生 
HIV/AIDS等の感染症 

工事中：なし。感染性の物質は使用さ
れない。 
供用時：なし。感染性の物質は使用さ
れない。公衆衛生が向上する。 

文献調査及びヒアリング 

出典：JICA調査団 

環境社会配慮調査結果（予測結果を含む） 

大気汚染 

工事中に建設機械の稼働で排ガスが発生する。排ガスの影響は、アイドリングストップや工事

工程の平準化で軽減できる。また、低排出ガス型建設機械の活用を奨励し、影響の更なる低減化

を図る。粉塵が発生しやすい工事の際は、適宜散水を実施し、湿潤状態での実施に努める必要が

ある。なお、必要に応じて、防塵シート等の活用を建設業者へ義務づける。 

供用時は、セプテージ収集のバキューム車・脱水汚泥ケーキを搬出するダンプトラックや、非

常用発電機の稼働により排ガスが発生する。バキューム車やダンプトラックによる排ガスの影響

は、アイドリングストップ、排ガス規制を満足する車両の活用により管理される。また、発電機

の稼働は非常時のみであるため、大気質への影響は極めて小さい。 

このため、大気汚染への影響は小さいと考えられる。 

水質汚濁 

工事中は、土木工事の現場から濁水が発生する可能性がある。そのため、側溝及び桝を設置し

て浮遊物の沈殿後に排水する。 

供用時には、脱水機から分離液が発生する。現在、既存の脱水プラントからの排水は、表 
2-24に示すとおり、DAO2016-08における主要な項目を満足していない。 

本プロジェクトでは、分離液は STP内で水処理を行い、排水基準に適合させてMahiga Creek
に放流する計画である。 

このため、水質汚濁への影響は小さいと考えられる。 
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表 2-24  主要な項目の排水分析結果 (2018年 2月、3月に採水) 

Parameter Symbol Unit 
DAO2016-08 
排水基準 

区分 D (mg/L) 

ラグーン放流後 
(既存の脱水プラントからの排水) 

1st 
(mg/L) 

2nd 
(mg/L) 

3rd 
(mg/L) 

平均 
(mg/L) 

Biochemical Oxygen 
Demand 

BOD mg/L 120.00 183.00 179.00 236.00 199.33

Ammonium Nitrogen NH3-N mg/L 7.50 85.33 120.56 105.58 103.82
Nitrate Nitrogen NO3-N mg/L 30.00 1.10 1.44 1.04 1.19
Total Phosphorus T-P mg/L 10.00 38.49 27.71 35.01 33.74
Oil and Grease mg/L 15.00 38.49 27.71 35.01 33.74
Surfactant mg/L 30.00 15.86 8.94 8.39 11.06
出典：JICA調査団 

重金属については、STP は人糞由来のセプテージのみ受け入れるため、STP からの重金属の排
出は極めて少ないと想定される。しかし、表 2-25に示すとおり、既存の脱水プラントの脱水汚泥
ケーキから、重金属が検出されている。このような重金属の検出は、以下の理由によるものと想

定される。 

・多量の固形廃棄物がセプテージに混入している。したがって、重金属がセプテージに混入し

ている。 
・セプティックタンク内の長期間の貯留（引き抜き頻度が少ない）により、セプテージに重金

属が濃縮している。 

これらの重金属は、ほとんどが脱水汚泥ケーキで捕捉されるため、排水中の重金属は排水基準

を下回る量であると想定されるが、セプティックタンクへ固形廃棄物を投棄しないよう呼びかけ

が必要である。これにより、排水に含まれる重金属の影響が低減される。 

表 2-25 重金属分析結果 (2018年 2月、3月に採水) 

Parameter 脱水汚泥ケーキ (mg/kg) 
1st 2nd 3rd 平均 

ヒ素 As 3.00 7.00 0.00 3.33
カドミウム Cd 3.00 2.00 3.00 2.67
水銀 Hg 2.00 1.00 0.90 1.30
ニッケル Ni 20.00 20.00 7.00 15.67
クロム Cr 50.00 40.00 50.00 46.67
鉛 Pb 30.00 40.00 90.00 53.33
亜鉛 Zn 1800.00 1700.00 2500.00 2000.00
銅 Cu 200.00 300.00 300.00 266.67

出典：JICA調査団 

廃棄物 

工事中に発生する廃棄物は、工事業者が Cebu市の基準に従って適切に処理する。 

供用時は、セプテージの処理により、脱水汚泥ケーキが発生する。このため、Cebu市内の Binaliw
処分場での埋め立て処分を行うこととしている。 
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騒音・振動 

工事中は、建設機械による騒音・振動が発生する。騒音の環境基準は、表 2-20に示した通
り、区分 Dの昼間（午前 9時から午後 6時まで）の 75dBが適用される。また、振動に係る基準
はない。なお、工事中は、防音壁の設置、低騒音・低振動型の建設機械の使用、騒音・振動が集

中しない工事工程の策定等による措置を講じる。 

STP内では、著しい騒音・振動を発生させる機械の設置・稼働はないため、供用時には騒音・
振動の発生は少ない。 

このため、騒音・振動への影響は小さいと考えられる。 

悪臭 

工事中は、著しい悪臭を生じる物質の使用はない。しかし、供用時は受け入れるセプテージに

より悪臭が想定される。悪臭による負の影響を低減するため、STP には脱臭装置を設置する。 

底質 

工事中は、施設建設予定地での掘削により濁水が発生する。供用中は、分離液が STP での脱水

機から発生する。これらは、川へ排出する前に、前述(2)水質汚濁の項に従って処理する。 

したがって、底質への影響は極めて少ない。 

事故 

交通事故を含む事故は、工事中、供用時ともに発生すると想定される。事故を防止するため、

保護具（手袋やヘルメット等）の着用や、工事や車両運転に係る安全指導等が望まれる。 

したがって、事故の影響は、工事中、供用時ともに低減される。 

地球温暖化 

排ガスが工事中、供用時ともに発生する。これらは、前述(1)大気汚染の項の対策により影響が
低減される。STPの稼働に必要な電力は、既存の送電網から供給する。発電機は非常時を除いて
使用しない。結果的に排ガスは適切に規制される。よって影響は地球温暖化を及ぼすレベルでは

ない。 

雇用や生計手段等の地域経済 

工事により、Cebu市内及び近隣の雇用機会が生まれるため、工事中においては正の影響が想
定される。 

本プロジェクトではセプテージを収集・運搬するバキューム車を調達する。セプテージ収集作

業を公的サービスとして実施すると、既存の民間セプテージ収集業者の業務量が減少する。これ

を回避するため、供用時に既存の民間セプテージ収集業者をプロジェクト内の活動に組み込み、

既存作業量を保証する措置を講じる。 
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既存の社会インフラや社会サービス 

メトロセブの道路は日中の交通渋滞が激しく、工事車両による交通渋滞が悪化する可能性があ

る。供用時においても、バキューム車や脱水汚泥ケーキの運搬トラックによる交通渋滞の悪化が

考えられる。 

渋滞を低減するため、車両の時間管理を適切に行う。このため、工事中及び供用時における交

通渋滞の影響は低減される。 

子どもの権利 

本プロジェクトは、5年頻度での汚泥引き抜きを実施する。汚泥引き抜きにより、居住区の公
衆衛生が向上する。供用時においては、正の影響が想定される。 

感染症 

本事業では感染性の物質は使用しない。プロジェクトの実施により、公衆衛生が向上するた

め、本事業は正の影響が想定される。 

影響評価 

調査結果及びガイドラインに基づき、環境社会への影響程度は、表 2-26及び表 2-27のとおり
要約される。 

表 2-26 自然環境への影響評価結果 

No. 影響項目 評価 
評価理由 

工事中 供用時 
自然環境への影響 

1 大気汚染 C- C- 

工事中：車両や建設機械からの排気ガスが発生するが、車両や建設機
材のアイドリングの中止等により排ガスの低減化を図る。また、粉塵
の発生する工種については、適宜散水を行う。 
供用時：セプテージを STPに搬入するバキューム車、及び脱水汚泥
ケーキを処分場に搬出するダンプトラック、非常用発電機の稼働によ
り排気ガスが発生する。アイドリングの中止や排ガス規制を満足する
機材導入等により排気ガスの低減化を図る。 

2 水質汚濁 C- B- 

工事中：工事中に発生する濁水は、側溝及び枡を設置して浮遊物沈殿
後に適切に排水するため、濁水の排出は防止される。 
供用時：脱水後に生じる分離液は、DENRの規定する排水基準に適合
させて川に放流する。 

3 土壌汚染 D D 工事中：工事中に土壌汚染の原因となる物質は使用されない。 
供用時：汚染源となる化学物質は排出されない。 

4 廃棄物 D B- 
工事中：工事中に発生する廃棄物は、工事業者が Cebu市の基準に従
って適切に処理される。 
供用時：脱水汚泥ケーキについては、処分場にて適切に処理される。

5 騒音・振動 C- D 

工事中：工事作業に伴う騒音・振動は発生するが、工事業者が、最小
となるように適切な防音措置（壁の設置、低騒音型機械）を実施する
ため、その影響は極めて小さい。 
供用時：本施設の稼働による騒音・振動の影響は極めて少ない。 

6 地盤沈下 D D 工事中：地下水は使用されない。 
供用時：地下水は使用されない。 

7 悪臭 D C- 工事中：工事による悪臭は発生しない。 
供用時：セプテージからの臭気対策のため、脱臭装置を設ける。 
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No. 影響項目 評価 
評価理由 

工事中 供用時 

8 地形・地質 D D 工事中：地形改変は行わない。 
供用時：地形改変は行わない。 

9 土壌浸食 D D 工事中：土壌浸食を伴う活動はない。 
供用時：土壌浸食を伴う活動はない。 

10 底質堆積物 D D 

工事中：工事中に発生する濁水は、側溝及び枡を設置して浮遊物沈殿
後に適切に排水するため、濁水の排出は防止される。 
供用時：脱水後に生じる分離液は、DENRの規定する排水基準に適合
させて川に放流する。 

11 地下水 D D 工事中：地下水は使用されない。 
供用時：地下水は使用されない。 

12 湖沼・湿地・河川
流況 D D 工事中：湖沼・湿地・河川を改変するような工事は無い。 

供用時：湖沼・湿地・河川を改変するような活動は無い。 

13 海岸・海域 D D 工事中：海岸・海域に影響を及ぼす活動は無い。 
供用時：海岸・海域に影響を及ぼす活動は無い。 

14 動植物・生態系 D D 工事中：動植物・生態系に影響を及ぼす活動は無い。 
供用時：動植物・生態系に影響を及ぼす活動は無い。 

15 気象 D D 工事中：気象に影響を及ぼす活動は無い。 
供用時：気象に影響を及ぼす活動は無い。 

16 景観 D D 

工事中：本事業は既存のセプテージ脱水プラントのリハビリにあたる
ため、景観への影響はない。 
供用時：本事業は既存のセプテージ脱水プラントのリハビリにあたる
ため、景観への影響はない。 

17 事故 C- C- 

工事中：保護具の着用等、工事中の事故防止を図るとともに、適切な
モニタリングを行う。 
供用時：安全指導を行い、トラックの運行状況のモニタリングを行
う。 

18 地球温暖化 D D 

工事中：工事車両による CO2の排出は軽微であり、地球温暖化に深刻
な影響を及ぼす活動はない。 
供用時：STPの稼働による CO2の排出は軽微であり、地球温暖化に深
刻な影響を及ぼす活動はない。STPの稼働に必要な電力は既存の配電
網から供給する。 

A+/-：重大な正/負の影響が予想される。  
B+/-：一定程度の正/負の影響が予想される。  
C+/-：正/負の影響の程度は不明である。（さらなる調査が必要であり、調査により影響を明らかにする。）  
D：影響は予想されない。 
出典：JICA調査団 

表 2-27 社会環境への影響評価結果 

No. 影響項目 
評価 

評価理由 工事前 
工事中 供用時 

社会環境 

1 非自発的住民移転 D D 

工事中：施設建設予定地の用地はセブ州が所有する。非自発的住民
移転は想定されない。 
供用時：追加的な用地は必要ない。非自発的住民移転は想定されな
い。 

2 雇用や生計手段等
の地域経済 C+ B- 

工事中：本事業により雇用が創出される。 
供用時：本事業により既存の民間セプテージ収集会社の業務量が制
限されるため、民間セプテージ収集会社を事業に組み込み、業務量
を維持できるよう、調整する。 

3 土地利用や地域資
源利用 D D 

工事中：STPの用地は Cebu州が保有する。セブ州はMCWDが STP
用地として 50年間借用することに合意している。 
供用時：追加的な用地は必要ない。 
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No. 影響項目 
評価 

評価理由 工事前 
工事中 供用時 

4 
社会関係資本や地
域の意思決定機関
等の社会組織 

D D 

工事前及び工事中：本事業は Cebu州保有地を借用するものであり、
土地所有に係り個人及び地域の意思決定等を損ねるような問題は発
生しない。 
供用時：MCWDの予算により本施設を運営するため、社会関係資本
や地域の意思決定機関に影響を及ぼさない。 

5 既存の社会インフ
ラや社会サービス C- C- 

工事中：工事車両による渋滞が予想されるため、車両の時間管理を
適切に行う。 
供用時：脱水汚泥ケーキの運搬車両による渋滞が予想されるため、
車両の時間管理を適切に行う。 

6 地域分断 D D 工事中：地域分断は想定されない。 
供用時：地域分断は想定されない。 

7 貧困層・先住民
族・少数民族 D D 工事中：貧困層・先住民族・少数民族への影響は想定されない。 

供用時：貧困層・先住民族・少数民族への影響は想定されない。 

8 被害と便益の偏在 D- C+ 
工事中：本事業の工事による、被害と便益の偏在はない。 
供用時：公平にセプテージを処理することから、被害と便益の偏在
はない。 

9 地域内の利害対立 D D 
工事中：公平にセプテージを処理することから、地域内の利害対立
はない。 
供用時：セプテージ処理により、公共衛生が向上する。 

10 水利用・水利権 D D 
工事中：既存の水道施設から取水する。地下水は使用されない。 
供用時：STPの水利用は約 20m3/日であり、既存の水道施設から取水
する。したがって、水利用への影響は想定されない。 

11 ジェンダー D D 工事中：ジェンダーへの影響は想定されない。 
供用時：ジェンダーへの影響は想定されない。 

12 子どもの権利 D C+ 工事中：子どもの権利への影響は想定されない。 
供用時：本事業により、子どもの公衆衛生が向上する。 

13 文化遺産 D D 工事中：施設建設予定地に文化遺産は存在しない。 
供用時：施設建設予定地に文化遺産は存在しない。 

14 
保健・衛生 
HIV/AIDS等の感
染症 

D C+ 

工事中：感染性の物質は使用されない。公衆の健康や衛生への影響
は極めて少ない。 
供用時：感染性の物質は使用されない。公衆衛生が向上するため、
健康や生活環境への正の影響が期待できる。 

A+/-：重大な正/負の影響が予想される。  
B+/-：一定程度の正/負の影響が予想される。  
C+/-：正/負の影響の程度は不明である。（さらなる調査が必要であり、調査により影響を明らかにする。）  
D：影響は予想されない。 
出典：JICA調査団 

緩和策および緩和策実施のための費用 

施設や工事で対応可能な環境影響については、その対応により環境影響を最小化する。また、

状況に応じてMCWDが指導を行う。 

工事中及び供用時における緩和策は表 2-28に示すとおりである。 

表 2-28 工事中及び供用時における緩和策 
分類 環境項目 緩和策 実施対象 費用 
工
事
中 

1.大気汚染 散水の実施 
低排出ガス建設機械の使用 

工事業者 建設費に含む 

2.水質汚濁 側溝及び桝の設置による適切
な排水 

工事業者 建設費に含む 
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分類 環境項目 緩和策 実施対象 費用 
3.騒音・振動 防音壁や低騒音・低振動型建

設機械の使用 
工事業者 建設費に含む 

4. 事故 安全保護具（手袋、ヘルメッ
ト、安全ベルト等）の着用 
安全管理会議の実施 

工事業者 建設費に含む 

5. 既存の社会インフ
ラや社会サービス 

適切な工事車両工程管理の実
施 

工事業者 建設費に含む 

供
用
時 

1.大気汚染 セプテージ収集のバキューム
車、及び脱水汚泥ケーキ搬出
のダンプトラックのアイドリ
ングストップ 

運営・維持管理会社 維持管理費に含む 

2.水質汚濁 STPからの排水は、排水基準
に適合させて河川に放流す
る。 

運営・維持管理会社 維持管理費に含む 

3.廃棄物 脱水汚泥ケーキの適切な処分 運営・維持管理会社 維持管理費に含む 

4.悪臭 設置された脱臭装置の管理 運営・維持管理会社 維持管理費に含む 

5.事故 車両運転者への安全運転指導 運営・維持管理会社 維持管理費に含む 

6. 地域経済（雇用及
び生計手法） 

既存の民間セプテージ収集会
社を事業に組み込む 

MCWD 維持管理費に含む 

7.既存の社会インフラ
や社会サービス 

バキューム車・ダンプトラッ
クの適切な工程管理の実施 

MCWD 
運営・維持管理会社 

維持管理費に含む 

出典：JICA調査団 

環境管理計画・モニタリング計画（実施体制、方法、費用など） 

DENRの環境審査後に発給される ECCに基づき、施設建設時及び事業の運営・維持管理時に
所定の環境管理活動及びモニタリングを実施する。また、想定される環境影響事項に基づき、表

2-29の項目にかかる環境管理が必要と考えられる。環境管理計画（案）と日常活動に係るモニタ
リング計画（案）は、それぞれ、表 2-30及び表 2-31のとおりである。 

表 2-29 環境管理が必要な項目 
工事前・工事中 運営・維持管理中 

施設や工事仕様で対応するもの - 工事車両等の排気ガスや粉塵
の低減化 

- 悪臭に係る対策 

日常活動で対応するもの（モニ
タリング対象） 

- 工事車両等の排気ガスや粉塵
の低減 

- 工事排水に起因する水質汚濁
の防止 

- 建設機械の稼働による騒音・
振動の低減 

- 工事中の事故防止 
- 工事車両に起因する交通渋滞
の低減 

- バキューム車・ダンプトラッ
クの排気ガスの低減 

- セプテージ脱水後の分離液に
起因する水質汚濁の防止 

- 脱水汚泥ケーキの適正処分 
- 関係車両による交通事故の防
止 

- 民間セプテージ収集会社の業
務量確保 

- バキューム車・ダンプトラッ
クに起因する交通渋滞の低減

出典：JICA調査団 
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表 2-30 環境管理計画（案） 

番号 項目 影響  管理項目 (1) 責任組織 
(2) 監督官庁 費用負担組織

工事中 

1 大気汚染 
工事車両・機械に
より排ガスが発生
する。 

散水により大気汚染は最小化
される。工事業者は低排出ガ
スの建設機械を使用する。 

(1) 工事業者 
(2) コンサル及び
MCWD 

建設費に含む 

2 水質汚濁 
濁水が河川に放流
される。 

側溝及び桝を設置し、濁水対
策を行う。 

(1) 工事業者 
(2) コンサル及び
MCWD 

建設費に含む 

3 騒音・振動 
工事車両・機械に
より騒音・振動が
発生する。 

防音壁や低騒音・振動型に建
設機械を使用する。 

(1) 工事業者 
(2) コンサル及び
MCWD 

建設費に含む 

4 
既存の社会イン
フラや社会サー
ビス 

工事車両により交
通渋滞が発生す
る。 

特定の時間帯に工事車両が集
中しないよう、適切な工事車
両管理を行う。 

(1) 工事業者 
(2) コンサル及び
MCWD 

建設費に含む 

5 事故 

工事中に事故が発
生する可能性があ
る。 

労働安全衛生基準に基づき、
保護ベルト等を着用する。ま
た、車両事故防止のための指
導を行う。 

(1) 工事業者 
(2) コンサル及び
MCWD 

建設費に含む 

供用時 

1 大気汚染 

バキューム車から
の排ガス 

セプテージ収集のバキューム
車、及び脱水汚泥ケーキ搬出
のダンプトラックのアイドリ
ングストップを行う。 

(1) 運営・維持管
理会社 
(2) MCWD 

維持管理費用
に含む 

2 水質汚濁 
STPからの排水 STPからの排水は、排水基準に

適合させて河川に放流する。 
(1) 運営・維持管
理会社 
(2) MCWD 

維持管理費用
に含む 

3 廃棄物 
STPからの脱水汚
泥ケーキ 

脱水汚泥ケーキは Binaliw処分
場に適切に処分される。 

(1) 運営・維持管
理会社 
(2) MCWD 

維持管理費用
に含む 

4 悪臭 
STPからの悪臭 STPからの悪臭対策として、脱

臭装置を維持管理する。 
(1) 運営・維持管
理会社 
(2) MCWD 

維持管理費用
に含む 

5 地域経済（雇用
及び生計手法） 

既存の民間セプテ
ージ収集会社の業
務量が削減され
る。 

既存の民間セプテージ収集会
社を事業に組み込み、業務量
を調整する。 

(1) MCWD 維持管理費用
に含む 

6 事故 

工事車両・機械に
よる事故が発生す
る可能性がある。 

セプテージ収集のバキューム
車、及び脱水汚泥ケーキ搬出
のダンプトラックの運転者へ
安全運転指導を行う。 

(1) 運営・維持管
理会社 
(2) MCWD 

維持管理費用
に含む 

出典：JICA調査団 
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ステークホルダー協議 

2018年 2月までに以下の協議が実施された。 

民間セプテージ収集会社との協議 

2018年 2月 1日に民間セプテージ収集会社との協議を行った。 

本プロジェクトにより、民間セプテージ収集会社の民業圧迫になる可能性があるため、事業開

始に当たり、同民間会社とMCWDは、民間会社の活動を本プロジェクトに取り込むことに係る
合意書を作成する予定である。協議内容は表 2-32に示すとおりである。 

表 2-32 民間セプテージ収集会社との協議 
日時 参加者 協議内容 

2018年 2
月 1日 

民間セプテージ収集会社 5
社、10名 
STP運営会社 1社 1名 
MCWD 4名 
JICA調査団 10名 

(1)MCWDは、公共サービスとして引き抜きを含むセプテージ管
理を開始する計画を説明した。 
MCWDが完全にセプテージ管理サービスを提供した場合、既存
の民間セプテージ収集会社の民業圧迫となる可能性がある旨も
説明した。 
したがって、MCWDは既存の民間セプテージ収集会社と協働し
ていく旨を提案した。 
(2)JICA調査団は、本事業における対象区域、STP、及び対象セプ
テージの予測量の概要を説明した。 
(3)民間セプテージ収集会社はMCWDの計画に不満を示した。 
しかし、彼らは、MCWDがセプテージ管理の業務量を既存のレ
ベルまで保証する条件を示したところ、本事業に合意する意向
を示した。 
(4)MCWDと民間セプテージ収集会社は、本事業におけるセプテ
ージ管理の業務量、対象区域、契約システム等について協議を続
けることに合意した。 

出典：JICA調査団 

LGUsとの協議 

2018年 2月 2日及び 19日に LGUsとの協議を行った。 

MCWDは、セプテージ管理プログラムを開始する計画を説明し、参加者は 6LGUsが本事業に
参加してMCWDのセプテージ管理サービスを受け入れることを確認した。 

本事業は、住民にセプテージの定期的収集の義務を課すことになり、同作業の必要性や実施責

任者を定めた条例が必要なことを確認した。なお、Compostela町のみが未制定であるため、
MCWDがドラフトを作成し、その後、Compostela町にて協議・最終化のプロセスがとられるこ
とを確認した。 

協議内容は表 2-33に示すとおりである。 

表 2-33  LGUsとの協議 
日時 参加者 協議内容 

2018年 2
月 2日 

関連 LGUs 23名 
DENR 1名 
MCWD 2名 
メトロセブ開発調整局 1名  

(1)MCWDは、公共サービスとして、セプテージ収集区域、STPの
位置、セプテージの量、及び排水の処理プロセスを含むセプテー
ジ管理プログラムを開始する計画を説明した。 
(2)JICA 調査団は、STP の設計、セプテージの計画収集頻度の概
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日時 参加者 協議内容 
JICA調査団 9名 要を説明した。 

(3)MCWD と JICA 調査団は関連 LGUs に対し、本事業の優先区
域や優先事業内容を質問した。 
(4)LGUs は収集料金や料金システムについて質問した。 
(5)MCWD は、Mactan島で実施されている既存のシステムの事例
を示して説明した。LGUs はMCWDの計画を理解した。 
(6)MCWDと LGUs は、セプテージ管理に関する合意書を作成す
ることに合意した。 
(7)優先事業内容やセプテージ収集頻度等の詳細計画について、参
加者は別に協議することに合意した。 

2018年 2
月 19日 

関連 LGUs 11名 
MCWD 2名 
JICA調査団 8名 

(1)関連 LGUs は以下の事項に合意する旨を表明した。 
1)STPの位置。
2)セプテージ収集頻度が 5年であること。
3)市議会の承認が必要であるが、LGUs は基本的に MCWD の計
画に合意する。 
(2)参加者は、MCWD と JICA 調査団が本事業のために更なる詳
細調査を行うことに合意した。 

出典：JICA調査団 

LGUs、DENR、環境 NGO等との協議 

2018年 2月 28日に、LGUs、DENR、環境 NGO、セプテージ処理会社等との協議を行った。プ
ロジェクトの必要性を確認し、プロジェクトの実施に係る合意を取り付けた。協議内容は表 2-34
に示すとおりである。 

表 2-34  LGUs、DENR、環境 NGO、セプテージ処理会社等との協議 
日時 参加者 協議内容 

2018年 2
月 28日 

関連 LGUs 17名 
健康局 3名, 
DENR 1名 
公共事業運輸省 1名 
メトロセブ開発調整局 1名 
MCWD 10名 
JICA調査団 5名 
セプテージ管理、NGO等に
関連する民間会社 16名 

(1)MCWDは、現在のセプテージ管理の状況、公共サービスとし
てセプテージ管理を開始する計画、及びその環境影響を説明し
た。 
(2)JICA 調査団は、本事業の対象区域、STP の概要計画、管理す
べきセプテージの量を説明した。 
(3)Cebu市は、本事業の実施の支援を行う旨を表明した。 
(4)DENRも、本事業は早急な実施が必要であり、本事業実施に対
し支援を行う旨を表明した。 
(5)下水道の開発計画・工程について質問があった。MCWDは、
下水道開発は本事業の後の段階で計画されることを説明した。下
水道マスタープランはないため、直ちに下水道を整備するのは難
しい。 
(6)事業の建設・運営における PPP の実施可能性について質問が
あった。MCWD は本事業の運営に民間会社が雇用される旨を説
明した。 
(7)本事業に対する消極的なコメントはなかった。 

出典：JICA調査団 

2-2-4 用地取得・住民移転 

施設建設予定地の用地は、Cebu州の所有である。MCWDと Cebu州は、2019年 1月に Cebu
州、Cebu市及びMCWDの間で署名された用地や既存施設の移管・利用に係る 3者基本合意書に
おいて、MCWDが用地を 50年間借用することに合意している。 

施設建設予定地には、非自発的移転が発生する住民は存在しない。 
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2-2-5 その他 

 モニタリングフォーム案 

参考資料-6-1に示す。 

 環境チェックリスト 

参考資料-6-2に示す。 

2-3 その他（グローバルイシュー等） 

本プロジェクトは、直接的に平和構築・人間の安全保障・貧困削減等のグローバルイシューを

目的にしたものではなない。 

住宅地域の衛生改善とともに、地域全体の水質汚濁改善に寄与することが目的の一端にある。

この面では、本プロジェクトの施設が DENRの排水基準に準拠することで目的達成に寄与す
る。 

ジェンダーの面では、フィリピン国側からの特別な要望はない。ただし、性別に関わりなく本

プロジェクトの作業に従事することを促進するため、計画の施設には、2ヶ所のトイレを設置し
て男女別に利用できるようにする。 
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プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

フィリピン国政府は、下水道普及率が 10%未満であること、国民の約 33%に衛生的なトイレが
ないこと、全国的にセプティックタンクが広まっているが定期的なセプテージ収集がほとんど実

施されていないこと、収集されていても適切なセプテージ処理がほとんど実施されていないこと

から、2010年に NSSMPを制定し、2020年までにすべての LGUsにセプテージ管理システムを導
入することを目標にした。また、特に都市化が進んでいる LGUs では下水道を導入することを目
標にした。 

メトロセブにおいては、公共下水道が整備されておらず、約 90%の住民がセプティックタンク
を設置しているものの適切なセプテージ管理システムがないことから、2015年に策定された「メ
ガセブ・ロードマップ 2050」において、2030年及び 2050年の「適切な汚水処理人口普及率」を
それぞれ 50%以上及び 90%以上にすることを目標にした。また、長期間を要する下水道整備完了
までの間の短期緊急対策として、セプテージ処理プラント建設を含むセプテージ管理事業を開始

することが目標に含まれた。 

この中で、本プロジェクトは、メトロセブ内のMCWDの給水区域の適正セプテージ処理率を現
在の約 8%から 2025 年に約 58%（上水道契約者の 100%、非契約者の 20%）へ改善することを目
標にしている。 

本プロジェクトは、上記目標を達成するために、セプテージ収集・処理に必要な施設の建設、

機材調達及びセプテージ収集・処理活動を行うものである。これにより、Compostela、Liloan、
Consolacion、Mandaue、Cebu、Talisayの 6 LGUsに係るセプテージ処理能力が 392m3/日（2025年）
になることが期待されている。この中において、協力対象事業は、セプテージ処理プラント 1 基
（能力 400m3/日）を建設し、3m3級バキューム車 21台、9m3級バキューム車 14台、8m3級ダンプ

トラック 4台を調達するものである。 

3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 基本方針 

本プロジェクトは、トイレのし尿のほとんどがセプティックタンクで処理されているにもかか

わらず、適切なセプテージ収集・処理率が 8.1%と低いメトロセブの中心地域において、同地域の
適正処理率を向上させることを目的に、必要な施設・機材を提供するものである。 

本プロジェクトの対象地域は、メトロセブ内の Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue
市、Cebu市、Talisay市からなる 6つの中核 LGUsの地域である。MCWDは、同地域へ水道を供
給している事業者であり、その役割には汚水処理活動も含まれる。そのため、MCWDが本プロジ
ェクトの実施機関になり、プロジェクトの施設・機材の活用・維持管理を実施するとともに、プ
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ロジェクト対象地域の世帯・事業者から料金を徴収してセプテージの収集・処理サービスを提供

する。 

本プロジェクトの立案に先立ち、2011年に米国国際開発庁（以下、USAIDという）の支援で実
施された実現可能性調査（Metro Cebu Septage Management Project Feasibility Study, 2011, USAID：
以下、F/Sという）があり、メトロセブのセプテージ処理は、同 F/Sに基づき計画の具体化が実施
されてきた。そのため、本プロジェクトも、同 F/Sをベースにして計画を具体化する。 

プロジェクト対象地域の 6つの LGUsとMCWDは、5年に 1度の頻度でセプテージを引抜・収
集すること及び計画年次を 2025 年にすることで合意している。そのため、2025 年に 5 年に 1 度
の頻度でセプテージを引抜・収集・処理するために必要な施設・機材・活動を計画する。なお、5
年に 1度の頻度は、上述の F/Sで計画された頻度と同じである。 

本プロジェクトは、①セプテージ引抜・収集するバキューム車の調達、②収集したセプテージ

を処理するための STPの建設、③同プラントで発生する脱水汚泥ケーキの搬出用ダンプトラック
の調達、④運営維持管理体制整備のためのソフトコンポーネントの 4 種類のコンポーネントで形
成される。MCWDには、セプテージ収集・処理・脱水汚泥ケーキの処分に係る一連のプロセスの
実施経験がなく、実施体制が未整備である。一方、同種の施設建設・機材調達及び運営維持管理

の実績がある民間事業者がいることから、経験のないMCWDが試行錯誤で実施するのではなく、
施設・機材の運転及び維持管理については実績のある民間会社へ委託し、MCWDは事業者として
委託先の契約管理・成果確認と実績モニタリングを実施する。 

3-2-1-2 自然環境条件に対する方針 

(1) 降雨に対する方針 

世界保健機関（WHO）発刊の Surface water drainage for low-income communitiesに基づくと、Cebu
市の 5年確率・15分間の降雨強度は、図 3-1の降雨強度曲線から約 130 mm/hとなる。ただし、
本プロジェクトでは、以下の理由で場内道路等を砂利敷きで仕上げる計画であるため、特段の雨

水場内排水施設は設置しない。プロジェクト後、用地の沈下等の状況確認後、MCWDがアスファ
ルトまたはコンクリート舗装を実施し、その際に約 130 mm/hの降雨強度を考慮した場内排水施設
を設置する計画とする。 

- 本プロジェクトでは、別記するように既存ラグーンの埋立直後の地盤に STP 及び場内道路
を設置する。そのため、施設建設後に場内に地盤沈下が発生する可能性があり、不等沈下が

発生するとその影響が舗装に及ぶことになる。 
- 地盤沈下が収まったと判断された時点で、MCWDがアスファルトまたはコンクリートで舗
装整備し、その際、約 130 mm/hの降雨に対する場内排水施設設置することが望ましい。 
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出典：Surface water drainage for low-income communities, 世界保健機関（WHO） 

図 3-1 Cebu市降雨強度曲線 

(2) 気温に対する方針 

本プロジェクトの対象地域であるメトロセブは、北緯 10度 17分（Cebu市）に位置した典型的
な熱帯性気候で、平均気温は 1 年を通してほぼ一定の約 26℃である。なお、横浜市の年間平均気
温は約 16℃であり、メトロセブの平均気温は横浜市と比べて約 10℃高い。 

セプテージの処理過程から発生する分離液を処理する場合、その水温が重要な因子となる。フ

ィリピンにおける受入れセプテージの実績やメトロセブ地域での気温を考慮して、分離液の水温

は 30℃として計画する。 

(3) 風力に対する方針 

フィリピンにおいて、構造物については、法令として適用される National Building Code及び関
連の政令に従った手続きを進める。風荷重については、政令により National Structural Code of the 
Philippines（以下、NSCPという）に準拠することとなっており、セプテージ処理施設の属性であ
る基幹的公共施設に対しては、メトロセブ地域には 280km/hが適用される。ただし、高さ 14m以
下の低層構造物は、同風荷重の適用を受けない。本プロジェクトの STPの高さは 14m未満で計画
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されるため、特段の風荷重への配慮は必要ない。 

(4) 地震に対する方針 

地震荷重については、NSCP の第 2 章 Section208 に規定されており、同規定から、セプテージ
処理プラントの属性が基幹的公共的施設であるため、設計標準せん断力を算定する係数として 1.5
が適用される。 

また、Cebu市は地震地域 Zone 4に属し、地震地域係数に 0.4が適用される。液状化の検討にあ
たっては、NSCP 第 3 章 Section303 において「液状化の検討において用いる最大地盤加速度につ
いては、地震地域係数で代用してよい」という規定があるため、後述する「(6)土質に対する方針」
では、水平震度の検討において当該 0.4を用いる。これは日本におけるレベル 2タイプ I地震動の
Ⅲ種地盤の値に相当する。 

(5) 施設建設予定地の現在の状況に対する方針 

本プロジェクトは、プロジェクト対象地域を 3分割し、3ヶ所の STPでセプテージ処理事業を
実施する構想で要請された。また、フィリピン側 は、STP候補地として、Inayawan廃棄物処分場
跡地、Umapad廃棄物処分場跡地、Cebu市の既存セプテージ脱水プラント用地（通称、Amconサ
イト）の 3ヶ所を提案した。しかし、Inayawan廃棄物処分場跡地と Umapad廃棄物処分場跡地は、
以下の理由で、本プロジェクトに不適切なため、本プロジェクトではプロジェクト対象地域を 3
分割せず、Amconサイトの 1ヶ所に STPを建設し、プロジェクト対象地域全域のセプテージを処
理する計画にする。 

- 本プロジェクトの施設建設予定地では、測量や土質に係る自然条件調査を必要とするが、

Inayawan 廃棄物処分場跡地には廃棄物が 10~15m の高さで積みあがっており、同自然条件
を調査期間内に実施することが困難である。 

- Umapad廃棄物処分場跡地は、整地・覆土は実施されているが、廃棄物処分を終了させてか
ら約 2年しか経過しておらず、可燃性有毒ガスの発生が懸念される。しかし、同ガスの測定
や処理が実施されておらず、施設建設中や供用中の事故発生リスクがある。 

(6) 土質に対する方針 

STP建設予定地は、2019年 1月現在、Cebu市の既存セプテージ脱水プラントの分離液処理用の
ラグーンである。同ラグーンは、本プロジェクトの建設工事着手までに先方負担による埋立工事

が実施される予定である。埋立の土工事に関しては、フィリピンの公共事業・高速道路省（以下、

DPWHという）が制定する“Standard specifications for highways, bridges and airports”（通称 Blue book）
に準拠して実施される。 

埋立てられた地盤に直接基礎方式で STPを建設する際の地盤許容支持力と地震時液状化の検討
を行った結果、地盤支持力不足かつ液状化対策が必要となることが判明した。その原因は、STP建
設予定地の地下水位が高い上、砂質土が広がっていることにある。支持力確保と地震時の液状化

対策のために、直接基礎の場合は地盤改良が必要である。 

一方、STP建設予定地で土質調査（ボーリング調査）を実施した結果、GL約-20mから N値 50
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以上の基盤層と呼べるものが存在することが確認できた。そのため、埋立地盤の支持力不足や液

状化対策は、杭基礎でも対応可能であることが確認された。 

直接基礎方式（地盤改良工法含む）と杭基礎方式を比較検討した結果、直接基礎方式（地盤改

良工法含む）が安価なため、本プロジェクトでは、直接基礎方式（地盤改良工法含む）を採用す

る。なお、フィリピンには液状化対策に係る明確な設計基準がないため、対策検討については、

日本の下水道施設耐震計算例（日本下水道協会）を準用する。 

3-2-1-3 社会経済条件に対する方針 

(1) 既存水道サービスへの接続状況に対する方針 

本プロジェクトの実施機関はMCWDである。そのため、本プロジェクトの対象地域は、MCWD
の水道サービス対象地域を基本とする。本プロジェクトのセプテージ処理に対し、MCWD では、
水道料金に上乗せする形で毎月少額の料金を徴収する計画であり、顧客管理や料金収受管理は水

道事業のシステムを準用する。毎月少額ずつの料金を徴収するため、水道契約者に対しては、5年
に 1度の頻度での定期収集を採用する。 

ただし、2017年現在、プロジェクト対象地域内の約 56%の世帯は MCWDの水道システムに接
続していないと推定される。この水道非契約者に対しては、水道契約者と同様の顧客管理や料金

収受管理の採用は困難である。しかし、非契約者をセプテージ収集対象から除外すると地域の衛

生環境改善の効果発現に影響を及ぼすため、同水道非契約者についてもプロジェクトに取り込む。

なお、同水道非契約者には、毎月少額の料金を徴収するシステム導入は困難なため、オンコール

の受付制でMCWDがセプテージ収集し、セプテージ収集の度に料金収受する方針とする。 

(2) 既存のセプテージ収集業者や既存プラント運転に対する方針 

プロジェクト対象地域には、平均約 46m3/日程度の既存のセプテージ脱水事業がある。同事業の
脱水プラントは Cebu 市に運営されており、同施設の敷地内に本プロジェクトの STP が計画され
ている。既存事業は、本プロジェクトの STP建設中にも継続される必要があるため、施設建設の
際に既存プラントも稼働継続できる措置を取り入れる。 

同既存 STPへのセプテージ収集・搬入は、Cebu市が実施する公共サービスの形式ではなく、民
間会社に実施されている。本プロジェクトで公的機関がすべてのセプテージを収集・運搬すると

民業圧迫の恐れがあるため、本プロジェクトでは、事業の一部で既存の民間会社を活用する方針

とする。 

(3) 狭小道路に対する方針 

メトロセブ地域には、狭小な道路や住宅密集地が多く、大型のセプテージ収集車両の進入が困

難な箇所が散見される。そのため、セプテージ収集に必要なバキューム車については、大型車で

効率化を期待する一方、小型車も導入し、多くの狭小道路に対応する方針とする。 
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3-2-1-4 建設事情／調達事情に対する方針 

メトロセブの Cebu市建設業協会（Cebu Contractors Association, Inc.）所属の建設業者 145社は
様々な建設工事を実施しており、十分な技術者や建設重機を所有している。また、メトロセブで

調達できる一般的な建設資材や工業製品のレベルは高く、流通量も多いため、現地調達資機材で

本プロジェクトの土木・建築工事の実施することに支障はないと考えられる。 

したがって、本プロジェクトでは、一般的な土木・建築資機材は可能な限り現地調達する計画

とする。ただし、セプテージ処理に必要な脱水機等のプラント設備のように現地調達が不可能な

資機材、あるいは品質仕様等が現地調達材では適合しないもの及び流通量あるいは価格の面で供

給・購入が安定的に行われていないものについては、費用対効果や維持管理性を考慮し、日本か

ら調達することを基本方針とする。 

3-2-1-5 車両機材にかかる現地業者の活用に係る方針 

日本の複数のトラックメーカーがフィリピン国内に現地法人や現地工場を設置しており、一部

のラインアップについて現地生産している。これらの機材制作は日本のメーカー基準で実施され

ており、機材品質は日本製と同等と認識できるため、トラックの機材調達先としては現地調達も

含めた計画にする。なお、現地制作していないトラックメーカーでも、現地での点検・修理・ス

ペアパーツ供給体制は十分に整備されており、トラックの運営維持管理面では、現地リソースで

の活用で対応可能と考えられる。 

3-2-1-6 運営・維持管理に対する対応方針 

MCWDの既存事業の中心は上水道事業である。セプテージを含む汚水処理事業は組織の役割の
一つであるが、MCWDには、セプテージ収集や処理に係る直接的な活動がない。水質処理まで含
む既存のセプテージ処理事業は、MCWDの管理下にMactan島で PPP事業者が実施するセプテー
ジ収集・処理事業（施設能力 150m3/日、一日平均処理実績 73m3/日）があるが、同事業は、DBFO
契約で民間会社が実施しているものであり、設計・建設・資金調達・事業許可取得及びセプテー

ジの収集・脱水・水処理・脱水汚泥ケーキ処分の一連のプロセスのすべてを民間会社へ委ねてい

る。MCWDは、Mactan島のプロジェクトで、セプテージの収集・脱水・水処理のプラント運転・
脱水汚泥ケーキの運搬等の実務を実施しておらず、事業を直接的に実施する体制や能力はない。 

MCWDでは、セプテージ管理ユニットを組織し、セプテージ処理事業を実施する計画であるが、
STP や収集車両等の直接的な運転・維持管理体制を一朝一夕に整備することは困難である。この
ため、MCWDは、STPや収集車両の運営維持管理を民間会社に委託し、セプテージ管理ユニット
が同民間会社の活動や成果を確認する事業実施体制にする方針である。 
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3-2-1-7 施設・機材等のグレードの設定に係る方針 

(1) 受配電設備 

STPへの電力供給は、現地電力供給会社である VECO（Visayan Electric Company）から低圧 3相
440V60Hzで行われる。ただし、STPの水処理設備は停電時でも 24時間の連続運転が必要なため、
非常用発電機は 1台を設置する。 

(2) 計装設備 

計装設備としては、各ポンプの運転・停止及び空転防止のためのレベルスイッチを設置するほ

か、セプテージ汚泥、脱水機供給汚泥、脱水後の分離液、放流量などの各流量を電磁流量計で計

測する。ばっ気風量などは差圧式風量計を、受入貯留槽水位は差圧式水位計を設置して計測する。

計測したデータを基に、各流量、水位を管理・制御して省エネで安定した水処理を実現する。 

また、反応槽には DO計と pH計を配置して、最も重要な反応槽での処理状況を把握し、最適な
設備運転により良好な水処理を実現する。 

(3) 監視制御 

小人数のオペレーターで 24 時間連続運転する必要があるため、制御システムとして、SCADA
（Supervisory Control and Data Acquisition）を導入する。同設備で、各計装設備からの計測値、各設
備の運転信号を集約して監視することとともに、プリンタへのデータ出力による帳票管理を実施

する。また、SCADAにより、各設備の運転状況・故障状況を監視し、処理不良や設備故障に迅速
に対処できるものとする。 

(4) 設計レベルに関する方針 

STP の設備は、建設費や維持管理費が安価になるような機種を選定し、台数については必要最
小限を設置する。 

主要機器である脱水機と受入ユニットは故障等を考慮して 2 台設置する。ただし、1 日 8 時間
運転の計画のため、予備機を設けず、故障発生時には運転時間を延長して対応する。 

分離液処理施設については、メンテナンス時にも運転継続できるように 3 系列で計画する。有
機物だけでなく窒素とりんを除去する運転が複雑な施設となるため、系列ごとの処理の状況に差

異が出た場合等にも容易に対応が可能になるように、系列ごとの運転制御ができる設備配置とす

る。 

(5) 放流水質基準 

放流水質基準については、DENRが規定する排水基準が適用される。適用される基準は 2016年
に改定された省令DAO2016-08であり、同省令が規定する下水処理場の排水に係る基準値を表 3-1
に示す。この改訂により、窒素とリンが規制されることになった。 

なお、DENRは、2019年 1月にMCWD宛の書簡にて、Amconサイト（排水先：Mahiga Creek）
の排水基準を規制クラス Dにする方向性を示した。 
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なお、表 3-1に示す BOD、Fecal Coliform、Ammonia、Nitrate、Phosphate、Oil and Grease、Surfactants
の 7項目が重要水質監視項目に指定されている。 

表 3-1 放流水質基準（DAO2016-08: Table9. Effluent Standards抜粋） 

Parameters Unit 
Water Body Classification 

A B C D SB SC SD 
BOD mg/L 20 30 50 120 30 100 150
Fecal Coliform MPN/100mL 4 200 400 800 200 400 800
Ammonia as NH3-N mg/L 1 1 1 7.5 1 1 8
Nitrate as NO3-N mg/L 14 14 14 30 30 20 20
Phosphate mg/L 1 1 1 10 1 1 10
Oil and Grease mg/L 5 5 5 15 5 10 15
Surfactants(MBAS) mg/L 2 3 15 30 3 15 30

出典：DENR 

3-2-1-8 工法／調達方法・工期に係る方針 

(1) 工法 

本計画の STP建設予定地は、Cebu市の既存セプテージ脱水プラントの分離液処理用のラグーン
で、本プロジェクトの建設工事着手までに先方負担による埋立工事が実施される。STP 施設はオ
ープンカットによる直接基礎形式を計画するが、基礎の地盤許容支持力及び地震時液状化対策が

必要であり、中層混合方式による地盤改良を実施する。なお、先方負担による埋立工事の精度及

び原設計基礎の妥当性を検証するため、詳細設計時にチェックボーリング（30m深×3本）を実施
する。 

(2) 調達方法 

本計画の施設はセプテージ処理施設であるため、一般の土木・建築工事以外にプラント建設工

事が必要である。プラント建設工事は、水処理メーカー／プラント工事会社等の専門的な工事ノ

ウハウが必要であるため、総合建設業者と水処理機器メーカー／プラント工事会社によるコンソ

ーシアム結成等を含む共同受注も想定した調達計画を策定する。 

(3) 工期 

本計画の協力対象施設の建設工事は、詳細設計を含め贈与契約（G/A）から約 36ヶ月を要する
と考えられる。建設する施設は STPのみであり、段階的または分割して機能を整備させることが
難しい。したがって、期分け案件として協力計画を立案することは困難であり、国債事業制度の

適用が必要である。 
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3-2-2 基本計画（施設設計／機材計画） 

3-2-2-1 計画諸元の設定 

本プロジェクトの諸元を表 3-2に示す。選定の経緯等を次項以降に述べる。 

表 3-2 プロジェクトの計画諸元 

諸元 諸元値 備考 

計画目標年次 2025年 
計画人口 2,244,091人 プロジェクト対象地域人口 
計画収集対象世帯 469,841件 プロジェクト対象地域の計

画収集対象区域内の世帯数 
計画セプテージ収集量 392.42m3/日 計画稼働日数：280日/年 
STPの設計セプテージ処理量 400m3/日 
計画脱水汚泥ケーキ発生量 55m3/日 

出典：JICA調査団 

メガセブ・ロードマップ 2050が定める中期計画年次（2030年）を念頭におきつつ、施設建設完
了の約 3年後の 2025年をプロジェクトの計画目標年次にする。 

F/S で計画されるセプテージ収集対象地域は、Cebu 島に位置する Compostela 町、Liloan 町、
Consolacion町、Mandaue市、Cebu市、Talisay市、及びMactan島に位置する Lapu Lapu市、Cordova
町の合計 8 LGUsである。このうち、Mactan島の 2 LGUsについては、3-2-1-6で述べた PPP事業
が導入されている。そのため、本プロジェクト対象地域は、フィリピン側の要請に基づき、

Compostela町、Liloan町、Consolacion町、Mandaue市、Cebu市、Talisay市の 6 LGUsとすること
が妥当である。ただし、前段で実施された F/S に基づき、セプテージの計画収集対象区域を以下
の方針で絞り込む。 

- MCWDが実施機関であることを鑑み、MCWDが水道サービスを実施している Barangay
（市や町の下部に位置する行政単位）をセプテージの計画収集対象区域とする。 

- 同水道サービス区域外でも、水道サービス区域との連坦状況や人口を考慮した近隣
Barangayを計画収集対象区域に含む。 

- MCWDの上水道サービス契約者については、セプテージの定期収集対象とする。 
- 計画収集対象区域内であっても、MCWDの上水道サービスの非契約者については、定期
収集対象にせず、各家庭・事業所からの申し込みに基づくオンコール収集とする。 

このように対象を絞り込むと、表 3-3 のように計画収集対象区域は 119 の Barangay で構成さ
れ、プロジェクト対象地域の 88%（人口比）をカバーすることになる。なお、計画収集対象地域
の概念を図 3-2及び図 3-3に示す。 
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表 3-3 計画収集対象区域 
プロジェクト対象地域（LGU全体） 計画収集対象区域（SCA） SCAが

占める
人口の
割合 

2015年 
人口 

面積 
(ha) Barangays数 2015年 

人口 
面積 
(ha) 

Barangays数 

合計
MCWDサ
ービス有 

MCWDサー
ビス無 

Compostela町 47,898 6,890 17 32,325 1,002 6 4 2 67%
Liloan町 118,753 4,509 14 108,312 2,542 8 8 0 91%
Consolacion町 131,528 4,205 21 113,493 2,206 12 11 1 86%
Mandaue市 362,654 3,487 27 362,654 3,487 27 27 0 100%
Cebu市 922,611 29,120 80 771,532 6,562 50 50 0 84%
Talisay市 227,645 4,222 22 202,098 2,430 16 16 0 89%

合計 1,811,089 52,433 181 1,590,414 18,229 119 116 3 88%

出典：JICA調査団（人口データは 2015年センサス） 

出典：JICA調査団 

図 3-2 計画収集対象区域概念図 
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凡例 

出典：F/S, 2011, USAID（ベースマップ）に基づき JICA調査団が作成 

図 3-3 計画収集対象区域位置図 

(1) メトロセブ及びプロジェクト対象地域 

1990年、1995年、2000年、2007年、2010年及び 2015年のセンサスのデータを基に、近似二次
回帰式で 2030年までの人口を推定した結果、プロジェクト対象地域の 2017年、2025年、2030年
の人口は、表 3-4のように、それぞれ、1,920,334人、2,244,091人、2,473,829人になると推定され
る。 

また、2015年のセンサスでは、自治体別の平均世帯構成人員が公表されており、同平均世帯構
成人員を用いて世帯数を算定した。なお、ここでいう平均世帯構成人員とは、世帯内の家族であ

るか否かに関わらず、調査時点で当該住居単位に居住していた人員数を示す。 

(2) 計画収集対象区域 

上述のプロジェクト対象地域の人口・世帯のうち、MCWD が水道サービスを実施している
Barangyを基本にする計画収集対象区域の世帯数は、MCWDの顧客台帳に基づくと、表 3-5のよ
うに推計される。計画収集対象区域の 2017年、2025年、2030年の世帯数は、それぞれ、402,412
件、469,841 件、517,214 件となり、この世帯数がプロジェクトの直接的な計画収集対象世帯にな
る。 

なお、計画収集対象区域は、基本的にMCWDの水道サービス区域であるが、すべての家庭・事
業所が水道サービスの契約をしているわけではなく、計画収集対象区域の人口・世帯は、再度、

水道契約者と水道非契約者に分けられる。 

プロジェクト対象地域 
（6 LGUs） 

セプテージ計画収集対象区域 
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メトロセブ内の LGU 毎のセプティックタンク保有率は表 3-6 のように推計されている。同保
有率に推計世帯数を乗じて、プロジェクト対象地域のセプティックタンク数を表 3-7 のように算
出する。この結果、プロジェクト対象地域には、2017年時点で約 42万基のセプティックタンクが
あると推定される。 

表 3-6 セプティックタンク保有率（%） 
LGU 2015 2017 2020 2025 2030 

Compostela町 91% 91% 92% 93% 93% 
Liloan町 96% 96% 97% 98% 98% 
Consolacion町 91% 91% 92% 93% 93% 
Mandaue市 91% 91% 92% 93% 93% 
Cebu市 89% 89% 90% 91% 91% 
Talisay市 96% 96% 97% 98% 98% 
注 1：2015、2020、2025年の数値が F/Sの推計値 
注 2：2017年の数値は、2015年と 2020年の一次補間値 
注 3：下水道が計画されるので 2030年の数値は 2025年と同じとした 
出典：F/S, 2011, USAID（ただし、JICA調査団が推計を追加） 

このうち、計画収集対象区域のセプティックタンク数については、Barangay ごとの MCWD 契
約者の構成率及び大型商業施設や公的施設数に基づき、表 3-8、表 3-9及び表 3-10のように推定
される。計画収集対象区域のセプティックタンク数は、2025年には約 43.9万基、2030年には 48.3
万基になると考えられる。 
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表
 3
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ク
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タ
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タ
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メトロセブには、セプティックタンクの直上に支障物があるケースや開口部が無いなど、引抜

きが不可能なセプティックタンクがある。これらは、セプテージの収集・処理管理の対象とする

ことが困難なため、計画セプティックタンク数にセプティックタンク引抜可能率を乗じて、管理

対象セプティックタンク数を算出する。なお、F/S に基づくプロジェクト対象地域の引抜可能率
は、表 3-11 のように整理される。本件の準備調査で実施した社会調査においても引抜可能率が
89%と推定されており、同表の数値が妥当なものと判断される。 

表 3-11 セプティックタンク引抜可能率（%） 
LGU 引抜可能率(%) 

Compostela町 90 
Liloan町 90 
Consolacion町 90 
Mandaue市 80 
Cebu市 85 
Talisay市 95 

出典：F/S, 2011, USAID 
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大型商業施設および公的施設については、引抜作業を前提に建設されているため、引抜可能率

は 100%として管理対象セプティックタンク数を算出する。 

1回のセプティックタンクからの引抜量は、一般家庭については平均 2.5m3、大型商業施設およ

び公的施設については平均 5m3とする。 

以下のように休日及び施設・機材の点検日を考慮し、年間 280日稼働で計画する。 

- 1週間に 6日間稼働（313日/年） 
- 年間の祝祭日数（21日/年） 
- 1ヶ月に 1回の点検日（12日/年） 
- 年間 280日稼働（= 313 - 21 - 12日） 

プロジェクト対象地域の LGU は、セプテージの収集頻度を表 3-14 に示すように概ね 3 年～5
年で計画しており、それぞれの条例で定めている。 

表 3-14 条例が定めるセプテージ収集頻度 
LGU 収集頻度 

Compostela町 5年 
Liloan町 3～5年 
Consolacion町 5年 
Mandaue市 5年 
Cebu市 3～5年 
Talisay市 4年（一般家庭） 

2年（商工業事業所） 

出典：各 LGUの条例 

しかし、本プロジェクトの実施機関がMCWDであり、全 LGUに公平なサービスが求められる
ため、統一した計画セプテージ収集頻度で施設・機材の能力を計画する。本プロジェクトでは、

以下の理由により、計画セプテージ収集頻度を 5年にする。 

- 3 年頻度で収集すると、セプテージ量の面での事業規模が 5 年規模の約 1.67 倍になり、施
設建設費・機材調達費や維持管理費が大きくなる。 

- 既存のMactan島での PPP事業は 5年頻度収集で実施されている。同 PPP事業では、水使用
量 1m3当たり 2.20PHP のセプテージ処理料金が徴収されており、住民の支払い可能レベル
である。コストを同料金レベルに抑えるためには、5年頻度で計画する必要がある。 
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- プロジェクトの前段にある F/Sでは、5年頻度で計画しており、5年頻度であれば F/Sと整
合する。 

- 5 年であっても、ほとんどの LGU の既存条例を満たす。また、プロジェクトに合わせるよ
うに条例を変更することも可能である。 

- プロジェクト対象の 6LGUsは、5年頻度のセプテージ収集計画に合意している。 

なお、京都大学大学院地球環境学堂の原田英典助教がベトナムを事例にした研究結果で、セプ

ティックタンク内の滞留期間と処理水の BOD除去率の相関関係が以下のように推定されている。
同式から表 3-15のように BOD除去率が推定され、5年頻度のケースでも 3年頻度の BOD除去率
の約 80%の効果が推定され、水環境改善効果に差があるものの、その差は大きなものではないと
考えられる。また、5年頻度でも、配管詰まり等の障害がなければ、汚泥界面がタンク容量の限界
を超えてセプテージがオーバーフローするケースはなく、生活環境改善にはほとんど影響しない

と考えられる。 

Y = -0.61 X + 90.59 
Y：BOD除去率（%） 
X：滞留時間（月） 

表 3-15 セプテージ引き抜き頻度（滞留時間）と BOD除去率の推定 
滞留時間（年） 滞留時間（月） 推定 BOD除去率（%） 

3 36 68.63 
5 60 53.99 

出典：JICA調査団 

2-2-1-5で述べた計画収集対象区域のセプティックタンク数に、2-2-1-6から 2-2-1-10に述べた引
抜可能率、セプティックタンクあたり収集セプテージ量、年間稼働日、計画セプテージ収集頻度

を考慮すると、1稼働日当たりにMCWDの収集・処理が必要になる計画セプテージ管理量は、表 
3-16のように推定される。 

表 3-16 計画セプテージ管理量（m3/日） 
計画年 2025年 2030年

セプテージ管理量 676.67 746.35

出典：JICA調査団 

同表の数値の計算経緯は、以下のとおりである。なお、LGU毎やセプティックタンク種類毎の
算出結果を表 3-17、表 3-18、表 3-19、表 3-20及び表 3-21に示す。 

一般家庭 

1) 管理対象セプティックタンク数 ＝ 計画収集対象区域内セプティック数 × セプティ

ック引抜可能率

2) 年間収集対象セプティックタンク数＝ 管理対象セプティックタンク数 ／ 5年
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3) 1 稼働日当たり収集対象セプティックタンク数＝ 年間収集対象セプティックタンク数／

280日

4) 1 稼働日当たり計画セプテージ管理量＝ 1 稼働日当たり収集対象セプティックタンク数

× 2.5m3

大型商業施設・公的施設 

1) 管理対象セプティックタンク数 ＝ 計画収集対象区域内セプティック数

2) 年間収集対象セプティックタンク数＝ 管理対象セプティックタンク数 ／ 5年

3) 1 稼働日当たり収集対象セプティックタンク数＝ 年間収集対象セプティックタンク数／

280日

4) 1 稼働日当たり計画セプテージ管理量＝ 1 稼働日当たり収集対象セプティックタンク数

× 5m3
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2025 年において、上述の計画セプテージ管理量である 676.67 m3/日の収集・処理を実施するこ
とが理想的である。しかし、既存のセプテージ管理が以下の状況であるため、一度に 676.67 m3/日
まで計画収集量を向上させることは飛躍が大きいと考えられる。 

- MCWDには直接的にセプテージ収集・処理をした実績や実施体制がない。 

- 公的サービスとしては、Cebu市が約 50m3/日の脱水処理を実施しているが、水処理プラ

ントは無く、水処理の実績は不十分である。 
- Mactan 島の PPP 事業（能力 150m3/日）は MCWD の傘下で実施されているが、施設計
画・建設・事業運営の主体は民間会社であり、MCWD には運営維持管理への直接的関
与がない。 

そのため、本プロジェクトで計画する 2025年の計画収集量の設定に際しては、計画管理量を更
に絞り込む方針にする。 

(1) メガセブ・ロードマップに基づく上位計画との関係 

メガセブ・ロードマップ 2050 では、2030 年までに汚水の適正処理率を 50%（人口比）にする
ことを目標にしている。メトロセブには下水道がなく、既存の汚水処理のシステムは、基本的に

生活雑排水（グレイウォーター）とし尿（ブラックウォーター）が別々に処理されている。2030
年までの下水道導入が難しい環境下、グレイとブラックの両汚水を統合的に処理することは難し

い。下水道が導入されるまでの間は、それぞれの排出源で適正処理される比率を向上させること

が必要である。 

そのため、上述の適正処理率改善に寄与するべく、2030年に発生するメトロセブ内のセプテー
ジの 50%以上を処理することを上位目標に置く。 

メトロセブ全域のセプテージ発生量については、以下の仮定により、表 3-22のように推定され
る。 

- 一般家庭のセプテージ発生量は、プロジェクト対象地域と同様の平均セプティックタンク

保有率と推定世帯数から算出する。 
- 大型商業施設および公的施設については、空港があるMactan島（Lapu-Lapu市と Cordova

町）の施設数を加算してセプテージ発生量を算出する。他の LGUsについては、大型商業
施設と公的施設が極めて少ないので、特段の加算措置はとらない。 

表 3-22 メトロセブ全体でのセプテージ発生量推計（m3/日） 
項目 2017 2020 2025 2030 

メトロセブ全体の 13LGUsの世帯数 717,177 766,880 862,227 964,459 
平均セプティックタンク保有率 91% 92% 93% 93% 
メトロセブ内のセプティックタンク数推定値 652,631 705,530 801,871 896,947 
一般家庭発生セプテージ量(m3/日) 1,165 1,260 1,432 1,602 
大型商業施設及び公的施設セプテージ量(m3/日) 6 7 8 9 
計 (m3/日) 1,171 1,267 1,440 1,611 

出典：JICA調査団 
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2030年のセプテージ発生量は、メトロセブ全体で約 1,611m3/日と推定される。そのため、2030
年に、メトロセブ全体で 806m3/日以上を収集・処理すれば、上位計画を満足できる。なお、これ
をプロジェクト対象地域に絞った場合、以下のように、2030年に 611 m3/日以上の処理が求められ
ることになり、前述のように 746.35 m3/日を 2030年の目標値とすれば、十分に上位計画達成に貢
献する。 

- 2030年のメトロセブのセプテージ発生量は 1,611m3/日である。 
- 上記の 50%を処理目標にするならば、目標は 806m3/日になる。 
- 既存のMactan島及び Naga市の能力は、それぞれ 150 m3/日、45 m3/日であり、合計 195 m3/
日である。 

- 既存の Cebu市のセプテージ脱水事業は、本プロジェクトに置き換えられるため、2030年の
処理量としては計画しない。 

- 2030年に本プロジェクトの施設が 611 m3/日（＝806 m3/日 - 195 m3/日）以上の処理を実施
すれば、メガセブ・ロードマップの目標を十分に満足する。 

(2) 本プロジェクトの計画セプテージ収集量（2025年） 

プロジェクトの実施機関が MCWD であり、セプテージ処理料金は上水道料金に上乗せする形
で収受されるため、MCWDの上水道契約者を主要なセプテージ収集先として設定することが合理
的である。そのため、まず、計画収集対象区域のMCWD上水道の契約者のセプテージを 100%収
集することを計画する。しかし、セプテージは上水道の非契約者のセプティックタンクでも発生

し、セプテージの引抜・収集需要は存在するため、本プロジェクトでは、上水道非契約者の 20%
のセプテージは収集・処理できる能力を計画する。同計画量を表 3-23に示す。また、計画の概念
を図 3-4に示す。 

表 3-23 プロジェクトの計画セプテージ収集量（2025年） 

項目 
2025 

計画セプテージ管理量 
（m3/日） 計画収集率 計画セプテージ収集量 

（m3/日） 
MCWDの上水道契約者 321.36 100% 321.36 
MCWDの上水道非契約者 355.31 20% 71.06 
合計 676.67 392.42 

出典：JICA調査団 

出典：JICA調査団 
図 3-4 プロジェクトで整備するセプテージ処理能力 

分類 2025 2030
水道契約者
のセプテージ

(m3/日)

水道非契約
者のセプテー
ジ (m3/日)

合計 水道契約者
のセプテージ

(m3/日)

水道非契約
者のセプテー

ジ (m3/日)

合計

計画セプテー
ジ収集量

321.36 71.06 392.42 349.91 396.44 746.35

20%収集100%収集 100%収集100%収集

本プロジェクトの対象 将来の事業拡張後の対象
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2025年の施設整備目標は、対象にする上水道非契約者数を 20%に設定しているため、計画セプ
テージ収集量が 392.42 m3/日である。しかし、2030 年には全ての上水道非契約者を対象にする必
要があるため、セプテージ収集量がプロジェクト対象地域全体で 746 m3/日に上る。ただし、STP
建設予定地（Amconサイト）では、面積的な制約から 450 m3/日級を大きく超える規模に拡張する
ことは難しい。したがって、2030 年時点では、新たに約 300 m3/日級以上の STP整備が必要にな
る。 

この背景下、本プロジェクトでは、以下の考え方で整備計画を進める。 

① 本プロジェクトの STP建設予定地は Cebu市内に位置し、プロジェクト対象地域の南部に
位置するため、南部 STPと呼ぶ。

② 本プロジェクトでは、2025年を目標に南部 STPのみを整備する。対象地域は、北部地域を
含むプロジェクト対象地域全域とし、その規模は、2025年の計画セプテージ収集量の
392.42 m3/日を満たすものとする。

③ 南部・北部の分割は、プロジェクト対象地域で第 2の規模の LGUであるMandaue市を北
部に含むものとし、LGU構成を表 3-24のように計画する。

④ 南部のセプテージは 2030年に 430 m3/日を超えると想定されるため、南部 STPは、2030年
に必要な施設規模を念頭に置いた設計をする。

⑤ 2030年には、プロジェクト対象地域全体で 746 m3/日に上るセプテージ量が想定されるた
め、北部に STPを整備する。その規模は、北部での処理が必要な 316 m3/日級以上のもの
とし、北部地域専用の STPとする。なお、北部 STPの建設は、本プロジェクトから切り離
し、MCWDが事後に別途計画するものとする。

⑥ 北部 STPの施設建設に伴い、本プロジェクトで建設する STPを南部地域専用に変更する。

表 3-24 2030年以降のセプテージ管理の南北分割計画 
北部地域 南部地域 

1. Compostela町
2. Liloan町
3. Consolacion町
4. Mandaue市

1. Cebu市
2. Talisay市

出典：JICA調査団 

この結果、2030年には、北部及び南部の STPに必要な能力はそれぞれ表 3-25に示すとおりに
なる。 

表 3-25 処理対象セプテージ量（m3/日） 
STP 2025 2030 

北部 392 
（南部で全量対応） 

316 
南部 430 

Total 392 746 
出典：JICA調査団 
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(1) 処分方法 

セプテージ脱水後の分離液は、排水基準に基づき処理された後に河川に放流される。一方、脱

水後の固形物である脱水汚泥ケーキは、廃棄物としての埋立処分を必要とする。 

脱水汚泥ケーキについては、燃料化・コンポスト化・建設材料化等のリサイクル代替案がある

が、セプテージ処理事業導入前で、脱水汚泥ケーキの量や性状等の実績がない段階ではリサイク

ル計画は策定できない。そのため、本プロジェクトでは、埋立処分する方針で計画する。 

(2) 埋立処分先 

プロジェクト対象地域の LGU は、Consolacion 町内の広域ごみ埋立処分場（民間施設）でごみ
を処分している。そのため、同処分場が処分先の第一候補であるが、オープンダンピングで廃棄

物が山積状態になっており、脱水汚泥ケーキを受け入れる余力はないと考えられる。その他の代

替案は表 3-26に示すとおりであり、このうち、Binaliw処分場（Cebu市内、民間施設）が距離・
道路幅員・受入れ能力の観点で優位性が高い。そのため、本プロジェクトでは、Binaliw処分場に
脱水汚泥ケーキを埋立処分する方針で計画する。 

なお、工業排水等が含まれていないセプティックタンク由来のものなら、脱水汚泥ケーキを廃

棄物処分場に処分することは環境許可（以下、ECCという）の範囲内であり、ECC上も脱水汚泥
ケーキの処分に問題ない。 

表 3-26 脱水汚泥ケーキの埋立処分場代替案 
代替案

No. 概要 優劣 

1 Carmen広域処分場（Cebu州の PPPプロジェクト） 
Cebu州と民間会社が PPPでの建設を計画中である。規模や設備
は十分と想定されるが、まだ F/S の着手に至っていない。ただ
し、工事に着手されれば、第 1期の埋め立て開始までに 12ヶ月
間程度で対応可能と見込まれている。 

計画中の処分場であり、本プロジ
ェクトに間に合わないリスクが
ある。そのため、当処分場を前提
にした計画は不適切である。 

2 Talisay処分場（Talisay市営、運営は外部委託） 
浸出水対策があり、残存能力も十分である。浸出水処理設備は稼
働していないので、この修理は必要。Talisay市は、MCWDと処
分契約をすれば提供可能とのことだが、STPから遠いこととアク
セス道路の狭さが難点である。ここを利用する場合、3トン級ト
ラックでのピストン輸送が必要である。 

稼働中処分場であり、すぐにも使
える。ただし、距離的に遠いこと
と狭小アクセス道路のため、運搬
効率が悪い。したがって、第二候
補とすることがふさわしい。 

3 Binaliw処分場（セブ市内、民間施設） 
民間会社が開発・建設中のごみ処分場。ECCは発行済みで、最初
の処分用セルはほとんど完成している。遮水シートや浸出水処
理施設も準備されている。Cebu 市のごみを中心的に受け入れる
方針だが、脱水汚泥ケーキも受け入れ可能である。 

Talisayよりアクセスが良く、大型
車も受け入れられる。建設中だ
が、ほとんど完成しているため、
第一候補とする。 

出典：JICA調査団 

(3) 有効利用 

農業従事者への個別ヒアリングから、品質が良ければコンポストを使いたいとする意見がある

ことを確認した。しかし、セプテージ処理事業を開始していない調査段階でコンポスト製品の品
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質や量を保証することは難しい。また、発生する脱水汚泥ケーキの全量をコンポスト化し、売却

することも難しいと考えられる。そのため、本プロジェクトには、脱水汚泥ケーキのリサイクル

等の有効利用計画を含まないことにする。 

脱水汚泥ケーキに対しては、コンポスト化や燃料化の有効利用代替案があり、減容化に伴う運

搬・処分量の低減化も考えられるため、プロジェクト施設の供用開始後に、MCWDが有効利用に
ついて別途調査・計画を実施することが期待される。 

3-2-2-2 施設設計 

本プロジェクトの STPの設計容量を表 3-27に示す。2025年においては、プロジェクト対象地
域全域が対象になり、400m3/日の能力整備が必要である。 

表 3-27 STPの設計容量（m3/日） 
2025年の計画セプテージ収集量 2030年 

（参考値）MCWD 
契約者 

MCWD 
非契約者 合計 

321.36 71.06 392.42 430.64 
注 1：2025年はプロジェクト対象地域全体の計画処理量 
注 2：2030年は南部地域のみの計画処理量 
出典：JICA調査団 

なお、STP の点検時や非常時でも全面休止を避ける必要性から、複数系列になるように計画す
る。系列数および系列ごとの容量は、2030 年に必要となる能力を考慮し、表 3-28 にように設定
する。ただし、本プロジェクトの計画目標年次は 2025年なので、設置する機器類については、可
能な限り約 400m3/日の能力にする。 

表 3-28 STPの処理系列数 
2025 2030 

規模(m3/日) 系列数 
系列当たり
規模 

(m3/日) 
規模(m3/日) 系列数 

系列当たり
規模 

(m3/日) 
400(435)* 3 145* 435 3 145 

注：2025年において土木施設については 435m3/日の規模で整備し、機電設備は 400m3/日で計画し、2030
年に増設する計画とする。 
出典：JICA調査団 

一方、2025年における脱水汚泥ケーキ量は、400m3/日のセプテージ処理量に対し、下記及び表 
3-29に示すように約 55m3/日と想定される。 

- 新規受入セプテージの固形物量： 10,000kg/日（受入量 400m3/日、濃度 25,000mg/L） 
- 余剰汚泥からの戻り量： 160kg/日 
- 凝集剤添加量： 274kg/日 
- 脱水機へ投入される固形物量： 10,000kg/日＋160kg/日＋274kg/日＝10,434kg/日 
- 脱水機で汚泥側に回収される固形物量の回収率： 95% 
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- 脱水ケーキ中の固形物量： 10,434 kg/日×95/100＝9,912kg/日 

脱水汚泥ケーキの固形物量は 9,912kgDS/日と想定され（kgDSは、絶乾重量の単位）、脱水汚泥
ケーキの水分を 80%とすると脱水汚泥ケーキの重量は以下のとおり 49.56tである。 

9,912kgDS/日 ／ (100-80)%/100＝ 49,560kg → 49.56t 

脱水汚泥ケーキをトラックに積載する場合の締固められてない状態の見かけ比重を 0.9t/m3とす

ると、脱水汚泥ケーキの体積は以下のとおり 55m3となる。 

49.56t ／ 0.9t/m3＝ 55.06 → 55m3 

表 3-29 脱水汚泥ケーキ量（m3/日） 
施設規模（m3/日） 脱水汚泥ケーキ（m3/日） 

400 55 
出典：JICA調査団 

(1) 受入れセプテージの性状・水質 

STP の計画水質設定にあたっては、フィリピンにおけるセプテージの既存水質データを基本と
する。ただし、フィリピン国内のデータが無い、またはデータが少ない水質項目については、性

状が類似している日本のし尿等に関する文献を参考にする。 

今回の準備調査で入手したセプテージに関する水質資料は、以下の 3種類である。 

- 資料 1：現地再委託により、Cebu市の既存セプテージ脱水プラントで採取・分析を行っ
た資料（3サンプル） 

- 資料 2：「フィリピン国セブ市浄化槽汚泥の脱水装置の普及・実証事業業務完了報告書」    
に記載されている既存セプテージ脱水プラントの過去の資料（16サンプル） 

- 資料 3：マニラ首都圏 Las Pinas市の Alabang ZapoteSTP（以下、Alabang Zapote STP）の
分析資料（20サンプル） 

なお、本書で用いる水質関連用語の定義を表 3-30及び表 3-31に示す。 

表 3-30 水質関連用語の説明 
項目 説明 

セプテージ バキューム車で STPに搬入される受入セプテージ 
分離液 脱水機で固液分離された液体（水処理施設で処理） 
除去率 脱水機で脱水汚泥ケーキ側に回収される水質濃度の割合 

出典：JICA調査団 
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表 3-31 水質項目の説明 
水質項目 説明 

TSS 全浮遊物質 
BOD 生物化学的酸素要求量 
COD 化学的酸素要求量 

（酸化剤として二クロム酸カリウム使用） 
T-N 全窒素 
T-P 全りん 

出典：JICA調査団 

資料 1～3 の平均値をまとめたものを表 3-32 に示す。なお、各資料の水質分析結果を資料-6-3
に示す。 

表 3-32 今回調査で入手した水質データ 
資料 1 

今回採取・分析 
（3サンプル） 

資料 2 
業務完了報告書 
（16サンプル） 

資料 3 
Alabang Zapote STP 
（20サンプル） 

セプテージ 
(mg/L) 

TSS 11,063 ※(23,812) 13,535 
BOD 7,127 4,235 3,204 
COD 14,290 13,099 13,204 
T-N 1,337 データなし データなし 
T-P 445 データなし データなし 

分離液 
(mg/L) 

TSS 158 ※(202) データなし 

BOD 374 481 データなし 
COD 972 863 データなし 
T-N 378 データなし データなし 
T-P 55 データなし データなし 

除去率 
(%) 

TSS 98.6 ※(99.2) データなし 

BOD 94.8 88.6 データなし 
COD 93.2 93.4 データなし 
T-N 71.7 データなし データなし 
T-P 87.6 データなし データなし 

注：( )内はセプテージの TSSで 1,000以下のデータを除いた 6データの平均値 
出典：JICA調査団 

1) TSS、BOD、COD

TSS、BOD、COD の 3種類の水質項目については、表 3-33 のとおり、資料 1～3の合計 39デ
ータがあるため、これらに基づき設定する。セプテージの性状は、収集先のセプテージ貯留状況

等により変動が大きいため、データの平均値に 50%の安全率を見込んで計画値とする。 

ただし、TSS については、明らかに信頼性が不確かと思われるデータ（セプテージの TSS で
1,000mg/L以下）を排除した平均値を用いた。 
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表 3-33 TSS、BOD、CODの設計値 

水質項目 データの平均値 
（mg/L） 

平均値×1.5 
（mg/L） 

設計値 
（mg/L） 

TSS 15,406 23,109 25,000 
BOD 3,929 5,894 6,000 
COD 13,244 19,866 20,000 

出典：JICA調査団 

2) 全窒素と全リン（T-N、T-P）

全窒素と全リンについては、既存プラントでは測定を行っておらず、現地再委託で行った水質

調査が唯一のデータである。前掲の表 3-32のとおり、3サンプルを入手したが、測定値が大きく
異なり信頼性に欠くものと判断される。そこでセプテージと性状が似ているし尿の既存公表値を

用いることにし、全国都市清掃会議が定めた「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要

領 2006改訂版」に掲載されている搬入し尿の平均値を採用した。 

ただし、今回計画する分離液処理施設は、循環式硝化脱窒法により生物学的に窒素を除去する

水処理プロセスとなる。このため、生物処理による処理水質の変動等が避けられないため、窒素

については平均値の約 10%程度の安全率を考慮して 3,000mg/Lに設定する。 

リンについては、薬品添加による凝集沈殿により除去するプロセスであるため処理が安定して

いる。このため、安全率を考慮せずに平均値である 350 mg/Lに設定する。 

表 3-34 T-N、T-Pの設計値 

水質項目 文献値 
（mg/L） 

設計値
（mg/L） 

T-N 2,700 3,000
T-P 350 350

出典：JICA調査団 

3) 受入セプテージの設計水質

上述の結果、STPで受け入れるセプテージの設計水質を表 3-35のように設定する。 

表 3-35 受入セプテージの設計水質 

項 目 セプテージ 
流入水質(mg/L) 

TSS（全浮遊物質） 25,000
BOD（生物化学的酸素要求量） 6,000

COD（化学的酸素要求量） 20,000
T－N（全窒素） 3,000
T－P（全リン） 350

出典：JICA調査団 

(2) 脱水による TSS、BOD、COD除去率 

Alabang Zapote STP の資料には分離液の水質データが無いため、資料 1 と資料 2 のデータを使
用して除去率を設定する。脱水による TSS、BOD、COD除去率の計画値を表 3-36に示す。 
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表 3-36 脱水による TSS・BOD・COD除去率 
水質項目 データの平均値（％） 設計値（％） 

TSS 99.0 95 
BOD 89.6 90 
COD 93.4 90 

出典：JICA調査団 

(3) 脱水による T-N、T-P除去率 

T-N、T-Pについては、現地再委託により既存セプテージ脱水プラントで採取・分析を行った資
料 1しかない。そのため、脱水による T-N、T-Pの除去率の設定にあたっては、除去率が脱水機の
機種により異なることを考慮し、本プロジェクトで選定した多重板型スクリュープレス脱水機の

実績値を参考に設定する。脱水による T-N、T-P除去率の計画値を表 3-36に示す。 

表 3-37 脱水による T-N、T-P除去率 
水質項目 データの平均値（％） 設計値（％） 

T-N 91.2 85 
T-P 87.9 80 

出典：JICA調査団 

(4) 分離液水質 

水処理施設に流入する分離液の水質は、上述した受入セプテージの水質、脱水機での各水質項

目の除去率及び系内からの余剰汚泥や添加する凝集剤を考慮して設定する。 

水処理施設に流入する分離液の設計水質を表 3-38に示す。 

分離液水質＝ 受入セプテージ × (100 - 除去率) / 100(mg/L) 

表 3-38 分離液の設計水質 

項 目 受入セプテージ 
(mg/L) 

除去率 
（%） 

分離液水質 
(mg/L) 

TSS（全浮遊物質） 25,000 95 1,250 
BOD（生物化学的酸素要求量） 6,000 90 600 

COD（化学的酸素要求量） 20,000 90 2,000 
T－N（全窒素） 3,000 85 450 
T－P（全リン） 350 80 70 

出典：JICA調査団 

(5) 基本処理プロセス 

STPは、大きく分けて次のプロセスに分類される。 

① 収集されたセプテージの受け入れ施設

② 脱水設備

③ 水処理施設

Cebu 市の既存セプテージ脱水プラントは脱水装置の普及・実証事業として建設されたもので、
ここでは、多重円盤型スクリュープレス脱水機を活用して、受入セプテージを直接脱水し、分離



98 

液を既設ラグーンへ送る直接脱水方式が実施されている。また、Mactan島 Cordovaの既存 STP及
び Alabang ZapoteSTPでも、汚泥脱水機を活用して受入セプテージを直接脱水し、分離液を水処理
施設送る直接脱水方式で施設整備されている。 

運転・維持管理ノウハウの共有を期し、本プロジェクトにおいても同様の方式を採用する。そ

のため、本プロジェクトの STPの基本処理プロセスは次のとおりである。 

- 収集されたセプテージの受け入れ施設 
- 前処理施設（スクリーン・除砂） 
- 脱水設備 
- 水処理施設 

なお、臭気濃度が比較的高い受入ユニット、受入槽、脱水機等の臭気対策として、脱臭設備を

設置する。 

出典：JICA調査団 

図 3-5 処理プロセス（直接脱水方式） 

(6) 水処理施設の処理方法検討 

水処理施設での処理水は、隣接するMahiga Creekに排出される。なお、排出水の水質について
は、前述の排水基準である DAO2016-08 が適用される。この省令により、窒素・リンの規制が加
わったため、これに対応できる処理方式として、次に示す 5 種類の処理方式を比較検討した。そ
の結果、費用及び維持管理性に優れる循環式消化脱窒法（凝集剤併用）を選定する。比較検討結

果を図 3-6に示す。 

- 循環式消化脱窒法（凝集剤併用） 
- A2O嫌気無酸素好気法 
- 膜分離脱窒法 
- SBR回分式 
- 浄化槽 

近年、アナモックス反応を利用した高濃度窒素排水からの窒素除去技術への応用が図られつつ

ある。アナモックス反応とは、排水中のアンモニア性窒素と亜硝酸性窒素をアナモックス細菌の

働きで直接窒素ガスに変換するもので、従来の生物学的硝化脱窒法に比べてエネルギー消費の少

ない窒素除去技術である。日本では、数都市で実証実験が実施されており、平成 29年より大阪市
で実施設が稼働している。しかしながら、今回のセプテージ脱水分離液は、下水処理場における

嫌気性消化汚泥の脱水ろ液と窒素濃度が高いという特性は同様であるが、以下の点で導入の優位

性が低い。そのため、アナモックスプロセスの導入は見送る。 

セプテージ ①受入装置 ②受入槽 ③脱水機

④流量調整槽 ⑤水処理施設 ⑥最終沈殿池 ⑦消毒

排出(トラック)

脱水汚泥ケーキ

分離液

放流(公共水域)
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- 計画水質の C-BOD5 濃度が 100mg/L を超えており、有機物除去施設の設置が必要とな
る。 

- 計画水質のアンモニア性窒素濃度が 300mg/L 未満であるため、技術の適用外となる。 
- アナモックスプロセスを導入しても、それだけでは放流水質基準を満たさないと考えら

れ、後段に放流水質基準を満足させるための窒素除去施設の設置が必要になる。そのた

め、建設費と維持管理費の増加が見込まれる。 
- 亜硝酸化槽やアナモックス槽に、pH 計、アンモニア濃度計、亜硝酸濃度計等の多数の

水質計器を設置しなければならないため、複雑で高度な運転管理技術が必要となる。 
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(7) 脱水設備の仕様検討 

脱水機についても複数の機種があり、それぞれ異なる特徴がある。現在、下水汚泥の脱水に採

用されている代表的な機種を図 3-7 に示す。このうち、多重板型スクリュープレス脱水機は、日
本において小規模施設で数多くの採用実績があり、低速回転で機械的な構造が単純、節水、低騒

音・低振動、省エネルギー性に優れている等の特徴がある。さらに、Cebu市の既存セプテージ脱
水プラントにおいて稼働実績を有しており、良好な運転成績を示している。既存セプテージ脱水

プラントの運転・維持管理ノウハウの有効活用が可能ため、本プロジェクトでは、多重板型スク

リュープレス脱水機を適用する。 

出典：JICA調査団 

図 3-7 代表的な脱水装置 

主要施設レイアウトを図 3-8に示す。 
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出典：JICA調査団 

図 3-8 STPレイアウト図 
 

STPでは、昼間の 8時間にバキューム車で 400m3/日のセプテージを受入れることを基本計画と
する。セプテージは、受入貯留槽に流入後、脱水機で脱水処理される。脱水機の運転時間もセプ

テージ受入時間と同じ 8 時間とする。ただし、セプテージの脱水過程で発生する分離液は、流量
調整槽に流入後、24時間連続で均等に水処理施設に流入して処理される。 

配置する主要施設・設備の概要は、次のとおりである。 

① 受入設備：バキューム車で搬入されるセプテージの中に含まれる夾雑物と砂を除去すると
ともに、セプテージ量を電磁流量計で計測する。 

② 受入貯留槽：受け入れるセプテージは質的にばらつきがあるため、受入装置で夾雑物と砂
が除去されたセプテージを貯留するとともに、撹拌することにより均質化を図る。 

③ 脱水機：セプテージを含水率 80%程度に脱水することにより、容量を 10%程度に減量化す
る。受け入れたセプテージは脱水汚泥ケーキと分離液に分離される。 

④ 流量調整槽：分離液は水処理施設で処理されるが、水処理施設に 24 時間均等に流入させ
るために、前段に流量調整槽を設置する。 

⑤ 反応タンク：DAO2016-08の基準を満足するように脱水後の分離液を処理する。 
⑥ 最終沈殿池：反応タンクの中で生物処理によって発生する活性汚泥と処理水を分離する。 
⑦ 消毒槽：最終沈殿池で分離した処理水中に残存する細菌を消毒して、放流水の安全性を高

める。 

MahigaCreek 

放流渠 
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400m3/日のセプテージを 8 時間で処理するために必要な施設及び設備の容量／能力は、メンテ
ナンス時に運転継続をするための複数系列を考慮すると、表 3-39のとおり算定される。なお、算
定の経緯は 2-2-2-8以降に後述する。 

表 3-39 主要な施設及び設備の容量/能力 
施設/設備 項目 単位 容量/能力 

受入セプテージ 受入量 m3/日 400 m3/日 
受入設備 能力 

運転時間 
m3/分 
時間/日 

1.0 m3/分×2基（8時間/日） 

受入貯留槽 容量 m3 218m3×2槽 （1日分） 
脱水機 能力 m3/時 25m3/h以上×2基 

流量調整槽 容量 m3 158m3/槽×2槽 
反応タンク 容量 m3 施設規模：162m3（好気槽 72m3＋無酸素槽 90m3）/系

列×3系列 
設備の容量/能力：145m3×3系列=435 m3 

最終沈殿池 容量 m3 45m3×3系列 
消毒槽 能力 m3/日 1.2m3/槽×1槽 

出典：JICA調査団 

フィリピンでは公共施設の設計・施工は、DPWHが制定した”Standard Specifications for Highways, 
Bridges and Airports”（通称「Blue Book」）を基準に実施される。本プロジェクトでも、同基準に
準拠して設計・施工を計画する。 

また構造物については、所在する LGUの建築部（Office of Building Officer：以下、OBOという）
から許可を取得する必要があり、根拠法となる National Building Codeやその施行政令に定められ
た手続きが必要で、政令に記載された NSCPを参照する必要がある。 

各 LGUの OBOからの許可取得にあたり、構造や使用材料の適否について、それぞれの LGUの
技術室（Engineering Office）の審査が必要である。使用材料の基準については LGUごとに異なっ
ており、本プロジェクトの STPが立地する Cebu市では表 3-40に示す材料基準が適用される。 

表 3-40 Cebu市の材料基準 
項目 基準 

コンクリート圧縮強度 27MPa (4,000psi) 
鋼材降伏強度 414MPa (60,000psi) 
コンクリート重量 23.5kN/m3  (150lb/ft3) 

出典：JICA調査団 

本プロジェクトでは、Cebu市の既存セプテージ脱水プラントの水処理用ラグーンを埋立て、埋
立てた地盤の上にSTPを建設する。同埋立工事はMCWD側が、”Standard Specifications for Highways, 
Bridges and Airports”（通称「Blue Book」）に基づき、設計・施工する。なお、埋立に必要な土は
Cebu市から、工事に必要な建設機械類は Cebu州から提供される計画である。 
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埋立工事及び STP 建設工事の際、MCWD は既存セプテージ脱水プラントの操業を工事期間中
も継続する必要があるが、埋立工事により従来のラグーン面積を確保できなくなる。そのため、

MCWD市は、ラグーンをリハビリし、埋立工事中及び STP建設工事も水処理を継続する。 

既存施設の脱水機からは、最大で約 100m3/日の分離液が発生する。この分離液の処理水質とし
て DAO2016-08の排水基準である BOD120mg/L以下を満足させるためには、仮設のばっ気槽及び
沈殿槽を設置するリハビリが必要となる。既存ラグーン内の深さは約 4m であるため、約 300m3

のばっ気槽と約 200m3の沈殿槽が計画されている。また、安定的なばっ気処理を行うため、ばっ

気装置（0.75kW×1台）の設置が計画されている。 

なお、必要な施設・設備の容量は以下のように確認される。 

(1) 検討条件 

- 最大受入セプテージ 90m3/日（既存脱水機の最大能力）の場合、既存脱水機からの分離液
発生量は、8時間運転として 104.5m3/日と想定される。 

- 分離液の BODは 600mg/Lに設定する。 
- 放流水の BODは 120mg/Lに設定する。 
- 発生汚泥量は、分離液発生量の 5%として設定すると、104.5×0.05=5.225m3/日となる。 
- BOD容積負荷は、0.2kg/m3/日に設定する。 

(2) ばっ気槽 

- 600mg/L (g/m3) × 104.5 m3/日 × 1 / 1000 ÷ 0.2kg/m3/日 ＝ 313.5 m3 ≒ 300 m3 

(3) 沈殿槽 

- 5.225m3/日 × 30日 ＝ 156.75 m3 ≒ 200 m3 

(4) ばっ気装置（0.75kW×1台） 

- BODの酸化に必要な酸素量 Od1（kgO2/日）は、脱窒により消費される BOD量の減少分
を考慮しない場合、Od1=0.5～0.7（kg/O2/kgBOD) × 除去 BOD（kgBOD/日）と想定され
る。 

- 0.5～0.7 × (600-120)mg/L  × 104.5m3/日 × 1/1000 ＝ 25.08～35.112kgO2/日 
- 機械撹拌式の酸素移動効率 Epを 2kg/kWh（縦型 1.8～2.3）とした場合、 
必要動力（P）は、以下のようになる。 
P(kW) ＝ 必要酸素量 /（Ep×24）＝ 0.5225～0.7315kW ≒ 0.75kW×1台 

(5) 仮設水処理設備のコンセプト 

上述のばっ気槽及び沈殿槽は、既存ラグーンを土嚢またはコンクリート壁で締め切ることで設

置することとし、同ばっ気槽及び沈殿槽として残置する部分以外に対してラグーンを埋め立てる。

同工事のコンセプトを図 3-9に示す。 
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出典：JICA調査団 

図 3-9  STP用地の仮設ラグーンイメージ図 

埋立及び水処理設備範囲のイメージを図 3-10に示す。 

出典：JICA調査団 

図 3-10 STP用地の埋立及び仮設計画イメージ図 

本プロジェクトの現地調査で実施した土質調査（ボーリング調査）結果から、本プロジェクト

の土質条件を表 3-41のように設定する。また、土質調査地点を図 3-11に示す。なお、ボーリン
グ調査で GL-約 20mから N値 50以上の基盤層と呼べるものが存在すると確認された。 

表 3-41 土性値 
BH-1 BH-2 BH-3 

地盤材料 
（概要） 

0.0m-1.0m: Sandy Lean Clay 
1.0m-2.0m:Silty Clayey Gravel 
2.0m-3.0m:Sandy Silt 
3.0m-4.0m: Silty Gravel 
4.0m-6.0m: Lean Clay 
6.0m-7.0m: Fat Clay 
7.0m-8.0m:Elastic Silt 
8.0m-9.0m: Sandy Lean Clay 
9.0m-11.0m: Clayey Sand 
11.0m-12.0m: Sandy Lean Clay 
12.0m-15.0m:Silt 
15.0m-19.0m: Sandy Lean Clay 
19.0m-20.0m: Silty Gravel 
20.0m-21.0m: Sandy Lean Clay 
21.0m-22.0m:Clayey Gravel 
22.0m-24.0m: Lean Clay 
24.0m-30.0m: Clayey Gravel 

0.0m-1.0m:Gravelly 
1.0m-2.0m:Silty Gravel 
2.0m-3.0m:Clayey Gravel 
3.0m-4.0m:Lean Clay 
4.0m-16.0m:Fat Clay 
16.0m-18.0m: Lean Clay 
18.0m-24.0m: Clayey Sand 
24.0m-30.0m: Clayey Gravel 

0.0m-1.0m: Silty Gravel 
1.0m-2.0m: Clayey Gravel 
2.0m-3.0m: Clayey Sand 
3.0m-4.0m: Silty Gravel 
4.0m-6.0m: Sandy Silt 
6.0m-7.0m: Sandy Lean Clay 
7.0m-12.0m: Clayey Sand 
12.0m-19.0m: Fat Clay 
19.0m-22.0m: Clayey Sand 
22.0m-25.0m: Clayey Gravel 
25.0m-26.0m: Sandy Lean Clay 
26.0m-30.0m: Clayey Gravel 
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BH-1 BH-2 BH-3 
N値 0.0m-1.0m:41 

1.0m-2.0m:56 
2.0m-3.0m:6 
3.0m-4.0m:4 
4.0m-5.0m:11 
5.0m-6.0m:13 
6.0m-7.0m:18 
7.0m-8.0m:23 
8.0m-9.0m:24 
9.0m-10.0m:55 
10.0m-11.0m:40 
11.0m-12.0m:29 
12.0m-13.0m:38 
13.0m-14.0m:34 
14.0m-15.0m:26 
15.0m-16.0m:36 
16.0m-17.0m:93 
17.0m-18.0m:88 
18.0m-19.0m:82 
19.0m-20.0m:105 

0.0m-1.0m:6 
1.0m-2.0m:86 
2.0m-3.0m:32 
3.0m-4.0m:9 
4.0m-5.0m:9 
5.0m-6.0m:18 
6.0m-7.0m:14 
7.0m-8.0m:23 
8.0m-9.0m:30 
9.0m-10.0m:25 
10.0m-11.0m:47 
11.0m-12.0m:57 
12.0m-13.0m:38 
13.0m-14.0m:51 
14.0m-15.0m:39 
15.0m-16.0m:43 
16.0m-17.0m:42 
17.0m-18.0m:30 
18.0m-19.0m:38 
19.0m-20.0m:58 

0.0m-1.0m:20 
1.0m-2.0m:15 
2.0m-3.0m:25 
3.0m-4.0m:17 
4.0m-5.0m:2 
5.0m-6.0m:8 
6.0m-7.0m:22 
7.0m-8.0m:27 
8.0m-9.0m:31 
9.0m-10.0m:30 
10.0m-11.0m:62 
11.0m-12.0m:42 
12.0m-13.0m:34 
13.0m-14.0m:43 
14.0m-15.0m:30 
15.0m-16.0m:27 
16.0m-17.0m:24 
17.0m-18.0m:17 
18.0m-19.0m:31 
19.0m-20.0m:50 

出典：JICA調査団 

出典：JICA調査団 

図 3-11 土質調査地点 

受入棟、水処理・脱水機棟、管理棟のそれぞれについて、許容支持力と液状化の検討を行った

結果、以下の理由から、杭基礎を採用せず、地盤改良を実施して直接基礎方式を採用する計画と

する。なお、地盤改良は、直接基礎の下端から深さ 6.0～6.5mの中層混合処理工法とする。 

構造物の鉛直荷重と許容支持力の関係を、表 3-42に示す。 

表 3-42 構造物の鉛直荷重と許容支持力 
項目 鉛直荷重（kN/m2） 許容支持力（kN/m2） 

受入棟 77.4 69.8 
水処理・脱水機棟 87.2 72.2 
管理棟 112.3 123.6 

出典：JICA調査団 

0m         50m

BH-1 

BH-2 

BH-3 
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(1) 検討条件 

- 受入棟及び水処理・脱水機棟については、構造物直下に N値 8～9の土層が存在すると
想定され、直接基礎とした場合、地盤支持力が構造物の自重等による鉛直荷重を下回る

と考えられる。 
- 管理棟においては、フーチング基礎に対する許容支持力が、鉛直荷重をわずかに下回る。

また、N 値 15～25 を示す土層に直接載荷されることになるが、一部はラグーンを埋め
たてた上部になるため、支持地盤が一様でない。 

- 建設予定地の地下水位が高い上、砂層が存在するため、3棟とも液状化の影響を受ける
可能性がある。液状化対策としての地盤改良が必要となる。 

(2) 検討結果 

以下のように杭基礎による解決方法と地盤改良による解決方法があるが、GL-20m 程度に位置
する基盤層への杭基礎を適用するより、地盤改良をして直接基礎をする方が安価なため、地盤改

良をして直接基礎をする方法を採用する。 

1) 杭基礎の場合
GL-約 20mから存在するN値 50以上の基盤層までPC杭を打設する。400mm×400mm
の PC杭が受入棟で約 50本、水処理・脱水機棟で約 110本、管理棟で約 40本必要と
なる。 

2) 地盤改良をして直接基礎をする場合

- 受入棟 

想定される自重（77.4kN/m2）に対し、GL-5.8m付近の土層は N値が 8で許容支

持力が 69.8kN/m2程度と想定される。このため、深さ 6.0m の中層混合処理工法

で地盤改良する。 

- 水処理・脱水機棟 

想定される自重（87.2kN/m2）に対し、GL-3.4m付近の土層は N値が 9で許容支

持力が 72.2kN/m2程度と想定される。このため、深さ 6.5m の中層混合処理工法

で地盤改良する。 

- 管理棟 

想定される自重（123.6kN/m2）に対し、GL-4.0m付近の土層は N値が 20で許容

支持力が 112.3kN/m2程度と想定される。このため、深さ 6.0mの中層混合処理工

法で地盤改良する。 

- 液状化 

地下水位 1.5mで、約 GL-4.0～6.0m付近に砂層があるため地震時に液状化する可

能性がある。液状化防止のために、上記の支持力不足対策と合わせ、地盤改良が

必要である。 

- 地盤改良深さ 

上記の結果、必要な地盤改良深さを表 3-43に示す。 
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表 3-43 地盤改良深さ 
項目 地盤改良長さ（m） 地盤改良 GLからの深さ（m） 

受入棟 6.0 GL-約 4.0-10.0 
水処理・脱水機棟 6.5 GL-約 1.1-7.6 
管理棟 6.5 GL-約 1.5-8.0 

出典：JICA調査団 

(1) 受入方法と前処理 

1) 受入補助槽

受入方法は、受入補助槽を経て貯留槽に移送する方法と受入設備を経て貯留槽に移送する 2
つの方式とする。セプテージを搬入するバキューム車は、作業効率・作業環境の向上や臭気防

止のために、圧力排出機能により受入設備にセプテージを投入することを基本とする。しかし、

既存セプテージ収集会社には同機能がない車両も存在する。また本プロジェクト後に MCWD
がバキューム車を追加調達する際に同機能が付与されない可能性もある。そのため圧力排出

機能がない車両で搬入されるセプテージを受け入れるために、半地下構造の受入補助槽を設

置する。汚泥受入補助槽の規模は、受入補助槽の規模や機能は以下のとおりとする。 

① 既存セプテージ収集会社が保有している車両容量は、3m3、6m3、15m3の 3 タイプとなっ
ており、この中で最大の 15m3のセプテージを十分に受け入れられる容量とする。

② 汚泥受入補助槽の前段には、セプテージに含まれる夾雑物を撤去するため、スクリーンを

設置する。

③ 施設全体の配置計画から、有効容量：幅 2.3 m×長さ 3.0m×高さ 2.2m＝15.18m3を計画する。

④ 高さについては、スクリーンの設置スペース及び頂板からの余裕をとって 3mとする。
⑤ 汚泥受入補助槽の規模は、幅 2.3 m×長さ 3.0m×高さ 3.0m＝20.7m3≒20 m3とする。

⑥ なお、セプテージの性状は多様であり、し渣や砂を含んでいることも考えられるため、一

旦静置し、その後、0.3m3/minの圧力能力を持つ移送ポンプで揚水し、電磁流量計での計量
を経て油水分離槽へ移送し、その後、受入貯留槽で撹拌する。

2) 受入設備

圧力排出機能を有するバキューム車によりセプテージを電磁流量計による計量を経て受入

設備に投入する。受入設備では、脱水処理等の後工程の支障となる夾雑物と砂を除去する。セ

プテージは原則として、昼間の 8 時間で受け入れる計画とし、受入設備は 8 時間で 1 日の受
入セプテージ 400m3 を処理できる能力を有するものとする。また、メンテナンス時にも STP
運転を継続できるよう、2基設置する。 

バキューム車からセプテージを受け入れるための作業効率を 0.5（バキューム車からセプテ
ージを排出するのに要する時間とホース着脱等事前事後作業が同じ時間かかる）とすると、受

入設備の能力は、以下のように計算される。 

- 400m3/日÷2基÷8時間/日÷60分/時÷0.5＝0.83m3/分/基 ≒ 1m3/分/基 



109 

そのため、受入設備の基本仕様は以下のようになる。 

① 1.0 m3/分（60m3/時間）×2基
② 8時間運転

受入設備の基本仕様を表 3-44に示す。 

表 3-44 受入ユニットの基本仕様 
項目 仕様 
形 式 スクリーン一体型受入ユニット 
処理能力 1m3/分 
数 量 2基 

出典：JICA調査団 

(2) 受入汚泥貯留槽 

受入補助槽もしくは受入設備で夾雑物と砂が除去されたセプテージは貯留槽に流入する。バキ

ューム車で搬入されるセプテージは、現地での実績から性状の変動が大きい。このため、貯留槽

は 1 日分の容量を確保するとともに、機械撹拌機を設置して脱水機に投入するセプテージ性状の
均質化を図る。 

貯留槽は土木構造物であり、事後の拡張が困難なため、2030年の計画処理量である 435m3/日に
基づき設定する。なお、メンテナンス時にも STP運転を継続できるよう、218m3の槽を 2槽設置
することで対応する。 

(1) 脱水機 

脱水機の運転時間は、受入設備と同様に 1日 8時間とする。基本仕様は、2025年の計画処理量
である 400m3/日に基づき設定する。また、メンテナンス時にも STP運転を継続できるよう、2基
設置する。2025年以降に容量拡張が必要な場合は、運転時間延長や機材のアップグレードで対応
する計画にする。脱水機の基本仕様は以下のようになる。 

① 25m3/時間 ×2基
② 8時間運転

セプテージの脱水性を向上させるために、有機凝集剤（ポリマー）と無機凝集剤（PAC）の 2液
薬注が必要である。これにより、固形物回収率は 95%が期待でき、後工程の分離液処理施設にか
かる負荷を低減する。そのため、同 2液薬注の設備を付加する。 

脱水汚泥ケーキは、脱水工程で水分が約 80%にされ、ベルトコンベアで脱水汚泥ケーキ貯留槽
へ搬送される。同貯留槽の容量は脱水汚泥ケーキ発生量の 4 日分を確保するものとし、休日等に
トラックで外部搬出できない場合や埋立処分場のトラブルの際にも一時貯留対応ができるように

する。 
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1 日の脱水汚泥ケーキ発生量は、55m3 であるため、4 日間の発生量は、55m3/日 × 4 日間 = 
220m3となり、この容量を確保する脱水汚泥ケーキ貯留槽 1槽を設置する。なお、本プロジェクト
では、土木構造物の配置計画の関係から 234m3/日×1槽となる。 

(2) 水処理設備（反応タンク） 

セプテージの脱水工程から発生する分離液は、高濃度の BOD、COD、窒素、りん等を含んでい
る。本プロジェクトでは、前述のように窒素とりんの除去が必要なため、いわゆる高度処理法の

一つである循環式消化脱窒法を採用する。そのため、反応槽は、無酸素槽と好気槽の 2 槽を設置
する。 

なお、24時間連続運転を基本としているため、設備機器の更新やメンテナンスの際に運転時間
延長で停止中系列の作業を他系列で賄うことが難しい。そのため、1 系列停止時の影響を低減化
するために、3系列を計画する。 

循環式硝化脱窒法は、反応タンクの前段に無酸素槽、後段に好気槽を設置して、硝化液を循環

ポンプによって好気槽から無酸素タンクへ返送することにより窒素の除去を行う。 

反応タンクの容量は、以下の手順で設定する。設定した反応タンク容量を表 3-45に示す。 

- 好気槽では、有機物を分解するとともに、硝化反応によりアンモニア性窒素を亜硝酸性

窒素、硝酸性窒素に酸化する。この硝化反応に必要となる HRT（水理学的滞留時間）
は将来計画の受入セプテージ量 145m3/日/系列（全体処理量 435m3/日/3系列）に対して
約 12 時間となり、容量約 70m3の好気槽が必要になる。槽寸法としては土木施設の構

造から幅 3.0m×長さ 4.8m×深さ 5.0mとする。 
- 無酸素槽では、有機物を利用して好気槽から返送される硝化液中の硝酸性窒素を窒素

ガスに還元して除去する。この生物学的脱窒素反応に必要となる HRT（水理学的滞留
時間）は将来計画の受入セプテージ量 145m3/日/系列（全体処理量 435m3/日/3系列）に
対して約 15 時間となり、容量約 90m3の無酸素槽が必要になる。槽寸法としては土木

施設の構造から幅 3.0m×長さ 6.0m×深さ 5.0mとする。 

表 3-45 1系列あたりの反応タンク容量 
項 目 HRT 容 量 寸 法 
好気槽 約 11時間 約 72m3 幅 3.0m×長さ 4.8m×深さ 5.0m 
無酸素槽 約 14時間 約 90m3 幅 3.0m×長さ 6.0m×深さ 5.0m 
反応タンク 
（合 計） 

約 25時間 約 162m3 幅 3.0m×長さ 10.8m×深さ 5.0m 

出典：JICA調査団 

(3) 水処理設備（ばっ気装置） 

高濃度のセプテージの分離液を反応槽で処理する必要があるため、気孔径の小さいばっ気装置

を反応槽の底面全面に分散して配置することにより酸素移動効率を高められる全面ばっ気式とす

る。また、ばっ気装置としては、酸素移動効率の高いメンブレン式を採用することにより、省エ

ネルギー化を図る。 
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分離液の処理に必要となる酸素量は、以下の項目の合計となる。 

- 有機物の酸化に必要な酸素量 
- 窒素の硝化に必要な酸素量 
- 活性汚泥の内生呼吸に必要な酸素量 
- 溶存酸素濃度の維持に必要な酸素量 

本プロジェクトの STP の水処理施設 1 系列あたりの必要な酸素量は 19.3 kg/時と想定され、ば
っ気装置酸素移動効率を 26 %とすると、1系列あたりの必要ばっ気風量は 4.8 m3/分になる。 

ばっ気装置の仕様を表 3-46に示す。 

表 3-46 ばっ気装置仕様 
項目 仕様/容量 

ばっ気方式 全面ばっ気式 
ばっ気装置 メンブレン式 
ばっ気装置酸素移動効率 26% 
ばっ気風量 4.8m3/分（1系列あたり） 

出典：JICA調査団 

(4) 砂ろ過設備 

本プロジェクトの受入セプテージ濃度は、窒素 3,000mg/L、りん 350mg/L であり、脱水後の分
離液処理施設への流入水質も窒素 415mg/L、りん 65mg/Lと日本の通常の下水に比べて高濃度にな
ることが想定される。一方、STPの放流水は DENRの Dクラスの規制値の適用を受け、アンモニ
ア性窒素 7.5mg/L、硝酸性窒素 30mg/L、りん 10mg/Lを満足しなければならない。 

そのため、りん除去のために添加する凝集剤のポリ塩化アルミニウムと脱窒に必要となる有機

物補給としてのメタノール等の薬品添加率が下水処理に比べて大きくなる。薬品添加による活性

汚泥の活性低下や処理の不安定が生じた場合にも、SSに含有される窒素とりんを除去して放流規
制値を安定的に満足するために、鋼板製円筒型φ1,400mmの砂ろ過設備を 1基設置する。 

(5) 消毒設備 

分離液は水処理施設で処理された後、消毒して放流される。消毒方式には塩素、紫外線、オゾ

ン等があり、それぞれ特徴がある。消毒方法の比較を表 3-47に示す。本プロジェクトでは、設備
を構成する機器が少ない、かつ機械的な可動部分が無く運転が非常に簡単という特徴があり、定

期的なメンテナンスが紫外線ランプの交換だけで、他の方式と比較してトータルコストで有利と

なる紫外線消毒方式を採用する。消毒装置の仕様を表 3-48に示す。 
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表 3-47 消毒方法の比較 
項目 次亜塩素酸ソーダ 紫外線 オゾン 

建設費比率 0.7 1.0 2.0 
年間維持管理費比率 3.2 1.0 1.7 
トータルコスト比率
（耐用年数：15年） 

1.3 1.0 1.9 

設備の特徴 建設費は安価だが、
維持管理費が高価 

維持管理が容易で維
持管理費が最も安価

建設費が最も高価 

評価 ○ ◎ × 
出典：JICA調査団 

表 3-48 消毒装置仕様 
項目 仕様/容量 

消毒方式 紫外線式 
大腸菌群不活性化率 99.9%以上 
基数 1 
出典：JICA調査団 

(6) チェンブロック 

設備機器の搬入・メンテナンスのため、受入棟、水処理・脱水機棟にチェンブロックが必要で

ある。チェンブロックの仕様等を表 3-49に示す。 

表 3-49 チェンブロック仕様 

出典：JICA調査団 

(7) 非常用発電機及び燃料タンク 

水処理設備には 24時間の連続ばっ気が必要であり、停電等でばっ気装置が停止すると好気槽が
嫌気状態に陥る。この場合、適切な処理ができないだけではなく、有毒ガスと強い臭気が発生し、

近隣への環境へ悪影響を及ぼす。そのため、非常用発電機を設置する。 

STP 全体の電力負荷設備容量は約 200kW である。そのうち、停電時でも 24 時間の連続運転が
必要な水処理設備を稼働させるためには、150kVA（120kW 力率 0.8）の発電機容量が必要である。
そのため、150kVAのディーゼル機関非常用発電機を 1台設置する。 

また、発電機は、台風等による長時間停電が発生する可能性があるため、2日間の連続運転が可

設置場所 仕様 箇所数 主な目的 
受入棟：受入ユニット室 5t 2箇所 受入ユニット (総重量約 11.0t、分割時最

重部分約 4.5t)の巻き上げ 
受入棟：ポンプ室 1t 1箇所 汚泥供給ポンプ (最重量約 0.7t)の巻き

上げ 
水処理・脱水機棟：脱水機室 5t 2箇所 脱水機 (総重量約 7.0t、分割時最重量部

分約 4.5t)の巻き上げ 
水処理・脱水機棟：発電機室 3t 1箇所 発電機 (総重量約 4.0t、分割時最重量部

分約 3.0t)の巻き上げ 
水処理・脱水機棟：ブロワー室 1t 1箇所 ブロワー (総重量約 1.0t、分割時最重量

部分約 0.7t)の巻き上げ 
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能な形式とし、それに対応するように 3m3の鋼板製燃料タンクを設置する。 

(1) 部屋の構成とフロア面積 

管理棟には、事務室、会議室、作業員控室、機器・薬品用倉庫、倉庫（2部屋）、給湯室、トイ
レを配置する。管理棟のフロア面積は、表 3-50に示すように 215m2とする。また、管理棟の各部

屋のレイアウト概念を図 3-12に示す。 

表 3-50 管理棟の各部屋の面積 
部屋名称 面積 
事務室 約 43m2 
会議室 約 44 m2 

作業員控室 約 32 m2 
機械部品倉庫 約 22 m2 
倉庫（2部屋） 約 22 m2 
給湯室 約 5 m2 
トイレ 約 12 m2 

玄関・廊下 約 35 m2 
合計 約 215 m2 

出典：JICA調査団 

出典：JICA調査団 

図 3-12 管理棟のレイアウト概念図 

(2) 運転管理システム 

セプテージ流量・分離液流量・放流量などの流量データ、受入貯留槽水位・砂ろ過処理水槽水

位などの水位データ、ばっ気風量などの風量データ、DO計や pH計などの水質データ、各設備機
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器の運転・停止状態データ及び故障状態データなどは、SCADAシステム上の CRTに表示され、
設備運転状況の把握と機器故障時の迅速な対応を可能とする。 

脱水設備の薬品注入機器など、機器本体に連動して運転する補機を有する設備については、補

機の自動運転を可能にするシステムとする。また、ポンプやブロワなどについても、安定的なセ

プテージ処理を行うため、水位計、流量計、風量計等の計測値をもとに自動運転が可能なシステ

ムとする。 

各設備機器に関連する運転・停止などのデジタルデータはサーバーに蓄積され、各設備機器の

メンテナンス情報として活用する。また、各種のデジタルデータ、アナログデータを基に毎日の

STP の処理状況をデジタル化に加えて、プリンタを介して帳票出力し、運転状況の管理に活用す
る。 

(3) 水質分析装置 

水質計測装置として DO計、pH計をそれぞれ反応タンク流出側に設置する。 

DO計は、反応タンク内の硝化反応に必要な溶存酸素濃度を測定するもので、その値を基にばっ
気ブロワの運転をするとともに、DO値を制御する。DO値を 1ppm程度に維持することで、硝化
に必要な風量が確保されるとともに、ブロワの省エネ運転を可能とする。 

pH計では、放流水質基準である pH値の下限値 6を逸脱していないか監視する。水処理プロセ
スで硝化反応が進むと pH 値が低下するため、必要に応じて苛性ソーダ注入ポンプを稼働させて
pH値を制御する。 

STP の日常的水質管理は、前述の分析機器で実施するが、MCWD には、MCWD 中央水質試験
室での定期的モニタリングが必要である。MCWDの既存事業は上水道のため、汚水処理の水質監
視する設備は設置されていない。そのため、STP の水質管理状況の定期的モニタリングに必要な
機器を中央水質試験室に設置する。 

(1) 基本条件 

1) MCWD中央水質試験室で実施する水質分析項目

週 1回、STPの各処理プロセスでサンプリングし、サンプルをMCWD中央試験室に持ち込み、
所定水質項目を公定法で分析する。 

本プロジェクトでは、フィリピン国の排水基準が特に監視すべき水質項目としている BOD、糞
便性大腸菌、アンモニア、硝酸、リン酸、油類、界面活性剤と、STP の運転管理を行う上で必要
とする水温、pH、浮遊性物質、COD、全窒素、含水率等について分析する。 

各処理プロセスで実施する水質分析項目を表 3-83に示す。 
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表 3-51 中央水質試験室での水質分析項目（週 1回実施） 

項目 受入槽 
前処理（脱水機） 反応タンク 最終沈殿池 

放流渠
脱水汚泥 脱水分離液 曝気槽 返送汚泥 二次処理水 

水温 ○ ○ ○ ○ ○ ○
pH ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SS ○ ○ ○ 

MLSS ○ ○ 
BOD ○ ○ ○ 

CODCr ○ ○ ○ 
T-N ○ ○ ○ 

NO3-N＋NO2-N ○
NH4-N ○

T-P ○ ○ ○ 
含水率 ○
油脂類 ○ ○ ○ 
界面活性剤 ○ ○ ○ 
糞便性大腸菌 ○

出典：JICA調査団 

2) 分析方法

各水質項目の分析方法は「Standard Method for the Examination of Water and Wastewater（アメリカ
公衆衛生協会編）」またはそれに準じる公定法（JIS0102工場排水試験方法等）を採用する。 

各水質項目の分析方法を表 3-52に示す。 

表 3-52 各水質項目の分析方法 
項目 分析法 主な分析機器 
水温 - （水温計） 
pH 電極法 pH 計 

SS, MLSS ろ紙法、遠心法 電子天秤、ろ過器、バキュームポンプ、遠心機、（恒
温器 (105°C用)） 

BOD BOD :5日法、 DO測定: ウィンクラ
ーアジ化ナトリウム法 (恒温器 (20°C用))、フラン瓶、オートビュレット

CODCr ニクロム酸カリウム還流法 CODCr還流装置、オートビュレット 

T-N 

原水：ケルダール窒素法+インドフェ
ノール青吸光光度法 
二次処理水：総和法（蒸留法、還元蒸
留法、ケルダール窒素法+インドフェ
ノール青吸光光度法） 

(分光光度計)、ケルダール分解装置、ケルダール蒸
留装置 

NH4-N 蒸留法+インドフェノール青吸光光
度法 (分光光度計)、ケルダール蒸留装置 

NOX-N 
(NO2-N+NO3-N) 

還元蒸留法+インドフェノール青吸
光光度法 (分光光度計)、ケルダール蒸留装置 

T-P ペルオキソ二硫酸カリウム分解モリ
ブデン青吸光度法 (分光光度計)、オートクレーブ 

含水率 重量法 電子天秤、（恒温器 (105°C用)） 
油脂類 n-ヘキサン抽出法 溶媒抽出回収装置、シェーカー、（乾燥機（80℃用））
界面活性剤 メチレンブルー吸光度法 (分光光度計) 
糞便性大腸菌 最確数法 微生物培養用恒温器（37℃用）、オートクレーブ

注：（  ）内の機器は、MCWDが保有するため、本プロジェクトでの設置が必要ない。 
出典：JICA調査団 
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(2) 設置する水質分析機器 

上述の基本条件に基づき、表 3-53に示す機器を中央水質試験室に設置する。 

表 3-53 本プロジェクトで設置する水質分析機器 
水質項目 調達機材 数量 主な仕様 

pH pHメーター (卓上型) 1 構成品：本体、pHセンサー 
型式：卓上型    測定範囲: pH0.00～14.00 

SS/MLSS/含水率 

電子天秤 1 型式：卓上型 秤量: 300g 

ろ過器一式 1
構成品：ファンネル、ろ過瓶、コネクタ、真空ポンプ, 
チューブ 
ろ過径：47mm ファンネル容量：320mL 

遠心機 1
型式：卓上型 
回転速度: 4,000rpm以上 遠心効果:2650g以上 
ロータ仕様：50mL×4本以上 

BOD 
フラン瓶 60 型式:ガラスカラー付溝付 容量：200mL 

オートビュレット 1 ビュレット容量：25mL 瓶容量：1L 

CODCr 
COD還流装置一式 1 

構成品：ヒーター部、ガラス機材（丸底フラスコ、リー
ビッヒ冷却器） 
ヒーター数：6式 

オートビュレット 1 ビュレット容量：25mL 瓶容量：1L 

T-N/NH4-N NOX-N 
ケルダール蒸留装置 1 

構成品：ヒーター部、ガラス機材（丸底フラスコ、リー
ビッヒ冷却器、その他コネクタ） 
ヒーター数：6式: 

ケルダール分解装置 1 構成品：ヒーター部、ガラス機材（ケルダールフラスコ）
ヒーター数：6式 

糞便性大腸菌 

微生物培養用恒温器
（37℃用） 1 

型式：エアジャケット式自然対流型 
使用温度：室温+5℃～80℃ 
容量：150L以上 

オートクレーブ 1 最大使用圧力：0.16MPa 使用温度：105～～127℃ 
容量:100L以上 

油脂類 
溶媒抽出回収装置 1 

構成品：恒温水槽、ガラス機材（フラスコ、回収器、玉
入れ冷却器） 
ヒーター数：6式 

分液ロート振盪器 1 回転速度：25～250rpm 
設置可能数：300mL以下 10式、500mL、1000mL 6式 

その他 
冷却水循環装置 1 温度範囲：-20℃～30℃ 

冷却能力:1200W (水温 10℃) 
冷蔵庫 1 使用温度:+2～15℃ 容量：300L以上 

ホットスターラー 1 回転速度：300～1500rpm 設置数：6連式 
補助機器一式 ビーカー、試験管等 

出典：JICA調査団 

3-2-2-3 機材計画 

セプテージの収集及び STPで発生する脱水汚泥ケーキの埋立処分場への移送のために、以下の
機材を調達する。 

セプテージの引抜・収集：  バキューム車 
脱水汚泥ケーキの埋立処分場への搬送： ダンプトラック 
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(1) 既存のセプテージ収集会社の活用 

2018年現在、Cebu市がセプテージ脱水プラントを操業している。しかし、同脱水プラントへの
セプテージ搬入は、Cebu市の公共サービスではなく、民間事業として 7つの民間会社が実施して
いる。本プロジェクトは、同脱水プラントをリハビリするプロジェクトとも言い換えることがで

き、本プロジェクトを実施することで、同脱水プラントは基本的に使われなくなる。 

本プロジェクトで収集対象のセプテージの全量を MCWD の機材で収集・運搬する計画にした
場合、現在操業中の民間会社の業務が無くなり、民業を圧迫することになる。したがって、本プ

ロジェクトでは、既存の 7 つの民間会社をセプテージ収集計画に取り込み、既存の事業規模を維
持できる計画にする。 

(2) 基本条件 

本プロジェクトで調達するバキューム車の仕様、数量を算出する基本条件を表 3-54に示す。 

なお、狭小道路が多いため、小型の 3m3バキューム車を計画する。一方、幅員の広い道路での

効率的作業のため、9m3バキューム車が 1トリップで 3軒を巡回する計画にする。 

表 3-54 調達すべきバキューム車を算出するための基本条件 
項目 数値 補足 

バキューム車の容量 (m3) 3 9 1家庭のセプテージ引抜量を 2.5m3とし、洗浄水等を
含めてその 120%が 1回の引抜で発生するとする。 

平均速度 (km/時) 15 15 調査団の実測に基づく。 
セプテージ引抜時間 (準備時間を含む) (時間) 1 1
1回のトリップでセプテージ収集する家庭数（家庭） 1 3
STPでのセプテージ排出時間（時間） 0.5 1
1日の作業時間（時間） 8 8
民間セプテージ収集会社が現在収集している量 
（m3/日） 60 2017 年の Cebu 市の脱水プラントの受け入れ記録に

基づく、1日平均の最大量 
出典：JICA調査団 

2017 年 1 月～11 月に既存の Cebu 市セプテージ脱水プラントで受け入れたセプテージ量を表 
3-55に示す。1稼働日平均で約 46m3/日のセプテージを受け入れており、民間会社から、最大 1日
平均 60m3/日のセプテージを受け入れている。 

表 3-55 2017年の Cebu市の既存セプテージ脱水プラントの受け入れ記録（m3/月） 
No. 会社名 所在地 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

1 
Bonnie and Jane 

Septic Tank 
Services 

Cebu市 588 480 720 387 792 930 750 1,195 570 855 300 - 7,567

2 
Queen Septic 

Tank & Manual 
Service 

Cebu市 60 30 135 111 66 228 180 30 72 66 36 - 1,014

3 Northern Septic 
Tank Services Mandaue市 69 45 84 30 15 75 60 30 30 30 105 - 573 

4 Limjohn Septic 
Tank Cebu市 30 30 30 30 60 75 75 60 60 30 - - 480 
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No. 会社名 所在地 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 
5 Cebu Septic Tank Cebu市 315 255 432 180 240 180 270 180 180 270 270 - 2,772

6 A&M Septic 
Tank Service Cebu市 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 - - 135 

7 P&J Septic Tank  Mandaue市 - - - - - - - - 72 93 - 165 
 Cebu市 9 - - - - - - - - - - 9 

計 1,086 855 1,416 753 1,188 1,503 1,335 1,510 999 1,266 804 12,715
 単位 m3/日 

1日平均汚泥収集量 43 34 57 30 48 60 53 60 40 51 32 46 
注：Cebu市が市営施設から収集した記録に含まれる（1月）、稼働日数は 1ヶ月に平均 25日と仮定した。 
出典：Cebu市 

上述の基本条件と民間会社の収集作業規模を考慮し、本プロジェクトで調達すべきバキューム

車の仕様及び台数を以下の基本方針に基づき算定する。 

1. 本プロジェクトでは、計画セプテージ収集量（392.42m3/日）から民間会社のセプテージ収集
量 60m3/日を差し引いたセプテージ量（332.42m3/日）に対して、収集運搬するために調達する
バキューム車を計画する。

2. 1家庭のセプテージ引抜量を 2.5m3/回とし、洗浄水等も含めてその 120%のセプテージ量、す
なわち 3m3を引き抜くためのバキューム車を調達する。

3. 各市または町と STPの距離を考慮し、3m3と 9m3のバキューム車の 1トリップ当たりの時間
を算定する。

4. 1日の作業時間を 8時間とし、3m3と 9m3のバキューム車が 8時間で往復できる回数を算定す
る。

5. 各市または町で収集すべきセプテージ量を 3m3と 9m3のバキューム車でほぼ 1:1 の割合で引
抜くよう、各バキューム車の数を算定する。

(3) 調達するバキューム車の仕様及び数量 

各 LGUで引抜きを必要とするセプテージ収集量を表 3-56に示す。 

表 3-56 各 LGUのセプテージ収集量 

LGU 
計画セプテージ収集量 (A) (A) – 現在のセプテージ収集量 (60m3)  STPとの距離1

m3/日 m3/日 km 
Compostela町 4.99 4.23 19 

Liloan町 21.06 17.84 14 
Consolacion町 13.48 11.42 9 

Mandaue市 69.59 58.95 8 
Cebu市 238.84 202.32 4.5 

Talisay市 44.47 37.67 15 
計 392.42 332.42 

出典：JICA調査団 

1 処理施設との距離は、以下の場所からの距離を採用した。 
- Compostela: Minucipality Hall 
- Liloan:Minucipality Hall 
- Consolacion:Municipality hall 
- Madaue:Jagobino 
- Cebu: Sabag 1 
- Talisay: Local government 
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上記の基本方針に基づき、調達すべきバキューム車を算出した結果を表 3-57に示す。 

表 3-57 調達すべきバキューム車の計算 

市/町 

往復の移
動時間 

トリップ時間（汚泥汲
取り、排出を含む） 

一日に可能なト
リップ数 

1台のトラックが 1
日で収集できる量 

必要なトラッ
ク数 

セプテージ収集
量 

3m3 9m3 3m3 9m3 3m3 9m3 3m3 9m3 3m3 9m3 
時間 時間 時間 トリップ トリップ m3 m3 台 台 m3 m3 

Compostela 2.5 4.0 6.5 2.0 1.2 5.0 9.0 0.4 0.2 2.1 2.1 
Liloan 1.9 3.4 5.9 2.4 1.4 6.0 10.5 1.5 0.8 8.9 8.9 
Consolacion 1.2 2.7 5.2 3.0 1.5 7.5 11.3 0.8 0.5 5.7 5.7 
Mandaue City 1.1 2.6 5.1 3.1 1.6 7.8 12.0 3.8 2.5 29.5 29.5 
Cebu City 0.6 2.1 4.6 3.8 1.7 9.5 12.8 10.6 7.9 101.2 101.2 
City of Talisay 2.0 3.5 6.0 2.3 1.3 5.8 9.8 3.3 1.9 18.8 18.8 

計 21 14 166.2 166.2 

出典：JICA調査団 

(4) バキューム車の基本仕様 

3m3及び 9m3のバキューム車の主要仕様を表 3-58及び表 3-59に示す。 

表 3-58 3m3バキューム車の主要仕様 
項目 仕様 

基本仕様 

ハンドル位置 左ハンドル 
駆動方式 4×2 (6タイヤ、後輪駆動) 
変速装置 マニュアルトランスミッション 
排ガスレベル ユーロ 4 

シャシ 
エンジン 水冷、4サイクル、ディーゼルエンジン 
タイヤ形式 チューブタイヤ 
その他 エアーコンディショナー 

ボディ 

タンク タンク形状：真円型、有効容量：3m3以上 
バキュームポンプ 駆動源：PTO、形式：油回転式 
ホース形状 吸引：4インチ×60m (20m×3セット) 

排出：4インチ×6.5m 
その他 ダンプシリンダーでタンクを傾斜させ汚泥を排出される機能付 
付属品 脱臭装置、ホーストレンチ、圧力計、回転数計、接続ホース: 4インチ×40m 

(20m×2セット) 
出典：JICA調査団 

表 3-59 9m3バキューム車の主要仕様 
項目 仕様 

基本仕様 

ハンドル位置 左ハンドル 
駆動方式 6×2 (10タイヤ、後輪駆動) または 6×4 (10タイヤ、四輪駆動) 
変速装置 マニュアルトランスミッション 
排ガスレベル ユーロ 4 

シャシ 
エンジン 水冷、4サイクル、ディーゼルエンジン 
タイヤ形式 チューブタイヤ 
その他 エアーコンディショナー 

ボディ 

タンク タンク形状：真円型、有効容量：9m3以上 
バキュームポンプ 駆動源：PTO、形式：油回転式 
ホース形状 吸引：4インチ×60m (20m×3セット) 

排出：4インチ×6.5m 
その他 ダンプシリンダーでタンクを傾斜させ汚泥を排出される機能付 
付属品 脱臭装置、ホーストレンチ、圧力計、回転数計、接続ホース: 4インチ×40m 

(20m×2セット) 
出典：JICA調査団 
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(1) 基本条件 

本プロジェクトで調達する脱水汚泥ケーキ運搬車の仕様、数量を算出する上での基本条件を表 
3-60 に示す。なお、Binaliw 処分場へのアクセス道路幅員から、8m3のコンテナ容量で計画する。 

表 3-60 脱水汚泥ケーキ運搬車を計画する上での基本条件 
項目 数値／内容 

脱水汚泥ケーキの埋立処分場 Binaliw (Cebu市) 
STPから処分場までの距離 (km) 17 
平均速度（km/時） 15 
脱水汚泥ケーキの排出時間（時間） 0.5
往復の移動時間（時間） 2.8
1日の脱水汚泥ケーキ発生量 (m3/日) 55 
1日の作業時間（時間） 8
時間当たりの脱水汚泥ケーキ発生量（m3/時間） 6.9
トラック 1台分の脱水汚泥ケーキ積込時間（時間） 1.15
トラックの最大可能コンテナ容量 (m3) 8 
出典：JICA調査団 

本プロジェクトで調達すべき脱水汚泥ケーキ運搬車の仕様及び数を以下の基本方針に基づき算

定する。 

1) STPで発生する脱水汚泥ケーキを最も少ないトラック数で、運搬する計画にする。
2) トラックの運転手は、シフト性で計画する。脱水汚泥ケーキの積み込みから運搬の作業を 1

日に 2サイクルを標準作業とし、8時間労働で計画する。

(2) 調達する脱水汚泥ケーキ運搬用ダンプトラックの数量 

脱水汚泥ケーキの計画発生量は 46m3/日であり、これを 8m3ダンプトラックで運搬する場合、7
トリップ（＝ 55m3/日 ／ 8m3）の作業を必要とする。上述の基本条件に基づき、STPの脱水汚泥
ケーキ搬出作業時間を 8 時間、1 台のダンプトラック作業時間を 8 時間としてタイムフローチャ
ートを計画すると図 3-13のように、4台の車両で作業可能である。したがって、本プロジェクト
で 4台のダンプトラック（8m3）の調達を計画する。 

注：ダンプトラックの作業時間が 8時間を超えているが、脱水汚泥ケーキ
積込時間を休憩時間とするため、労働時間は 8時間以内である。 
出典：JICA調査団 
図 3-13 脱水汚泥ケーキ運搬に係るタイムフローチャート 
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(3) 脱水汚泥ケーキ運搬車（ダンプトラック）の基本仕様 

8m3の脱水汚泥ケーキ運搬車（ダンプトラック）の基本仕様を表 3-61に示す。 

表 3-61 8m3脱水汚泥ケーキ運搬車（ダンプトラック）の主要仕様 
項目 仕様 

基本仕様 

ハンドル位置 左ハンドル 
駆動方式 4×2（6タイヤ、後輪駆動） 
変速装置 マニュアルトランスミッション 
排ガスレベル ユーロ 4 

シャシ 
エンジン 水冷、4サイクル、ディーゼルエンジン 
タイヤ形式 チューブタイヤ 
その他 エアーコンディショナー 

ボディ コンテナ 排出方法：後方排出型（一枚扉下開き型） 
有効容量：8m3以上 

その他 ダンプシリンダーでコンテナを傾斜させ汚泥を排出される機能付 

出典：JICA調査団 

3-2-3 概略設計図 

本プロジェクトで建設される施設の概略設計図を、次ページ以降に示す。 

No.
図面

Drawing Name
図面名称

Scale
縮尺

1 P- 1
SOUTH SEPTAGE TREATMENT PLANT GENERAL PLAN
南部処理プラント　一般平面図

1:800

2 2
SOUTH SEPTAGE TREATMENT PLANT FLOW SHEET
南部処理プラント　フローシート

-

3 3
HYDRAULIC PROFILE
水位高低図

-

4 C- 1
RECEIVING FACILITY PLAN AND SECTION
受入棟　平断面図

1:250

5 2
DEWATERING AND FILTRATE TREATMENT FACILITY PLAN AND SECTION
水処理・脱水機棟　平面図

1:250

6 3
ADMINISTRATION BUILDING PLAN AND SECTION
管理棟　平断面図

1:200

7 E- 1
SCADA SYSTEM DIAGRAM
SCADAシステム図

-

8 2
INSTRUMENTATION DIAGRAM
計装系統図

-

9 3
INSTRUMENTATION DIAGRAM
計装系統図

-

10 4
INSTRUMENTATION DIAGRAM
計装系統図

-

11 5
SINGLE-LINE DIAGRAM (1/3)
単線結線図 (1/3)

-

12 6
SINGLE-LINE DIAGRAM (2/3)
単線結線図 (2/3)

-

13 7
SINGLE-LINE DIAGRAM (3/3)
単線結線図 (3/3)

-

Drawing No.
図面番号
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P-1  SOUTH SEPTEAGE TREATMENT PLANT GENERAL PLAN
P-1  南部処理プラント 一般平面図



 



123 P-2  SOUTH SEPTEAGE TREATMENT PLANT FLOW SHEET
P-2  南部処理プラント フローシート



 



 

124 
 

 

P-3  HYDRAULIC PROFILE
P-3  水位高低図
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C-1  RECEIVING FACILITY PLAN AND SECTION

C-1  受入棟 平断面図
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C-2  DEWATERING AND FILTRATE TREATMENT FACILITY PLAN AND SECTION
C-2  水処理・脱水機棟 平面図
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C-3  ADMINISTRATION BUILDING PLAN AND SECTION
C-3  管理棟 平断面図
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E-1  SCADA SYSTEM DIAGRAM
E-1  SCADAシステム図



 



 

129 
 

 

E-2  INSTRUMENTATION DIAGRAM (1/3)
E-2  計装系統図 (1/3)
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E-3  INSTRUMENTATION DIAGRAM (2/3)
E-3  計装系統図 (2/3)
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E-4  INSTRUMENTATION DIAGRAM (3/3)
E-4  計装系統図 (3/3)
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E-5  SINGLE-LINE DIAGRAM (1/3)
E-5  単線結線図 (1/3)
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E-6  SINGLE-LINE DIAGRAM (2/3)
E-6  単線結線図 (2/3)
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E-7  SINGLE-LINE DIAGRAM (3/3)
E-7  単線結線図 (3/3)
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3-2-4 施工計画・調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の枠組みに従って実施される。したがって、両国政

府間による E/N締結後、フィリピン国側と日本法人が契約を締結し、設計・施工・資機材調達が
実施される。 

無償資金協力の枠組み及び施設建設・機材調達のガイドラインに準拠し、以下を基本方針とし

て協力対象事業の施工計画を策定する。 

フィリピン国側の本プロジェクト実施機関は、MCWD である。MCWD は、本プロジェクトを
遂行し、当該施設完成後は、同施設の運転維持管理を担う必要がある。また、本プロジェクトを

円滑に進めるために、MCWDは、本プロジェクトを担当する責任者を選任し、本邦のコンサルタ
ント及び請負業者と密接な連絡及び協議を行う必要がある。 

選任されたMCWDの本プロジェクトの責任者は、本プロジェクトに関係するMCWD職員及び
関係機関、並びに各地域の住民等に対して、本プロジェクトの内容を充分に説明・理解させ、本

協力対象事業の実施に対し協力するように啓発する必要がある。 

本プロジェクトに係るMCWDの役割分担は、以下の通りである。本プロジェクトの実施時、日
本法人と契約する契約当事者はMCWDである。 

〔本プロジェクトにおけるMCWDの役割〕 

 我が国及びフィリピン国側の業務範囲、内容等に係る確認、調整、取極め

 施設設計等に必要な技術情報の提供

 STPの運営・維持管理及びセプテージ処理事業管理に係る技術情報提供
 本プロジェクトで建設する施設／機材の運営・維持管理

本プロジェクトは無償資金協力で実施される。したがって、公開入札による本邦請負業者選定

が必要であり、請負業者選定に必要な入札図書を作成する必要がある。また、適切な競争入札の

実施、客観的な立場での施工／資機材調達監理の実施、無償資金の適切な運用の監視等が要求さ

れる。したがって、詳細設計を含む入札図書作成、入札業務支援、施工監理について、フィリピ

ン国側実施機関のMCWDは、本邦コンサルタント会社と設計監理契約を結び、設計監理を委託す
る必要がある。なお、選定されるコンサルタントは、「無償資金協力の仕組みに精通しているこ

と」と「本基本設計の内容を十分に理解している」ことが要求される。 
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請負業者は、無償資金協力制度の枠組みに従った公開入札で選定される。フィリピン国側は、

設計監理を委託したコンサルタントとともに公正な競争入札を実施し、請負業者を選定する必要

がある。なお、請負業者には以下の事項が要求される。 

施設建設工事は日本と社会・文化・歴史的な環境・背景の異なる遠隔地で実施されるため、請

負業者は、同種・同様な工事を類似国で十分に経験し、良好な実績を有する必要がある。 

本プロジェクトで建設する施設は、STP を含む土木施設であるため、工事業者は、同種の土木
施設の建設能力を有することが要求される。 

メトロセブには 1974年に設立した建設業協会（Cebu Contractors Association, Inc.: 以下、CCAと
いう）があり、2018年 3月時点で 145社が加入している。これらの建設業者はメトロセブにおい
て様々な建設工事を実施しており、十分な技術者を所有している。そのため、本事業の建設工事

において本邦あるいは第三国から技能工の派遣を計画しない。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

本プロジェクトにおける施工／調達にかかる留意事項は以下の通りである。 

 計画 STP の建設予定地は、既存セプテージ脱水プラントのラグーンを MCWD がフィリピ
ン国の基準に則り、良質土による埋立てを行う予定である。そのため、既存の構造物や地

下埋設物は存在せず、土工事を行う際の制約は特にない。また埋立て周辺の土質は、平均

N値が 20と安定しているため、各構造物の基礎掘削はオープンカット工法による施工とす
る。ただし、地盤の許容支持力と液状化の検討を行った結果、埋立て周辺の一部砂層にお

いてレベル 2 相当の地震が発生した際、地盤の液状化発生が判定されたこと、また、地盤
支持力が構造物の自重等による鉛直荷重を下回る結果となったことから、中層混合改良を

実施する。

 隣接する運用中の既存プラントの確認及び保護など、施工上、安全管理上留意した施工計

画が必要である。

 第三者への安全管理及び盗難予防のために、建設予定地に交通整理員・保安要員を常駐さ

せる。また、フィリピン国側による安全対策上必要な措置を講じることは必須であるが、

日本側も、資機材置き場に仮設工事の一部として仮設フェンスを設置し、警備員を配置す

る等の安全対策を考慮することとする。
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 本計画で調達するすべての機材は運営・維持管理に必要なものであり、施設の試運転にお

いて活用される。したがって機材の調達は、試運転に先立って実施される必要がある。

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

本プロジェクトが実施された場合の我が国とフィリピン国政府側の負担区分は、先方の実施能

力やプロジェクト発現への影響などを考慮した結果、下表に示す通りである。 

表 3-62 施設建設に係る両国間負担区分 
施工負担区分 日本側 フィリピン側 

1. STP建設
－建設用地の確保 ○
－既存セプテージ脱水プラントのラグーンの浚渫・埋立て工事、整地 ○
－既存セプテージ脱水プラントの仮設水処理設備建設工事、運転 ○
－建設用地周辺の建設業者用の仮設ヤード（資材置き場、事務所等用）の提供 ○
－仮設ヤードにおける資機材の適切な保管および安全管理 ○ 
－STP（受入棟、水処理・脱水機棟、管理棟、消毒槽、排水施設等）建設工事 ○ 
－機械・電気設備の調達・工事 ○ 
－水質検査機器の調達・設置 ○ 
－場内配管、配線工事 ○ 
－電力の引き込み（受電盤まで） ○
－電力の引き込み（受電盤以降） ○ 
－水道の引き込み ○
－境界フェンス・ゲート工事 ○
－外灯工事 ○ 
－場内道路舗装（砂利舗装） ○ 

2. 車両機材
－車両機材（バキューム者、ダンプトラック）の調達 ○ 

3. 資機材の輸送、通関手続き及び諸税の取扱い
－荷揚港/空港までの輸送 ○ 
－フィリピン国での免税措置及び通関手続き ○
－荷揚港/空港からプロジェクト用地までの輸送 ○ 
－現地調達資機材に係る付加価値税等の免除または負担 ○

4. 無償資金協力に含まれない費用の負担 ○
5. 施設建設に係る関連機関からの許認可取得 ○
6. 残土および工事排水の廃棄場所提供 ○
7. 資機材の製造・調達 ○ 
8. 資機材の据付工事、調整・試験 ○ 
9. 調達機材の初期操作指導及び維持管理に係る運用指導 ○ 
注：「○」は負担事項を示す。 
出典：JICA調査団 

3-2-4-4 施工管（監）理計画／調達管（監）理計画 

(1) 請負業者の体制 

本プロジェクトは、STP の建設工事であるため、請負業者は建設会社とセプテージ処理設備メ
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ーカーがタイアップした体制を構築する必要がある。また、施設建設の予定地は、日本から離れ

たフィリピン国であるため、請負業者の管理体制の概要は図 3-14 に示すような体制が想定され
る。 

出典：JICA調査団 

図 3-14 施設建設請負業者の実施体制 

(2) 日本国内でのバックアップ体制 

請負業者は、日本国内において、土木・建築工事、セプテージ処理プラント設備機器製作・据

付等の施設建設全般にわたる総合的な調整及び現地施工管理事務所を技術的・資金的に支援する

のに必要なバックアップ体制を構築する必要がある。 

(3) 現地施工管理事務所 

請負業者は、フィリピン国において、土木・建築工事、セプテージ処理プラント設備機据付等

の全ての施設建設を遂行のために施工管理事務所を設置し、円滑な工事実施体制を構築する必要

がある。現地では、この施工管理事務所が、専門技術者、オペレーター、運転手、労働者、資機材

供給業者等を雇用して、施設建設工事を遂行することになる。 

施設建設に必要な基本的な労働力および資機材は現地調達が可能であるものの、以下の理由に

より、工程管理、品質管理、安全管理等は、無償資金協力プロジェクトの施設建設経験を十分に

持った日本人技術者による適正な実施が必要である。 

 我が国の会計制度及び無償資金協力制度の枠組み内での完工が必要であるため、同制度を

十分に理解した技術者による工程管理が必要である。

 工事の技術及び施工管理の手法は、フィリピン国側実施機関及び現地の技術者・労務者に

移転される必要があるため、日本国の施工手順、品質管理手法、安全管理手法を取り入れ

MCWD 

日本国内 

セプテージ処理メーカー 

現地施設建設のバックアップ体制構築 

フィリピン国内 

現場代理人 

日本人技術陣 現地技術陣 

現地雇用作業員 

現場施工管理事務所

緊密な連携 契約 

連絡・調整 

建設会社 
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た施工管理が必要である。 

(4) 請負業者の施工管理体制 

限られた期間内で複数の施設及び複数の工種の工事を並行して実施するため、表 3-63に示す日
本人施工管理体制で工事管理をする必要がある。 

表 3-63 請負業者の施工管理体制 
職種 赴任形態 要員数 担当業務等 

現場代理人（所長） 常駐 1名 
施工管理の総括 
施工に関するフィリピン国側との協議 
土木構造物の調達、建設、工程、品質、安全の管理 

主任技術者/土木技師 
（兼務） 常駐 1名 技術管理に係る所長の補佐 

土木構造物の調達、建設、工程、品質、安全に関する管理 
建築技師 重点 1名 建築構造物の調達、建設、工程、品質、安全に関する管理 
設備技師 重点 1名 機械・電機設備の調達、据付、工程、品質、安全に関する管理
事務担当 常駐 1名 現場事務処理、会計、税務処理、輸出入対応、購買・運搬調整
出典：JICA調査団 

コンサルタントは、「施設建設工事の所定工期内の完了」、「契約図書に示された工事の品質

確保」及び「安全な業務実施」を達成するために請負業者を監督・指示する。施設建設が無償資

金協力の枠組みの中で適正に実施されていることを中立な立場で確認・監理する役割を持ってい

るため、図 3-15に示す位置で本プロジェクト全体の監理を行う。 

出典：JICA調査団 
図 3-15 事業実施関係図 

我が国の無償資金協力の制度に基づき、コンサルタントは、概略設計の主旨を踏まえて、実施

日本国政府 

実施設計の確認

入札図書の確認

各契約書の認証

工事進捗等報告

本邦コンサルタント 

• 詳細設計図書の作成
• 入札仕様書の作成
• 入札業務の代行
• 施工監理業務の実施
• O&Mマニュアルの内容確認
• ソフトコンポーネントの実施
• 施工監理計画書の作成

本邦請負業者 
• 資機材の調達
• 資機材の輸送
• 資機材の据付け
• 施設の建設
• 現地試験及び引き渡し
• 施工計画書の作成
• O&Mマニュアルの作成
• 受渡し時の初期指導

フィリピン国 
MCWD 

工事請負契約 
コンサルタント

契約 
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設計業務・工事監理業務について一貫したプロジェクト・チームを編成して円滑に業務を実施す

る。施工監理において、コンサルタントが本工事に適合した技術を備えた以下の現場監理者を工

事工程に合せて派遣し、工程監理、品質監理及び安全監理を実施する。 

常駐監理技術者 1名（常駐） 
業務主任 1名（重点） 
土木監理技術者  1名（重点） 
機械監理技術者  1名（重点） 
電気監理技術者 1名（重点） 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を十分に監理し、工事が

安全に実施されるように、請負業者を適切に監理・指示することを基本方針とする。また、コン

サルタントは現地技術者を雇用し、上記日本人技術者とともに現地技術者を活用して施工及び資

機材調達監理を常時実施する必要がある。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 

(1) 工程監理 

下記の項目について、請負業者が契約時に計画した工程と、実際の進捗状況とのチェックを毎

月及び毎週に行い、工程の遅れが生じている場合は、その原因を明らかにしたうえで、請負業者

にその対策案の提出を求め、工期内に工事が完了するよう指導する。 

 工事出来高の確認

 主要資機材調達状況の確認

 技術者、技能工、労務者等の投入状況の確認

(2) 安全監理 

請負業者の安全管理計画の妥当性の確認及びその実行状況の確認を行い、工事実施中の労働災

害・第三者への災害・事故等を未然に防ぐよう、現地での作業を監理する。安全監理は以下の手

段で実施する必要がある。 

 請負業者による安全管理計画の策定と安全管理者選任の有無の確認

 策定された安全管理計画及び選任された安全管理者の妥当性の確認

 安全管理計画の実行状況の確認

 工事車両の計画運行ルート・運行注意事項の妥当性と計画遵守の確認

 作業員の福利厚生制度内容と休日・休憩確保の励行の確認

(3) 日本国内での施工監理 

日本国内においては、以下に述べるプロジェクト総合監理に必要な体制を整え、現地・国内作

業の全般を監理する必要がある。 
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 契約内容と工程・進捗・品質の確認

 現場で発生したトラブル等の解決案検討と請負業者への指示

 コンサルタント現地事務所に対する技術的・資金的な支援

また、以下の作業は日本国内で実施されることとなるため、適切な国内監理体制の整備が必要

である。 

 日本国内で製作される資機材の品質監理（製作図等確認、工場検査立会い、試験結果検証

等）

3-2-4-5 品質管理計画 

契約図書（技術仕様書、実施設計図書）に示された施設・資機材の品質が、請負業者によって

確保されているかどうか、下記の項目に基づき監理を実施する。 

品質確保が危ぶまれる場合、請負業者へ警告を発するとともに必要な修正・対策等を指導する。

品質管理は以下の手段で実施する必要がある。 

 資機材のカタログ・仕様書及び製作図の照査

 資機材の試験結果／工場検査結果の照査または立会い

 資機材の据付要領書、現場試運転・調整・検査要領書及び施工図の照査

 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い

 請負業者の施工図の照査

 工事中の転圧・配筋・コンクリート強度等の現場検査

 工事実施状況・工法等の現場確認

 施設施工図と現場出来高の照査

 竣工図面の照査

施工監理時における品質管理計画の内容を表 3-64に示す。 

表 3-64 品質管理計画の内容 
工種 管理項目 方法 適用基準・備考 

管材料 強度・寸法 
外観・寸法 

工場検査報告の確認 
目視・寸法測定、ゲージ 

日本調達－日本国基準
現地調達－現地基準 

配管状況 トルク 
漏水有無 

トルクレンチ 
水圧試験 

日本国基準 
ISO基準 

基礎 地耐力 
土質調査 

平板載荷試験 
土質調査試験 

日本国基準 

コンクリート 骨材・セメント 
水 
ﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ 
コンクリート強度 

物理的試験・化学的試験 
粒度試験・水質試験 
スランプ・空気量・塩化物量 
圧縮強度試験 

日本国基準 
ISO基準 

鉄筋 強度 
外観・寸法 

ミルシート（工場出荷記録）確認 
配筋検査 

日本国基準 
ISO基準 

構造物出来形 寸法検査 日本国基準 
防水工 材料品質 

塗膜厚・接着力 
品質証明書の確認 
膜厚試験・引張試験 

日本国基準 

塗膜状況 目視
漏水有無 水張試験
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工種 管理項目 方法 適用基準・備考 
機械設備 据付精度 据付位置測定 日本国基準 

機能 運転試験
電気設備 盤の据付確認 据付位置測定 日本国基準 

IOチェック Input, Outputの確認  日本国基準 
出典：JICA調査団 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本事業に必要な資機材は、施設建設後の維持管理性や将来の維持管理における自立発展性を考

慮して、現地調達を行うことを原則とする。ただし、現地調達が不可能な資機材あるいは品質・

仕様等が要求する基準に適合しない製品や安定的な流通が望めず、購入を行うことが困難な製品

については、日本からの調達とする。ただし、対象となる資機材が日本にて購入するよりも第三

国購入が経済的である場合、第三国調達とする。 

フィリピン国では骨材、セメント、型枠材、生コンクリート等、多くの土木資材の現地調達は

容易である。また、場内配管に用いる管材（ABS、uPVC及びステンレス鋼管）についても現地調
達が可能であるため、現地調達とする。なお、機械・電気設備は製品の品質を考慮して日本製と

し、日本からの調達とする。主要建設資材の調達先は下表とおりである。 

表 3-65 主要建設資材の調達区分 

主要資材 
調達先 

備考 
フィリピン 日本 第三国 

建設資材関係 
1 セメント ○ － － 
2 生コンクリート ○ － － 
3 砂、砂利、骨材等 ○ － － 
4 鉄筋 ○ － － 
5 鋼材 ○ － － 
6 型枠 ○ － － 
7 足場・支保材 ○ － － 
8 アスファルト ○ － － 
9 木材 ○ － － 
管材 
1 ABS樹脂管（ISO基準） ○ － － 
2 ステンレス鋼管（ISO基準） ○ － － 
3 弁類 ○ － － 
その他 
1 燃料（ガソリン、軽油） ○ － － 
出典：JICA調査団 

セプテージ処理施設の主要機材は、日本調達を基本に計画する。ただし、安価で品質・納期・

数量が確保可能な機材は、フィリピンまたは第三国から調達する。水質検査機器は、調達後のア

フターサービスを要し、代理店が現地に存在する製品についてはフィリピン調達とする。 
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表 3-66 施設機材の調達区分 

主要資材 仕様 調達先 
備考 

フィリピン 日本 第三国 

1 
セプテージ脱水
機 

スクリュープレス脱水
機 ○

2 
セプテージ受入
設備・水処理設備
機材 

受入ユニット、ばっ気
装置等 ○ ○ ○ 

3 水質試験機器 アンモニア蒸留装置、
COD還流装置等 ○ ○ －

出典：JICA調査団 

建設機械及び運搬車輌は、現地業者が保有しており、主たるものは現地調達が可能である。た

だし、特殊機械や経済性から必要な場合は、日本または第三国から調達する。主要建設機材の調

達先は下表とおりである。 

表 3-67 主要建設機械の調達区分 

主要資材 仕様 
調達先 

備考 
フィリピン 日本 第三国 

1 トラッククレーン 油圧式 20t ○ － － 
2 バックホウ 山積 0.80 m3 ○ － － 
3 ブルドーザー 15t ○ － － 
4 ダンプトラック 10t ○ － － 
5 コンクリートポンプ車 90～110m3/h ○ － － 
6 ロードローラ 10t～12t ○ － － 
7 タイヤローラ 8t～20t ○ － － 
8 タンパ 60-80kg ○ － － 
9 モーターグレーダー 3.1m ○ － － 

出典：JICA調査団 

車両機材は、完成車（シャシー、ボディ一式）としての調達先を下表のとおり現地または日本

製とする。 

表 3-68 車両機材の調達区分 

主要資材 仕様 調達先 
備考 

フィリピン 日本 第三国 

1 バキューム車 完成車（シャシー、ボ
ディ一式） ○ ○ －

2 ダンプトラック 完成車（シャシー、ボデ
ィ一式） ○ ○ －

出典：JICA調査団 

本プロジェクトで使用する資機材は、海上輸送を経て、まず、セブ国際港に運搬される。セブ

国際港から建設現場近くの資機材置場までは、舗装路面のため大型トラックの通行が可能であり、
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陸上輸送には大きな支障はないと考えられる。 

3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

3ヶ月間の STP試運転期間において、MCWD職員及びMCWDが調達する STPオペレーターに
対し、以下の初期操作指導を提供する。 

(1) セプテージの脱水・水処理の工程及び係る設備の使用方法 
(2) 日常的な運転・保守作業 
(3) セプテージ及び分離液の性状モニタリングの方法 
(4) 導入設備を含めた STPの定期維持管理作業 
(5) スペアパーツの調達及び修理の際の対応先 

STPの試運転と並行して、MCWDの中央水質試験室担当職員に対し、以下の初期操作指導を提
供する。 

(1) 導入する水質分析機材の使用方法 
(2) 同機材の定期維持管理作業 
(3) 必要な消耗品・スペアパーツの調達及び修理の際の対応先 

バキューム車及びダンプトラックの車両調達時には、MCWD職員及びMCWDが調達するドラ
イバー及び維持管理作業担当者に対し、以下の初期操作指導を提供する。 

(1) 車両の使用方法 
(2) 車両の日常点検・維持管理作業 
(3) スペアパーツの調達及び修理の際の対応先 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

本プロジェクトは、ほとんどのセプテージが適切に収集・処理されていないメトロセブにでセ

プテージ処理事業を開始するものである。 

プロジェクトに必要な施設や機材の整備そのものが、MCWD にとっての大きな課題であるが、
セプテージ管理は、収集・脱水・水処理・脱水汚泥ケーキ処分からなる一連のプロセス管理であ

り、施設・機材の整備だけでは、セプテージの管理はできない。そのため、本プロジェクトでは、

施設・機材の整備に平行して、セプテージ管理プロセスに係る作業計画・作業手順を整備し、ハ

ードとソフト両面からの改善を図る。 
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同ソフト面改善のために、表 3-69に示すソフトコンポーネントを計画する。なお、同計画策定
に係る背景や経緯を添付資料-5に示す。 
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仕
様
の
下
で
適
切
な

会
社
を
選
定
す
る
と
と

も
に
、
委
託
作
業
の
確

実
な
履
行
と
セ
プ
テ
ー

ジ
処
理
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
監
視
す
る
技
術

が
必
要
で
あ
る
。

 

【
活
動
】

 
・
 
民
間
委
託
の
仕
様
書

/契
約
書
案
の

作
成
（
民
間
会
社
に
よ
る
台
帳
作

成
業
務
を
含
む
）

 
・
 
セ
プ
テ
ー
ジ
引
抜
作
業
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
計
画
の
策
定

 
・
 

ST
P
運
転
作
業
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計

画
の
策
定

 
【
研
修
項
目
】

 
・
 
民
間
委
託
仕
様

/契
約
の
事
例

 
・
 
委
託
業
者
選
定
方
法
の
事
例

 
・
 
引
抜
作
業
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方
法

（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

/実
績
記
録

/引
抜

作
業
及
び
機
材
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
等
）

 
・
 

ST
P
運
転
作
業
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
方

法
（
脱
水
及
び
水
処
理
原
理
、
運

転
管
理
及
び
点
検
記
録
、
水
質
記

録
、
脱
水
汚
泥
ケ
ー
キ
管
理
記
録

等
）

 
・
 
作
業
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
か
ら
の

課
題
抽
出
と
解
決
案

 

・
 
教
室
講
義
及

び
討
議

 
・
 
台
帳
作
成

（
台
帳
作
成

パ
イ
ロ
ッ
ト

区
域
）

O
JT

 
・
 
試
運
転
時
の

実
践
訓
練

（
O

JT
）

 

・
 
民
間
委
託
契

約
・
評
価
専

門
家
（

1
名

 
x0

.4
3
ヶ

月
）

 
・
 
引
抜
管
理
技

術
専
門
家

（
1
名

 
x0

.5
8
ヶ

月
）

 
・
 

ST
P
管
理
技

術
（
運
転
）

専
門
家
（

1
名

 x
1.

75
ヶ

月
）

 
・
 

ST
P
管
理
技

術
（
水
質
）

専
門
家
（

1
名

 x
0.

48
ヶ

月
）

 
・
 

M
CW

D
の

セ
プ
テ
ー
ジ

管
理
ユ
ニ
ッ

ト
（
リ
ー
ダ

ー
、
副
リ
ー

ダ
ー
、
収

集
・
台
帳
管

理
担
当

4

・
 
民
間
委
託

仕
様
書

/契
約
書
案

 
・
 
セ
プ
テ
ー

ジ
引
抜
作

業
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
計

画
書

 
・
 

ST
P
運
転

作
業
モ
ニ

タ
リ
ン
グ

計
画
書

 
・
 
実
践
訓
練

（
O

JT
）
報

告
書

 



147 

分
野

 
成
果

 
必
要
と
さ
れ
る
技

術
 

現
在
及
び
必
要
と
さ
れ
る

技
術
レ
ベ
ル

 
活
動
内
容
及
び
研
修
項
目

 
活
動
方
法

 
必
要
な
投
入

成
果
品

 

名
、

ST
P
管

理
担
当

2
名
）

 
・
 

M
CW

D
の

法
務
、
財

務
、
渉
外
担

当
者

 
・
 

M
CW

D
の

水
質
管
理
部

門
 

セ
プ
テ
ー
ジ
管
理
事
業

に
係
る
住
民
啓
発
分
野

成
果

3 
セ
プ
テ
ー
ジ
管
理

事
業
導
入
に
必
要

な
住
民
啓
発
活
動

が
で
き
る
よ
う
に

な
る
。

 

効
果
的
な
住
民
啓
発

技
術

 
・
 

M
CW

D
に
は
セ
プ
テ
ー

ジ
処
理
事
業
に
係
る
計

画
的
な
住
民
啓
発
活
動

が
な
い
。

 
・
 
セ
プ
テ
ー
ジ
処
理
に
係

る
情
報
が
整
理
さ
れ
て

お
ら
ず
、
公
開
す
べ
き

情
報
の
知
見
が
な
い
。

ま
た
、
広
報
資
料
の
例

や
実
績
の
積
み
重
ね
が

な
い
。

 
・
 
日
本
の
下
水
道
事
業
導

入
時
の
広
報
や
事
業
実

施
中
の
広
報
内
容
を
踏

ま
え
、
効
果
的
な
広
報

手
法
で
住
民
啓
発
を
開

始
す
る
た
め
の
初
期
技

術
が
必
要
で
あ
る
。

【
活
動
】

 
・
 
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
映
像
等
の
広
報

資
料
の
作
成

 
・
 
事
業
開
始
時
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

試
行

 
【
研
修
項
目
】

 
・
 
日
本
の
広
報
事
例
（
内
容
及
び
メ

デ
ィ
ア
）

 
・
 
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
例
と
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
計
画

/実
施
管
理

 

・
 
教
室
講
義
及

び
討
議

 
・
 
広
報
メ
デ
ィ

ア
作
成

 
・
 
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
実
践
訓
練

（
O

JT
）

 

・
 
住
民
啓
発
技

術
専
門
家

（
1
名

 x
 

0.
92
ヶ
月
）

・
 

M
CW

D
の

渉
外
部

 

・
 
住
民
啓
発

活
動
計
画

書
 

・
 
広
報
メ
デ

ィ
ア

 
・
 
第
一
回
キ

ャ
ン
ペ
ー

ン
実
践
訓

練
（

O
JT
）

報
告
書

 

出
典
：

JI
CA
調
査
団
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3-2-4-9 実施工程 

本プロジェクトは、我が国政府の承認を経て、両国間で交換公文（E/N）、贈与契約（G/A）が
取り交わされた後に実施される。本プロジェクトの実施には、入札手続きを含めて G/Aから約 36
ヶ月を要すると考えられる。 

詳細設計は、業者入札のための仕様書作成に必要な精度で実施される必要があり、現地調査（設

計内容確認）、国内設計作業で構成される。必要な期間は約 6ヶ月と想定される。 

詳細設計の後、業者入札を経て、施設建設及び機材調達が開始される。施設建設は、準備工・

建設工事・検査／試運転を含め、請負業者の工事契約締結から完工までに約 24ヶ月が必要と考え
られる。また、機材調達（車両機材）は、機材製作図作成・製作・検収／引渡しを含め、請負業者

の機材調達契約締結から完工までに約 21ヶ月が必要と考えられる。 

上記に基づく日本側負担工事の事業実施工程は、表 3-70に示す通りである。 

表 3-70 実施工程表 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

実 
施 
設 
計 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
施 
設 
建 
設 

機 
材 
調 
達 

出典：JICA調査団 

3-3 相手国側負担事業の概要 

3-3-1 主要な相手国負担事項 

本プロジェクトは、我が国が協力する部分とフィリピン側が自助努力で実施する部分で構成さ

れる。E/N 締結後、フィリピン側が自助努力で実施する相手国側分担事業の概要を、①入札前ま
でに行う必要がある項目、②事業実施中に行う必要がある項目、③事業完了後に行う必要がある

項目に分けて表 3-71、表 3-72、表 3-73に整理する。 

現地調査 

国内作業 

契約手続き 入札作業 

凡例： 

■：現地作業

□：国内作業

計 12.0ヶ月

コンサルタント契約 

【ソフトコンポーネント】 

計 24.0ヶ月

【準備工】 

【試運転/引き渡し】 

【建設工事】 

計 21.0ヶ月

【機材製作図作成】 

【検収/引渡し】 

【機材製作】 
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表 3-71 主要な相手国負担事項（入札前までに行う必要がある項目） 
NO 項目 期限 実施機関 

1 関係LGUの条例整備及び関係LGUとMCWD間の事業実施合意 G/A前 MCWD/ 
LGUs 

2 MCWDとCebu市の間での既存脱水プラント及びラグーンの運営権移管
の合意 G/A前 MCWD/ 

Cebu市 

3 既存セプテージ収集会社とMCWD間の事業実施に係る基本合意 G/A前 
MCWD/ 
既存セプテージ
収集会社 

4 脱水汚泥ケーキ埋立処分場とMCWD間の脱水汚泥ケーキ受入れに係る
基本合意 G/A前 MCWD/ 

埋立処分場 
5 EIAの承認（ECCの発行）及び要求事項の実施に係る予算確保 G/A前 MCWD 
6 銀行取極め (B/A)  G/A後1ヶ月  MCWD 
7 本邦の銀行への支払い授権書（A/P）の発行（コンサルタント用） 契約後1ヶ月 MCWD 

8 施設建設予定地周辺への住民説明やステークホルダー会議の開催と住
民合意 G/A後1ヶ月 MCWD/ 

Cebu市 
9 適切な法的手続きの下での施設建設予定地と仮設ヤードの土地確保 G/A後1ヶ月 MCWD 

10 日本側建設工事開始までのSTP用地の埋立て工事 施設建設入札手
続き開始前 MCWD 

11 

日本側建設工事開始までの既存セプテージ脱水プラントにおけるリハ
ビリ工事と運転 

- ばっ気槽と沈殿池の設置 
- 適切に水処理と既存汚泥除去を実施するためのシートパイ

ル等でのラグーンの仕切 

施設建設入札前 MCWD 

12 フィリピンの工事基準及び適切な材料でのラグーンの埋立 施設建設入札前 MCWD 
13 プロジェクトモニタリングレポートの提出 (詳細設計結果を添付) 施設建設入札前 MCWD 

出典：JICA調査団 

表 3-72 主要な相手国負担事項（事業実施中に行う必要がある項目） 
NO 項目 期限 実施機関 

1 本邦の銀行への支払い授権書（A/P）の発行（建設会社・機材調達会社
用） 

契約後1ヶ月 MCWD 

2 
以下に係る本邦銀行の手数料負担 
1) A/P発行手数料 契約後1ヶ月 MCWD 
2) A/Pに基づく支払い手数料 支払いごと MCWD 

3 Cebu港へ輸入する資機材の迅速な荷下しに必要な措置と通関作業の実
施 

実施期間中 MCWD 

4 
本プロジェクトに必要な建設工事・資機材調達及び役務に関連した、業
務遂行のためにフィリピン国へ入国及び滞在する日本人・第三国人へ
の便宜供与 

実施期間中 MCWD 

5 
本プロジェクトに必要な資機材調達及び役務に対する日本国法人及び
日本人へのフィリピン国で課せられる関税・国内税等の免税及び同等
の措置 

実施期間中 MCWD 

6 無償資金協力に含まれていない費用で、本プロジェクトの実施に必要
な全ての費用の負担 

実施期間中 MCWD 

7 
1) プロジェクトモニタリングレポートの提出 毎月 MCWD 
2) プロジェクトモニタリングレポートの提出（最終） 工事完了証明提

出後1ヶ月 
MCWD 

8 プロジェクトの完了に関わる報告書の提出 工事完了後6ヶ月 MCWD 

9 

以下の施設・設備の建設 
1) 電力
STPへの電力の引き込み（受電設備以降は日本側の範囲） 

試運転開始前 MCWD 

2) 水道
STPへの水道の引き込み 

試運転開始前 MCWD 

3) STPのフェンス及びゲートの設置 試運転実施中 MCWD 
4) STPの家具や一般事務機器 試運転開始前 MCWD 
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NO 項目 期限 実施機関 
10 脱水汚泥ケーキ埋立処分場の確保 試運転開始前 MCWD 

11 

包括的外部委託先と既存セプテージ収集会社との運営維持管理契約 試運転開始前 MCWD/ 
包括的外部委託
先と既存セプテ
ージ収集会社 

12 残土置き場の提供 実施期間中 MCWD/ 
Cebu 州 

13 STPの試運転に必要な薬品の提供 試運転実施中 MCWD 

14 
施設・機材の適切な維持管理や品質確保のためのOJTやソフトコンポー
ネント対象者の選任とJICAへの通知 

OJT・ソフトコン
ポーネント開始
前 

MCWD 

15 

安全な建設工事に必要な以下の措置 
- 交通規制 
- 入場規制 
- サイトへの入場者管理 

実施期間中 MCWD/ 
Cebu city 

16 環境管理計画と環境モニタリング計画の実施 実施期間中 MCWD 

17 プロジェクトモニタリングレポートの一部としての環境モニタリング
レポートの提出（四半期ごと） 

実施期間中 MCWD 

18 

プロジェクトモニタリングレポートの一部としての社会環境モニタリ
ングレポートの提出（四半期ごと） 
- もし影響を受ける住民が満足しない場合、モニタリング期間を延長す
る。延長が必要な場合、MCWDとJICAで協議・合意する。 

住民移転計画が
ある場合、その実
施期間中 

MCWD/ 
Cebu city 

出典：JICA調査団 

表 3-73 主要な相手国負担事項（事業完了後に行う必要がある項目） 
NO 項目 期限 実施機関 

1 

環境管理計画と環境モニタリング計画の実施 環境管理計画と
環境モニタリン
グ計画が定める
時期 

MCWD 

2 

プロジェクトモニタリングレポートの一部としての環境モニタリング
レポートの提出（2回/年） 
もし重要な負の影響が見つかった場合、モニタリング期間を延長する。
延長が必要な場合、MCWDとJICAで協議・合意する。 

工事終了後3年間 MCWD 

3 

無償資金協力で建設／調達された施設／機材の適切な使用・維持管理
1) 維持管理費の確保
2) 運営・維持管理体制の整備
3) 日常及び定期点検
4) 埋立地盤の沈下が収まった時点でのアスファルト／コンクリート
での場内道路舗装

工事終了後 MCWD 

出典：JICA調査団 

3-3-2 免税手続 

フィリピンでは、1986年 12月に発出された Executive Order No.93において、政府機関や民間企
業に認められていた課税免除に係る特権を得ることが困難となった。フィリピン政府から免税措

置を受けることが難しいため、本プロジェクトでは、調達する資機材に関する関税及び付加価値

税（以下、VATという）については、MCWDが負担し、MCWDから本邦請負業者への還付方式
とする。 

なお、2013 年に MCWD が実施した無償資金協力プロジェクト（メトロセブ水道区上水供給改
善計画）においても、免税の例外措置を受けることができず、関税及び VAT の相当額を MCWD
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の予算から請負業者へ支払う手段がとられた。 

よって、本プロジェクトに関連する関税及び VAT については、MCWC が年間予算の中に組み
込むものとし、本プロジェクトの積算に計上しないものとする。 

3-3-3 相手国側分担事業の概算事業費 

前掲の相手国負担事業のうち、フィリピン側が負担する施設建設や工事を含む項目の概算事業

費は、表 3-74に示すとおりである。 

表 3-74 相手国負担事業の概算事業費 
NO 分担事業費目 概算事業費（PHP）
1 既存セプテージ脱水プラントのラグーンの浚渫・埋立て工事 35,263
2 既存セプテージ脱水プラントにおける仮設水処理設備建設工事 1,207
3 STPに必要な電力線及び水道の引き込み 250
4 STP敷地境界へのフェンス及びゲートの設置 2,622

合計 39,342

出典：JICA調査団 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営・維持管理主体と民間委託契約 

3-4-1-1 セプテージの広域処理と運営・維持管理主体 

フィリピンのセプテージ処理は、MCWD のような水道区と LGU のどちらでも実施できること
になっているため、本プロジェクトに際し、プロジェクト対象地域のセプテージ処理事業の実施

主体を明確化する必要がある。また、本プロジェクトでは、プロジェクト対象地域の 6 LGUsのセ
プテージを Cebu市内の STPで集中処理し、脱水汚泥ケーキも Cebu市内の廃棄物処分場で処分す
る廃棄物の広域処理型プロジェクトであるため、いわゆる廃棄物の越境移動に係る LGUs 間での
合意も必要とする。 

本プロジェクトでは、以下の理由から、MCWDを運営・維持管理の実施主体とする。 

- 6 LGUsにまたがるセプテージ広域処理事業であり、LGU単位での事業完遂は困難である。 
- プロジェクト対象地域は、MCWDが水道供給事業を実施している地域をベースに設定されて
いる。また、同水道の契約者の 100%をセプテージ処理の対象にしており、セプテージ処理料
金も水道料金に上乗せする効率的な方法で収受可能である。 

- プロジェクト対象地域の 6 LGUs と MCWD は、MCWD がセプテージ処理することとセプテ
ージの越境移動に係る合意書を交わしている。 

- Cebu市・Cebu州・MCWDが以下についての合意書を交わしている。 
・ Cebu市は、既存セプテージ脱水プラントの用地を Cebu州に移管させる。 
・ MCWDが同用地を Cebu州から借り受ける。 
・ MCWDが同用地に STPを建設し、セプテージ処理事業を実施する。 
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本プロジェクトの実施に係るMCWD、LGUs、Cebu州の分担を表 3-75に要約する。 

表 3-75 セプテージ処理事業に係るMCWD・LGUs・Cebu州の関係 
分類 MCWD LGUs Cebu州 

STP建設
予定地 

- Cebu市の既存セプテージ脱水プラン
トのラグーンを埋め立てる。 

- Cebu市・Cebu州の双方へ用地利用に
係る料金を支払う。 

- 本プロジェクトの STP供用までの期
間、既存脱水プラントの水処理設備
をリハビリし、脱水業務を継続する。

- Cebu市は、既存セプテージ脱水プラント
の用地を Cebu州へ移管する。 

- Cebu 市は既存セプテージ脱水プラント
とラグーンの運営権を MCWD へ移管す
る。 

- Cebu 市はラグーン埋立に必要な土を
MCWDへ提供する。 

- Cebu市から移管され
る用地を50年間の予
定で MCWD へ貸与
する。 

- ラグーン埋立工事に
必要な建設機械類を
MCWDへ提供する。

セプテー
ジ処理事
業 

- プロジェクト対象地域でセプテージ
の収集を実施する。 

- 収集したセプテージを Cebu 市内の
STPへ運搬し、同 STPで処理する。

- 脱水汚泥ケーキを埋立処分する。 
- セプテージ処理料金を住民から収受
し、それを原資にセプテージ処理事
業を運営・維持管理する。 

- 左記の MCWD のセプテージ処理事業に
同意する。 

- セプテージや脱水汚泥ケーキが LGUs の
境界を越えて移動することを許可する。 

- 同事業に当たり、MCWDが LGUs内の住
宅や事業所に立ち入ることを許可する。 

- 同事業の実施・各種許可・広報等につい
てMCWDに協力する。 

出典：JICA調査団 

3-4-1-2 民間委託制度とセプテージ管理ユニット 

本プロジェクトの実施機関はMCWDである。しかし、MCWDにはセプテージ処理の経験はな
く、セプテージ処理を実施する組織がない。また、MCWDは、脱水汚泥ケーキの処分に必要な廃
棄物埋立処分場を有していない。更に、民業圧迫を避けるため、既存のセプテージ収集会社会社

を活用する必要がある。 

この背景下、MCWDでは、①プロジェクトに必要なセプテージ引抜・収集作業及び STP運転・
維持管理作業を外部委託する、②脱水汚泥ケーキの埋立処分を民間の廃棄物埋立処分場へ外部委

託する。③MCWD内に本プロジェクトのためのセプテージ管理ユニットを設置し外部委託作業の
監督をする、④同セプテージ管理ユニットを中心にしてセプテージ処理事業の実施責任を果たす

計画である。 

外部委託は、図 3-16のように 3種類となり、MCWDのセプテージ管理ユニットが各外部委託
先の業務を管理・監督する。 

出典：JICA調査団 

図 3-16 MCWDと外部委託先 

MCWD
セプテージ管理ユニット

セプテージ収集及び
STP運転・維持管理に
係る包括的外部委託

先企業

既存7社のセプテージ
収集会社（計画セプ

テージ収集量の一部を
担当）

民間廃棄物処分場
（Binaliu処分場）
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3-4-1-3 MCWDのセプテージ管理ユニット 

MCWDのセプテージ管理ユニットは、表 3-76に示す 8名の専従職員で構成される必要がある。
同 8名について、MCWDは既存組織からの要員配置転換か新規雇用で対応する必要がある。 

なお、水質・法務・財務・広報等の活動は、表 3-77のように既存部所の職員が必要に応じて兼
務する形でユニットの活動支援を実施する必要がある。 

表 3-76 セプテージ管理ユニットの概要 
要員 専従/兼務 要員数 主な役割 

ユニットリーダー 専従 1名 セプテージ管理事業の全体マネジメント 
ユニット副リーダー 専従 1名 セプテージ収集量、処理量、水質、収集頻度、収

集済/未収集顧客数等、技術的な民間委託先の実施
状況管理総括 

収集車両配車及び収集
状況管理クラーク 

専従 2名 水道契約者/非契約者双方に係る収集済/未収集顧
客の管理、日々の収集車両配車スケジュール管理、
セプテージ台帳への収集情報記録、マニフェスト
管理、収集車両維持管理状況管理 

台帳管理クラーク 専従 2名 水道契約者/非契約者双方に係る各顧客のセプテ
ックタンク情報の調査、引抜開口部有無の調査と
開口部設置促進、台帳の作成・アップデート管理

STP 運転状況管理クラ
ーク 

専従 2名 STP運転状況・水質/処理量データ管理、脱水汚泥
ケーキの処分量・マニフェスト管理 

合計 専従 8名 

出典：JICA調査団 

表 3-77 セプテージ処理事業に必要な既存組織の活動概要 
活動 専従/兼務 要員数 主な役割 

水質及びセプテージ/脱
水汚泥ケーキの性状管
理 

既存の水質
管理部門が
兼務 

全 20名（分
析・管理項
目で分担）

水質及びセプテージ/脱水汚泥ケーキの性状
の定期的分析と水質面での STP 運転状況監
視、水質状況に応じた STP運転改善の助言 

民間委託契約の法務的
管理 

既存の法務
部が兼務 

法務部員が
作業 

民間委託契約に係る法務的管理作業 

料金収受、財務的管理、
民間委託先への支払い 

既存の財務
グループが
兼務 

顧客サービ
ス部、経理
部、財務部
が作業 

水道料金と同時にセプテージ処理料金の収
受、非水道契約者からの料金収受、民間委託
先への支払い、セプテージ処理事業に必要な
予算措置 

広報・住民啓発 既存の渉外
部が兼務 

渉外部員が
作業 

セプテージ処理事業開始に係る公聴会や広報
活動の実施、セプテージ処理事業の必要性に
係る住民理解促進、料金に係る住民理解促進、
事業効果の広報 

出典：JICA調査団 

3-4-1-4 セプテージ収集及び STP運転・維持管理に係る包括的外部委託 

フィリピンには、PPPでセプテージ収集・処理を実施する企業や、LGUから委託を受けて STP
の運転・維持管理を実施する企業がある。MCWDは、これらの企業に本プロジェクトで建設する
STP 及び調達するバキューム車やダンプトラックの運転・維持管理を包括的に外部委託する計画
である。包括的外部委託の範囲は、①セプテージ収集、②STP 運転・維持管理、③脱水汚泥ケー
キの埋立処分場への運搬、④施設・機材の維持管理を含むものとし、MCWDと包括的外部委託先
の主な分担は表 3-78のように整理される。 
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表 3-78 MCWDと包括的外部委託先の関係 
分類 MCWD 包括的外部委託先 

全般 

- 住民や事業所からセプテージ処理料金を収
受する。 

- セプテージの STP 受け入れ量に基づき、包
括的外部委託先へ支払う。 

- ECCを含む事業許可を取得する。 
- LGUsとの調整を実施する。 
- 住民啓発を実施する。 
- 大規模な施設・機材の拡張・更新の費用を負
担する。 

- セプテージの STP 受け入れ量に基づき、委
託費を定期的に請求する。 

- 委託業務に必要な燃料・油脂類、電気／水道
等のユーティリティ料金、消耗品、交換部
品、人件費等を負担する。 

セプティック
台帳整備 

- セプティックタンク台帳の様式を整備し、
台帳記入を支援する。 

- 台帳に記入されたセプティックタンク情報
に基づき、セプテージ収集の優先順位を整
理する。 

- MCWDの協力を得て、プロジェクト対象地
域のセプティックタンクを調査し、容量・ア
クセス難易・引抜開口部有無等の情報を台
帳に記入する。 

セプテージ収
集 

- 本プロジェクトで調達するバキューム車を
貸与する。 

- 台帳に基づき、日々のセプテージ収集スケ
ジュールを作成し、バキューム車の配車を
する。 

- 水道非契約者からのセプテージ収集依頼を
受け付け、料金収受するとともに、バキュー
ム車配車をする。 

- マニフェストに基づき収集記録を台帳に記
入する。 

- バキューム車の運転・メンテナンス・維持管
理状況を管理・監督する。 

- セプティックタンクに引抜開口部が無い場
合、開口部を設置し、台帳をアップデートす
る。 

- MCWDの配車指示に基づき、バキューム車
を運行してセプテージを収集する。 

- セプテージ収集時にマニフェスト記録を実
施する。 

- バキューム車のメンテナンス・維持管理を
する。 

STP運転 

- 本プロジェクトで建設する STP を貸与す
る。 

- 日々の STP運転記録様式を整備する。 
- マニフェストや運転管理に基づき、セプテ
ージ処理量の記録管理を実施する。 

- STPの運転・メンテナンス・維持管理状況を
管理・監督する。 

- 定期的に水質やセプテージ性状を分析して
環境影響及び STP運転状況を監視する。 

- STP をマニュアルに従って運転・維持管理
する。 

- セプテージ受入量・脱水汚泥ケーキ搬出量、
STP運転状況等を記録する。 

- セプテージ処理・脱水汚泥ケーキ搬出時に
マニフェストに記録する。 

脱水汚泥ケー
キ運搬 

- 本プロジェクトで調達するダンプトラック
を貸与する。 

- マニフェストに基づき脱水汚泥ケーキ搬
出・処分量の記録を管理する。 

- ダンプトラックの運転・メンテナンス・維持
管理状況を管理・監督する。 

- 脱水汚泥ケーキ処分量に基づき、民間の埋
立処分場へ支払いをする。 

- 脱水汚泥搬出・埋立処分時にマニフェスト
記録を実施する。 

- ダンプトラックのメンテナンス・維持管理
をする。 

出典：JICA調査団 

3-4-1-5 既存のセプテージ収集会社への委託 

7社になる既存のセプテージ収集会社へは、これまでの収集作業量実績に基づき、合計 60m3/日
のセプテージ収集量を目安にセプテージ収集を委託する。配車は、水道非契約者分も含めMCWD
が実施し、MCWDがセプテージ運搬量に基づき、同セプテージ収集会社に支払う。 

MCWDと包括的外部委託先の主な分担は表 3-79のように整理される。 
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表 3-79 MCWDと既存セプテージ収集会社の関係 
分類 MCWD 包括的外部委託先 

全般 

- 住民や事業所からセプテージ処
理料金を収受する。 

- セプテージの STP 受け入れ量に
基づき、セプテージ収集会社へ
支払う。 

- セプテージ収集量（STP 受け入れ量）に基づき、委
託費を定期的に請求する。 

- 委託業務に必要な燃料・油脂類、消耗品、交換部品、
人件費等を負担する。 

- 委託業務継続に必要な機材更新費を負担する。 

セプテージ収集 

- バキューム車の配車をする。 
- マニフェストに基づき収集記録
を台帳に記入する。 

- MCWDの配車指示に基づき、バキューム車を運行し
てセプテージを収集する。 

- セプテージ収集時にマニフェスト記録を実施する。
- バキューム車の運転・メンテナンス・維持管理・更
新をする。 

出典：JICA調査団 

3-4-1-6 脱水汚泥ケーキの埋立処分 

脱水汚泥ケーキの埋立処分は、Cebu 市内にある民間の Binaliu 処分で実施する計画である。同
処分場とは、処分場の受入量に基づく Tippinng Fee方式で委託契約することになる。 

同処分場は、同処分場が許可を得ている ECCに基づき、脱水汚泥ケーキの埋立と浸出水処理を
実施する。 

3-4-1-7 住民や事業所からのセプテージ処理料金の収受 

これまでに述べているように、本プロジェクトで実施するセプテージの収集に対し、セプテー

ジ処理料金の収受は MCWD が実施する。包括的外部委託先や既存のセプテージ収集会社は直接
的な料金収受を実施せず、委託先に必要な経費は、MCWDから契約に基づく金額が定期的に支払
われる。 

3-4-2 セプテージ処理プラントに必要な運営・維持管理活動と体制 

3-4-2-1 日常のプラント運転活動 

STP の運転管理者は、本邦請負業者が提出する施設の維持管理マニュアルに基づき、施設を構
成する各処理工程を適切に運転・維持管理する各処理工程での管理項目と主な日常点検項目を表 
3-80に示す。 

表 3-80 STPでの日常管理項目 
処理工程 管理項目 主な日常点検項目 

セプテージ受入 セプテージ量 
セプテージ濃度・固形物量 

受入流量計の作動状況、受入ユニット（除塵、除砂）の
運転状況・運転時間 

脱 水 
セプテージ供給量 
脱水汚泥ケーキ含水率 
脱水汚泥ケーキ搬出量 

脱水機の運転状況・運転時間、汚泥供給ポンプの運転状
況、凝集剤注入ポンプの運転状況、コンベヤの運転状況

分離液処理 
反応タンク流入量、返送汚泥量余
剰汚泥量、循環汚泥量 
ばっ気風量、放流水量 

硝化液循環ポンプ等ポンプの運転状況・運転時間、ばっ
気ブロア等送風機の運転状況・運転時間、消毒装置の運
転状況、砂ろ過装置の運転状況、脱臭設備の運転状況 

出典：JICA調査団 
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3-4-2-2 定期的点検・メンテナンス活動 

STP の機械・電気設備は、設備を構成する機器の製造メーカーが作成した個別の機器取扱説明
書に基づいて、定期的な点検・メンテナンスが実施される。運転管理者が実施する必要がある機

器ごとの標準的な定期点検項目を表 3-81に示す。 

表 3-81 STP機器の定期点検項目 
工種 点検頻度 定期点検項目 

機械 

日点検（1回/日） 各部目視点検、異常音・異常振動の有無、軸受温度上昇の有無、水漏
れ・空気漏れの有無 

月点検（1回/月） グランドパッキンの点検、潤滑油・グリースの点検、各部の増し締め、
吸込・吐出圧力の確認、電流値の確認 

年点検（1回/年） 回転部摩耗状況の確認、潤滑油・グリースの補給・交換、流量・風量
の確認、塗装の補修、補機の点検 

電気 

日点検（1回/日） 各部目視点検、異常音・異常臭の有無、各種計器の表示状況 
月点検（1回/月） 機器回り清掃状況の確認、端子部やコンタクターの変色・損傷の確認、

年点検（1回/年） 盤内の錆の発生・汚損の確認、絶縁抵抗・接地抵抗の測定、継電器動
作試験 

出典：JICA調査団 

3-4-2-3 消耗品・予備品調達 

機器の運転により交換が必要になる部品としては、運転が一定時間に達した時に定期的に交換

が必要になる消耗品、故障や事故等が発生した場合に機器を修理するために必要となる交換用の

予備品に分類される。本プロジェクトの STP に係る代表的な消耗品は、ポンプ類のベアリング、
送風機類のＶベルト、消毒設備の紫外線ランプなどがあり、これらの部品は、故障発生の有無に

かかわらず消耗品として購入が必要となる。 

なお、消耗品や予備品を調達する場合の対応については、原則として調達機材の個別の取扱説

明書に記載された調達先から入手できるようにする。なお、フィリピン側が調達先へコンタクト

する際に支障がある場合は、受注した本邦請負業者を通じて、該当部品の調達先にコンタクトで

きるよう配慮する。 

3-4-2-4 プラント運転委託先に必要な要員体制 

セプテージの処理工程は、セプテージ受入 → 脱 水 → 分離液処理 であり、下水の泥
処理施設と処理プロセスが類似している。 

下水の処理過程から発生する汚泥を処理する施設は、一般的に処理プロセスが複雑となり、工

程別に運転管理者を配置する体制が必要となる。また、設備数が多いため、計画的な修繕や設備

が寿命を迎えた場合の更新計画を作成することも必要となる。このため、全体を取りまとめる総

括責任者の配置とともに、全設備の修繕計画作成等の保全業務を担当する保全担当を配置する体

制が望ましい。なお、分離液処理設備は 24 時間運転が必要なため、3 交代制をとる必要がある。
必要な要員を表 3-82に示す。 
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表 3-82 セプテージ処理施設の維持管理体制 
担当業務 職員数 備考 

全体管理 
総括責任者 (Manager) 1名 バキューム車・ダンプトラック

運行を含めた契約業務全体管理 
保 全 （水質担当兼務） 1名 
警備員 4名 1名 1シフトの 3交代 
各設備運転管理者 
セプテージ受入 1名 
脱 水 1名 
分離液処理 4名 1名 1シフトの 3交代 

合 計 12名 
出典：JICA調査団 

3-4-3 MCWDの定期水質モニタリング 

MCWDは、本プロジェクトの事業実施者として、外部委託する STP運転と水質・セプテージ性
状について、定期的に計測管理し外部委託先を監督する必要がある。 

水質・セプテージ性状の分析及び評価については、既存の MCWD 中央試験室が週に 1 度の頻
度で実施し、STP 運転に不備があると考えられる場合には、STP 運転の委託先に是正指示を実施
する。なお、必要な水質分析項目を表 3-83に再掲する。 

分析作業については、中央試験室の既存要員が兼務する計画とする。 

表 3-83 中央水質試験室での水質分析項目（週 1回実施） 

項目 受入槽 
前処理（脱水機） 反応タンク 最終沈殿池 

放流渠
脱水汚泥 脱水分離液 曝気槽 返送汚泥 二次処理水 

水温 ○ ○ ○ ○ ○ ○
pH ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
SS ○ ○ ○ 

MLSS ○ ○ 
BOD ○ ○ ○ 

CODCr ○ ○ ○ 
T-N ○ ○ ○ 

NO3-N＋NO2-N ○
NH4-N ○

T-P ○ ○ ○ 
含水率 ○
油脂類 ○ ○ ○ 
界面活性剤 ○ ○ ○ 
糞便性大腸菌 ○
出典：JICA調査団 

3-4-4 セプテージ収集・脱水汚泥ケーキ搬出に必要な運営・維持管理活動と体制 

3-4-4-1 日常的な点検・維持管理活動 

本プロジェクトで調達する車両機材の運転管理者（包括的外部委託先）は、機材製造メーカー

が作成した機器取扱説明書に基づいて、定期的な点検・メンテナンスを実施する。標準的な定期

点検項目を表 3-84に示す。大規模な修理を必要とする整備については、民間の車両整備会社に委
託し車両の整備を行う。 
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表 3-84 車両機材の定期点検項目 
構成 点検頻度 定期点検項目 

シャシ 

日点検 
（1回/日） 

エンジン・変速装置・駆動装置等からの異音・熱・油漏れの有無、各種オ
イルの油量の確認、方向指示器・ヘットランプ等の点灯の確認、タイヤ圧
の確認、スペアタイヤの有無の確認 

3ヶ月点検 
（1回/3ヶ月） 

日点検項目の重点点検。エンジンオイルの交換(推奨交換頻度、走行距離
5,000km毎) 

6ヶ月点検 
（1回/6ヶ月） エンジンオイルフィルターの交換(推奨交換頻度、走行距離 10,000km毎) 

12ヶ月点検 
（1回/年） 

その他オイル（トランスミッション・デファレンシャル・ブレーキ・クラ
ッチ・パワーステアリング等）の交換（推奨交換頻度 20,000km）。燃料フ
ィルター、エアフィルター等の交換(推奨交換頻度、走行距離 20,000km毎)

24ヶ月点検 
（1回/2年） タイヤ、ブレーキパット類の交換(推奨交換頻度、走行距離 40,000km毎)。

ボディ 

日点検 
（1回/日） 

バキューム車 
※作業前 
ドレン弁が閉まっていることの確認、真空ポンプの油量、汚れの確認、各
種オイル（油圧シリンダー等）の油量・油漏れの有無、真空ポンプの駆動
用ベルトの張りの確認、 
※作業後 
ホースの洗浄、タンク内の洗浄、真空ポンプ周りの洗浄、各種ドレンから
の水抜き 
ダンプトラック 
※作業前 
各種オイル（油圧シリンダー等）の油量・油漏れの有無、駆動用ベルトの
張りの確認、 
※作業後 
コンテナの洗浄 

週点検（1回/週） 真空ポンプのオイル交換（バキューム車のみ） 
1ヶ月点検 
（1回/月） 

日点検項目の重点点検。PTO周り（ユニーバーサルジョイント他）のオイ
ル注入。 

6ヶ月点検 
（1回/6ヶ月） その他オイル・潤滑油（油圧シリンダー用オイル等）の注入 

出典：JICA調査団 
 
3-4-4-2 車両機材運転に必要な包括的外部委託先の要員体制 

本プロジェクトで調達する車両機材の運転・機材維持管理のために必要な要員体制を表 3-85に
示す。 

表 3-85 車両機材の運転・維持管理体制 
担当業務 職員数 備考 

全体管理   
運転管理者 1名 全車両の運行の総括責任者。 
バキューム車の運転、セプテージ収集作業   
運転員兼作業員 70名 35台×2名、運転・収集作業及び日

常点検を実施する。 
ダンプトラックの運転、脱水汚泥ケーキ搬出作業   
運転員兼作業員 4名 4台×1名、運転、脱水汚泥ケーキ搬

出作業及び日常点検を実施する。 
車両の維持管理   
整備工 1名 全車両機材の定期点検及び簡易な修

理を実施する。 
合 計 76名  

出典：JICA調査団 
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3-4-5 広報・住民啓発 

本プロジェクトにおける住民啓発・広報活動の基本的コンセプトを表 3-86に示す。 

表 3-86 住民啓発・広報活動の基本的コンセプト 
基本事項 内容 

MCWD、関係 LGUs/ 
Barangayの明確な役
割分担と連携 

MCWD、関係 LGUsや Barangayのさまざまな部署がセプテージ管理に関与しているが、
既存事業が無いため、セプテージ管理に係る相互のコミュニケーション体制が確立して
いるとは言えない。重複を避け、人的・財政的資源を有効活用するために、MCWD を
議長として、定期的な会議を持つとともに、共同で広報活動することにより、それぞれ
の役割を明らかにするとともに、相互の連携を強化する。 

住民意識の継続的な
向上と維持 

適切なセプテージ管理が衛生環境改善や水質汚濁防止に寄与するということへの住民
理解促進のため、関係機関は、あらゆる機会を利用して、長期にわたって継続的な住民
啓発・広報活動を実施する。 

出典：JICA調査団 

 
MCWD は、セプテージ処理事業に係る特段の広報活動を実施していないが、Mactan 島で PPP
のセプテージ処理事業を開始する際は、PPP 企業と協力して関係 LGUs や住民との協議を展開し
た。また、日本の地方自治体は、公共事業としての下水道サービス（有料）を導入する際に住民

理解と意識向上を求める広報活動を展開し、下水道サービス開始後も事業維持に必要な広報活動

を継続している。本プロジェクトの開始にあたり、MCWDは、これまでの経験や日本の地方自治
体の経験を活用し、効果的かつ効率的な住民啓発・広報活動を計画し、実践する必要がある。 

また、①有料のセプテージ処理サービスを利用しない住民（MCWDの水道非契約者が想定され
る）がセプテージの不法投棄をするケースや②認可されていない収集業者が低料金で収集・不法

投棄をするケースが発生することも考えられる。そのため、適切な処理に係る住民啓発と同時に、

定期的な不法投棄の監視や不法投棄を発見した場合の LGUs や警察等への通報が MCWD に求め
られる。 

MCWDにおいては、既存の渉外部が住民啓発・広報活動及び関係機関・LGUsとの主要コミュ
ニケーションを担当する。同部が活用している広報媒体は主に表 3-87に示すものであり、本プロ
ジェクトにおいても、基本的に既存媒体を活用して広報活動を実施する。 

表 3-87 MCWDの渉外部の広報媒体計画 
広報媒体 内容 

ラジオ 1. MCWDのセプテージ処理プログラムのテーマ音楽 
2. MCWDの公共サービスに係るアナウンス 
3. 民間委託先へのアナウンス 

新聞 1. 英語版プレスリーリス 
2. ビサヤ語版プレスリーリス 
3. 各種公募 
4. 各種広告 

Website と Facebook 1. MCWDの動画でのプレゼン 
2. Facebook広告 

コミュニティベース 1. セプテージ収集スケジュール提示 
2. 街宣車でのアナウンス 
3. 英語語のパンフレット配布 
4. ビサヤ語のパンフレット配布 
5. 商業モール等でのキャンペーン・イベント 
6. STPが立地するコミュニティへのクリスマスギフト 
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広報媒体 内容 
7. 衛生向上のための視察ミッション 

フォーラム/講義 1. Barangayの保健衛生担当者との討論会 
2. 主要な意思決定者等との討論会 
3. メディアへとの討論会 
4. 大学等との討論会 

その他 1. バキューム車での広報（ステッカー） 
2. セプテージ処理事業のためのロゴ作成 
3. セプテージ処理事業の唱道者設定 
4. 環境ブログの作成 
5. 関係 LGUsでの公聴会 
6. 料金説明 

出典：MCWD 
 
3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

本プロジェクトを実施する場合に必要となる概略事業費総額は施工・調達業者契約まで非公表

である。また、積算条件は下記 3-5-1-3に示すとおりである。 

 
3-5-1-1 日本側負担経費 

非公表。 

 
3-5-1-2 フィリピン国側負担経費 

相手国負担の概算事業費：39,342千 PHP（約 80.7百万円）（表 3-74の通り） 

 
3-5-1-3 積算条件 

1) 積算時点： 2018年 3月 

2) 為替交換レート： 2018年 2月末日を起点とした過去 3ヶ月の平均 

  1米ドル（USD）＝ 111.69円 

  1フィリピンペソ（PHP）＝ 2.05円 

3) 施工期間： 日本国の 4会計年度にわたる施設建設及び機材調達とし、国債制度

を適用する。 

4) その他： 積算は、無償資金協力の制度を踏まえて行うものとする。 
 
3-5-2 運営・維持管理費 

前章で述べた運営・維持管理体制及び活動に必要な経費は、表 3-88のように算出される。MCWD
には、約 PHP131百万/年の予算が必要と考えられる。 
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なお、MCWDの中央水質分析室に必要な薬品費、STP及び車両の運営維持管理費（人件費以外）
の内容は、以下のとおりである。 

 
3-5-2-1 中央水質分析室に必要な薬品費 

人件費以外に中央水質分析試験室に必要な薬品費は、表 3-89のように算出される。 

表 3-89 中央水質分析室に必要な薬品費（年間） 
項目 薬品費（PHP/年） 主な薬品、消耗品 

pH 4,680.00 フタル酸水素カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸
水素二ナトリウム・12水和物、塩化カリウム 

SS/MLSS/含水率 62,758.00 ガラス繊維ろ紙、シリカゲル、ワセリン 

BOD 32,383.00 

リン酸水素二カリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸
水素二ナトリウム・12水和物、塩化アンモニウム、硫酸
マグネシウム・7水和物、塩化カルシウム、塩化鉄・6水
和物、チオ硫酸ナトリウム・5水和物、炭酸ナトリウ
ム、ヨウ素酸カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸、でんぷ
ん、硫酸マンガン・5水和物、水酸化ナトリウム、ヨウ
化ナトリウム、アジ化ナトリウム 

CODCr 285,795.00 
ニクロム酸カリウム、硫酸アンモニウム鉄・6水和物、
硫酸水銀、沸騰石、1.10-フェナントロリン、硫酸鉄・7
水和物、硫酸、硫酸銀 

T-N (有機性窒素、NH4-
N、NO3、NO2) 

160,705.00 
塩化アンモニウム、沸騰石、硫酸銅・5水和物、硫酸カ
リウム、硫酸、水酸化ナトリウム、ホウ酸、フェノー
ル、アセトン、次亜塩素酸ナトリウム、デバルタ合金 

T-P 10,705.00 

リン酸二水素カリウム、ペルオキソ二硫酸カリウム、七
モリブデン酸六アンモニウム・4水和物、アンチモン酒
石酸カリウム、硫酸、アミド硫酸アンモニウム、L-アス
コルビン酸 

油脂類 151,203.00 塩酸、硫酸ナトリウム無水和物、メチルオレンジ、ヘキ
サン、ろ紙 

界面活性剤 45,525.00 

ドデシルベンゼンスルフォン酸ナトリウム、クロロフォ
ルム、フェノールフタレイン、水酸化ナトリウム、硫
酸、メチレンブルー、リン酸二水素ナトリウム・2水和
物、脱脂綿 

糞便性大腸菌 52,060.00 
トリプトース、ラクトース、リン酸水素二カリウム、リ
ン酸二水素カリウム、塩化ナトリウム、n-ドデシル硫酸
ナトリウム、胆汁酸塩、エタノール 

排水処理 
（CODCr等） 44,060.00 L-アスコルビン酸、水産化ナトリウム（工業用）、次亜

硫酸ナトリウム 
合計 849,872.00    

出典：JICA調査団 
 
3-5-2-2 セプテージ処理プラントの運営・維持管理費 

本プロジェクトで建設する STPの運営・維持管理費は、電力費、上水費、薬品費、各設備の補
修費（消耗品の購入費を含む）、及び脱水汚泥ケーキの埋立処分費によって構成される。 

本件の STPは、汚泥の脱水プロセスと分離液から窒素とリンも除去する水処理プロセスで構成
されているため、4 種類の薬品を使用する。維持管理費の中では、薬品費の占める割合が高くな
り、MCWDは薬品費の確保に十分留意する必要がある。 
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表 3-90に、稼働後の STPに必要な運転・維持管理費を示す。なお、各費目を下記の条件で算出
した。 

 電力費 ： 年間電力使用量 × 平均電気料金 
 上水費 ： 年間上水使用量 × 平均水道料金 
薬品費 ： 年間使用量 × 薬品購入費 
 補修費 ： 機械工事機器価格 × 1%／年 

表 3-90 セプテージ処理プラントの年間維持管理費 

項 目 年間使用量等 単価（PHP） 年間概算維持管理費
（PHP） 

電力費 672,000 kWh/年 9 .00/kWh 6,048,000.00 
上水費 17,100 m3/年 （高分子凝集剤溶解用等） 48 .00/m3 820,800.00 
薬品費 高分子凝集剤：34,200 kg/年 

ポリ塩化アルミニウム：485,000 kg/年 
（脱水：427,000、分離液処理：58,000） 
メタノール：88,000 kg/年 
苛性ソーダ：168,000 kg/年 

244 .00/kg 
15.00/kg 

 
78.00/kg 
25.00/kg 

 
26,684,000.00 

補修費 機械工事機器価格の 1%  1,260,000.00 
合 計  34,812,800.00 

出典：JICA調査団 
 
3-5-2-3 セプテージ収集及び脱水汚泥ケーキ搬出の車両運営・維持管理費 

バキューム車及びダンプトラックの運営・維持管理費は、燃料代、消耗品代、その他交換部品

から構成される。3m3バキューム車、9m3バキューム車及び 8m3ダンプトラックの年間維持管理を

それぞれ、表 3-91、表 3-92及び表 3-93に示す。 

表 3-91 3m3 バキューム車の年間維持管理費（1台当たり） 

項 目 
1台当たりの年間
維持管理費
（PHP） 

根拠 備考 

1.燃料    
軽油 72,000 <1台あたり> 

12,600km/年
÷7km/L×40PHP/L=72,000PHP/年 

 

2.消耗品    
(1)シャシ部    
エンジンオイル 6,300 <1台あたり> 

12,600km/年÷5,000km/回×20L/回
×125PHP/L=6,300PHP/年 

 

その他オイル 1,890 <1台あたり> 
12,600km/年÷20,000km/回×3,000PHP/回
=1,890PHP/年 

トランスミッション、デ
ファレンシャル、ブレー
キ、クラッチオイル等 

エンジンオイルフ
ィルター 

4,410 <1台あたり> 
12,600km/年÷10,000km/回×3,500PHP/回
=4,410PHP/年 

 

その他フィルター 7,560 <1台あたり> 
12,600km/年÷20,000km/回×12,000PHP/回
=7,560PHP/年 

燃料、エアフィルター等

ブレーキパット類 5,670 <1台あたり> 
12,600km/年÷40,000km/回×18,000PHP/回
=5,670PHP/年 
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項 目 
1台当たりの年間
維持管理費
（PHP） 

根拠 備考 

(2)ボディー部    
真空ポンプ用オイ

ル 
260,714 <1台あたり> 

365日/年÷7日/回×10L/回
×500PHP/L=260,714PHP/年 

油回転式真空ブロワの場
合 

PTO周りのオイル 6,000 <1台あたり> 
12月/年÷1月/回×0.5kg/回
×1000PHP/kg=6,000PHP/年 

 

その他オイル 40,000 <1台あたり> 
12月/年÷6月/回×40L/回
×500PHP/L=40,000PHP/年 

油圧シリンダー、各循環
部 

3.その他交換部品    
その他交換部品 44,000 <1台あたり> 

機材費の約 1%/年 
 

合計 448,544   
注：年間走行距離は 280日/年×45km/日・台=12,600km/年とする。 
出典：JICA調査団 
 

表 3-92 9m3 バキューム車の年間維持管理費（1台当たり） 

項 目 
1台当たりの年間
維持管理費
（PHP） 

根拠 備考 

1.燃料    
軽油 64,400 <1台あたり> 

6,440km/年
÷4km/L×40PHP/L=64,400PHP/年 

 

2.消耗品    
(1)シャシー部    
エンジンオイル 3,220 <1台あたり> 

6,440km/年÷5,000km/回×20L/回
×125PHP/L=3,220PHP/年 

 

その他オイル 4,025 <1台あたり> 
6,440km/年÷20,000km/回×12,500PHP/回
=4,025PHP/年 

トランスミッション、デ
ファレンシャル、ブレー
キ、クラッチオイル等 

エンジンオイルフ
ィルター 

3,220 <1台あたり> 
6,440km/年÷10,000km/回×5,000PHP/回
=3,220PHP/年 

 

その他フィルター 4,186 <1台あたり> 
6,440km/年÷20,000km/回×13,000PHP/回
=4,186PHP/年 

燃料、エアフィルター等

ブレーキパット類 10,143 <1台あたり> 
6,440km/年÷40,000km/回×63,000PHP/回
=10,143PHP/年 

 

(2)ボディー部    
真空ポンプ用オイ

ル 
521,429 <1台あたり> 

365日/年÷7日/回×20L/回
×500PHP/L=521,429PHP/年 

油回転式真空ブロワの場
合 

PTO周りのオイル 6,000 <1台あたり> 
12月/年÷1月/回×0.5kg/回
×1000PHP/kg=6,000PHP/年 

 

その他オイル 40,000 <1台あたり> 
12月/年÷6月/回×40L/回
×500PHP/L=40,000PHP/年 

油圧シリンダー、各循環
部 

3.その他交換部品    
その他交換部品 67,000 <1台あたり>  
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項 目 
1台当たりの年間
維持管理費
（PHP） 

根拠 備考 

機材費の約 1%/年 
合計 723,623   

注：年間走行距離は 280日/年×23km/日・台=6,440km/年とする。 
出典：JICA調査団 
 

表 3-93 8m3ダンプトラックの年間維持管理費（1台当たり） 

項 目 
1台当たりの年間
維持管理費
（PHP） 

根拠 備考 

1.燃料    
軽油 168,000 <1台あたり> 

16,800km/年
÷4km/L×40PHP/L=168,000PHP/年 

 

2.消耗品    
(1)シャシー部    
エンジンオイル 8,400 <1台あたり> 

16,800km/年÷5,000km/回×20L/回
×125PHP/L=8,400PHP/年 

 

その他オイル 6,300 <1台あたり> 
16,800km/年÷20,000km/回×7,500PHP/回
=6,300PHP/年 

トランスミッション、デ
ファレンシャル、ブレー
キ、クラッチオイル等 

エンジンオイルフ
ィルター 

8,400 <1台あたり> 
16,800km/年÷10,000km/回×5,000PHP/回
=8,400PHP/年 

 

その他フィルター 10,920 <1台あたり> 
16,800km/年÷20,000km/回×13,000PHP/回
=10,920PHP/年 

燃料、エアフィルター等

ブレーキパット類 23,100 <1台あたり> 
16,800km/年÷40,000km/回×55,000PHP/回
=23,100PHP/年 

 

(2)ボディー部    
PTO周りのオイル 6,000 <1台あたり> 

12月/年÷1月/回×0.5kg/回
×1000PHP/kg=6,000PHP/年 

 

その他オイル 40,000 <1台あたり> 
12月/年÷6月/回×40L/回
×500PHP/L=40,000PHP/年 

油圧シリンダー、各循環
部 

3.その他交換部品    
その他交換部品 43,000 <1台あたり> 

機材費の約 1%/年 
 

合計 314,120   
注：年間走行距離は 280日/年×60km/日・台=16,800km/年とする。 
出典：JICA調査団 
 

3-5-2-4 既存のセプテージ収集会社の活用に係る費用 

既存の 7 社のセプテージ収集会社に対する委託費用は、機材調達・更新費用を考慮する必要が
あるため、3-5-2-3で上述した本プロジェクト調達機材の運営・維持管理費とは異なる。既存セプ
テージ収集会社へ支払う委託費用は、以下の理由により、1m3のセプテージ収集ごとに PHP534.00
程度の支払いにすることが妥当である。なお、年間に必要な費用を表 3-94に示す。 

- 2018年現在、既存セプテージ収集会社は、3m3のセプテージ収集毎に概ね PHP2,500.00を住民
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から徴収している。 
- そのうち、PHP900.00は、セプテージ脱水プラント運営費として Cebu市へ支払っている。 
- そのため、既存セプテージ処理会社の収入は、セプテージ 3m3に対し、PHP1,600.00 である。
そのため、支払い必要額は、PHP534.00/ m3と評価することが妥当である。 

表 3-94 既存セプテージ収集会社への年間外部委託費 

項 目 年間作業量 単価（PHP） 年間概算維持管理費
（PHP） 

収集委託費 60m3/日 x 280日 = 16,800 m3/年 534.00/ m3 8,971,200.00 

出典：JICA調査団 

 
3-5-2-5 料金徴収 

MCWDは、事業実施中の Mactan島において、上水道の水使用量 1m3あたり PHP2.20をセプテ
ージ処理料金として徴収している。これは、上水道の使用料金と同時に請求・徴収される。MCWD
では、本プロジェクトにおいても定期収集部分については、既存システムと同様の方法で同額の

料金を徴収する計画である。なお、MCWD では、平均水使用量を約 20m3/軒としているため、
PHP2.20/m3とした場合、住民は約 PHP44.00/月（PHP528.00/年）の負担をすることになる。また、
収集頻度を 5年にする場合、1回のセプテージ収集サービスの対価は約 PHP2,640.00になる。 

一方、上水道非契約者からは、定期的に少額ずつの料金を徴収することができないため、住民

要請に基づく収集作業の都度、MCWDが対象の住民から料金を徴収する。この金額も、公平を期
するため、水道契約者と同額であることが望ましい。 

計画収集対象地域の 2025 年の上水道契約者数と非契約者数をそれぞれ約 209,000 件、約 8,000
件と仮定すると、2025年の年間想定収入は、表 3-95のように約 PHP131百万になる。この想定収
入は、表 3-88で述べた必要経費と同等であり、想定収入でのプロジェクトの運営・維持管理が可
能と考えられる。 

表 3-95 2025年におけるセプテージ処理料金の年間想定収入 

分類 計画収集対象地域の契約者数 
（セプティックタンク数） 単価（PHP） 年間想定収入（PHP） 

上水道契約者 約 209,000件 528.00 110,352,000 
上水道非契約者 約 8,000件（計画収集量からの換算） 

（71.06m3/日 / 2.5m3/日/基 x 280日） 
2,640.00 21,120,000 

合計   131,472,000 

出典：JICA調査団 

 
なお、給水の接続管径 1/2インチ（最低価格）のケースで、使用水量が平均的な 20m3/月の場合、

水道料金は PHP320.00/月になる。この場合、セプテージ処理料金が PHP44.00/月になり、合計料金
として PHP364.00/月が水道契約者に課金される。約 14%の水道料金増になるが、Mactan島で収受
されている料金と同額であることから、住民負担が可能な範囲と考えられる。 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本プロジェクトの実施にあたり、前提条件となる事項は以下のとおりである。 

(1) 本プロジェクトの実施のために、MCWD、関係する 6 LGUs及び Cebu州の協力体制の構築
が必要である。関係 6 LGUs では、本プロジェクトの開始に必要な条例を制定し、MCWD
が事業開始することに対して合意書を交わしているが、この合意・協力体制を継続してプ

ロジェクトの管理を実施する必要がある。なお、本プロジェクトは住民に課金してセプテ

ージを収集・処理するものであり、課金に対する住民との合意形成は、MCWDのみならず、
6 LGUsの協力の下で実施される必要がある。 

(2) STP建設用地については、所有権が Cebu州にあり、50年間の賃貸合意がMCWD及び Cebu
州間で合意されている。しかし、建設予定地の現況は既存セプテージ脱水プラントの分離

液処理用のラグーンである。MCWD は、本プロジェクトの日本側施工会社選定に係る PQ
公示前までに、同ラグーンをフィリピン国の土木工事基準に従い埋め立てる必要がある。 

(3) 本プロジェクトの開始に当たり、これまで Cebu 市が運営していた既存セプテージ脱水プ
ラントの運営権がMCWDに移管された。これにより、MCWDは、既存セプテージ脱水プ
ラントと本プロジェクトの STPの両者の運営・維持管理を実施する。なお、既存セプテー
ジ脱水プラントの分離液処理用ラグーンが前述のように埋め立てられるため、本プロジェ

クトの STP建設完了までの間、MCWDは、ラグーンの一部を小区画化してばっ気装置を備
えた仮設水処理設備で既存の脱水・分離液処理事業を継続する必要がある。 

(4) STP でのセプテージ脱水工程で発生する脱水汚泥ケーキの処分場は、本プロジェクトの日
本側協力コンポーネントに含まれていない。MCWDが脱水汚泥ケーキの埋立処分を実施す
ることが前提であるため、MCWDは適切な埋立処分場へ脱水汚泥ケーキを運搬・処分する
必要がある。 

(5) STP建設に先立ち、MCWDは、DENRから ECCを取得する必要がある。また、Cebu市か
ら施設建設に係る認可を受ける必要がある。 

(6) 海外から調達する資機材に課せられる関税及びフィリピン国内で調達する資機材やサービ
スに課せられる VAT について、MCWDは免税の手続きをする必要がある。免税手続きが
困難な場合、MCWD は、関税／VAT 相当額を予算化して支払い事務を遂行する必要があ
る。 

 
4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

本プロジェクトの効果を発現、維持するためにフィリピン国側が取り組むべき事項は以下のと

おりである。 

(1) 本プロジェクトの実施に必要になる STPや車両機材の運転及び維持管理について、MCWD
は適切な民間会社への外部委託や適切な要員を雇用して実施体制を構築する必要がある。

なお、同実施体制は、本プロジェクトの試運転開始前に実施される必要がある。 
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(2) 本プロジェクトで建設／調達された施設／機材について、適切に使用するとともに維持管
理を実施する必要がある。 

(3) ソフトコンポーネントで作成されるセプテージ引抜管理台帳、セプテージ引抜作業モニタ
リング計画書、STP 運転作業モニタリング計画書、住民啓発活動計画書に基づき、継続的
に運営管理を実施する必要がある。 

(4) 環境影響を最小限に抑えるため、緩和策を講じるとともに環境管理計画及び環境モニタリ
ング計画に基づく環境管理を実施する必要がある。 

(5) MCWDは、本プロジェクトが SDGs、NSSMPやメガセブ・ロードマップ 2050の目標達成
に寄与していることや、他都市に先んじた大規模セプテージ処理の効果をフィリピン国政

府に報告し、プロジェクト対象地域での 2030年の目標達成に向けたセプテージ管理事業の
拡張が必要である。 

(6) 課金してセプテージ収集することことで、反発する住民や安価で不適切なセプテージ収集
する民間会社が生じ、セプテージの違法投棄が増加する可能性がある。違法投棄の防止・

取り締まりのため、MCWDは 6 LGUsと協力し、メトロセブ内のパトロール体制を強化す
る必要がある。 

 
4-3 外部条件 

本プロジェクトの効果を発現、維持するための外部条件は以下のとおりである。 

(1) 本プロジェクトの STP は、放流先の Mahiga Creak の環境カテゴリーが D クラスであるこ
とに基づき設計されている。同カテゴリーが変更されると、分離液処理水の水質が DENR
の排水基準を満たさなくなる可能性がある。そのため、MCWDは、環境カテゴリーの変更
可能性がある場合、十分に DENRと協議を実施し、必要な対策を講じる必要がある。 

(2) 本プロジェクトの STPは、2025年のセプテージ計画収集対象区域の 100%の上水道契約者
と 20%の上水道非契約者のセプテージ量に基づき設計されている。また、収集頻度を 5年
に 1 度と設定している。今後の人口増加や事業拡大で計画収集量より多いセプテージを処
理すると、STP が過負荷になり、適切な処理を維持できなくなる可能性がある。したがっ
て、MCWDは、2025年以降の人口増加や事業拡大に備え、施設拡張や施設新設の計画に着
手する必要がある。 

(3) 本プロジェクトは、収集したセプテージの脱水・脱水汚泥ケーキの埋立処分・脱水工程で
発生する分離液の処理を事業範囲にして計画・設計されている。約 55m3/日の脱水汚泥ケー
キの発生が予測されるものの、STP 建設前で脱水汚泥ケーキの性状及び発生量の正確な推
定が困難なため、脱水汚泥ケーキの再利用・リサイクルをコンポーネントに含めていない。

そのため、脱水汚泥ケーキの有効利用については、プロジェクトの運営開始後、性状及び

発生量に応じてMCWDが検討する必要がある。 
(4) プロジェクトが管理対象にしているものは、セプティックタンクのセプテージであり、直
接的に住宅や事業所から放流されている生活雑排水（グレイウォーター）は対象外である。

整備に時間を要するものの、生活雑排水も含めて抜本的に汚水管理を実施する場合、下水

道を必要とする。そのため、MCWDには下水道マスタープランの策定に着手し、下水道の
早期実現に向けた活動が必要である。 
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4-4 プロジェクトの評価  

以下に示す内容から、本プロジェクトの妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

 
4-4-1 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下のように整理される。 

(1) 本プロジェクトは、「2020年までにすべての LGUsに適切なセプテージ管理システムを導
入する」というフィリピン国の上位計画である NSSMP に沿った計画であり、同目標達成
に寄与するものである。 

(2) 本プロジェクトは、上位計画に当たるメガセブ・ロードマップ 2050で掲げられた「適切な
汚水処理人口普及率を 2030 年に 50%、2050 年に 90%とする」という目標に、し尿処理面
で寄与するものである。 

(3) 我が国の国別開発協力方針では、重点分野の(2)で、包摂的な成長のための人間の安全保障
の確保として、「上下水，廃棄物処理を含む環境問題」の克服が掲げられており、本プロ

ジェクトは、同国別開発協力方針に沿ったものである。 
(4) プロジェクトの裨益対象は、貧困層も含む一般国民であり、その裨益人口（プロジェクト

対象地域人口）は 2025年に 224万人に上る。 
(5) プロジェクトの目標は、生活衛生環境及び水環境悪化を起こしうるセプテージの収集・処

理改善であり、人間の安全保障の観点で BHN 及び住民の生活改善のために緊急的に求め
られるものである。 

(6) 本プロジェクトは、各家庭のセプテージを収集・処理し、安定的に処分するもので、これ
は持続可能な開発目標（SDG6.2.1）安全に管理されたサニテーションの達成※に寄与するも
のである。 

※WHO・unicefによる “Progress on Drinking Water Sanitation and Hygiene 2017 Update and SDG 
Baselines”では、SDG6.2：安全に管理されたサニテーションに対応したし尿の管理方法として
下記が示されており、今回のセプテージの定期的な引抜処理は下記 2)に該当すると考えられる。 

1) し尿が発生したところで処理し、処分する。（コンポストトイレ 等） 
2) 腐敗槽等改良型衛生施設にて、一時的に貯留したし尿を引き抜き、移送し、オフサイトで
処理する。 

3) 下水管路施設で移送し、オフサイトで処理する。 

 
4-4-2 有効性 

本プロジェクトの有効性は、以下のように整理される。 

 定量的効果 

本プロジェクトから得られる定量的効果の指標を、現状の数値（基準値）及び実施後の目標値

を以下の条件で算出すると表 4-1のとおりとなる。 
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a) 2017年の基準値は、セブ市が所有する既設セプテージ脱水プラントの実績値であり、

家庭収集として平均 3.0m3/世帯で換算する。 

b) 2025年の目標値は、本プロジェクトでMCWDが実施する計画数値であり、家庭収集

を平均 2.5m3/世帯、商業施設や公的施設からは平均 5.0m3/世帯で換算する。 
 

表 4-1 プロジェクト実施で期待される定量的効果 

指標名 
基準値 

（2017年実績） 
目標値（2025年） 
【事業完成 3年後】 

定期的セプテージ引抜き世帯数（世帯） 4,631 43,702 

セプテージ収集処理量（m3/年） 13,895 109,877 
出典：JICA調査団 

 
 定性的効果 

本プロジェクトを実施することにより、次に示す定性的効果が期待できる。 

1) 水環境の改善 

a) セプテージを定期収集することでセプティックタンクからの排水の水質が改善され

る。また、不法投棄が減少する。もって、メトロセブ地域の公共水域の水質が改善さ

れる。 
b) セプテージ処理プラントで、セプテージ脱水後に発生する分離液が適切に処理される。

もって、排水放流先河川の水質改善に寄与する。 
 
2) 住宅地域の衛生改善 

c) セプテージを定期収集することでセプティックタンクの負荷が軽減され、適切な処理

が期待される。もって、住宅・住宅地域内の悪臭が軽減される。 

d) 衛生改善がメトロセブ地域の価値を高め、不動産価値の上昇や社会経済活動の更なる

発展が期待される。 
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資料-1 調査団員氏名、所属 

 

調査団員氏名・所属 

 

（第 1次現地調査時） 

氏名 担当 派遣期間 所属 

横内 宣明 総括 2017年 11月 8日 

～11月 14日 

国際協力機構 地球環境部 

環境管理グループ 兼 

インフラ技術業務部  

有償技術審査室 

小林 史幸 汚泥管理計画 2017年 11月 8日 

～11月 14日 

横浜市環境創造局 

藤井 克巳 総括/組織制度/環境社会配慮

2 

2017年 11月 5日 

～11月 25日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

中村 大和 副総括/汚水管理計画 2017年 11月 2日 

～11月 21日 

横浜ウォーター株式会社 

林下 幸造 汚泥処理施設設計(土木) 

/自然条件調査 

2017年 11月 2日 

～11月 21日 

横浜ウォーター株式会社 

安藤 雄介 汚泥処理施設設計(設備) 

 

2017年 11月 12日 

～11月 25日 

横浜ウォーター株式会社 

小原 明 汚泥処理施設維持管理 2017年 11月 12日 

～11月 25日 

横浜ウォーター株式会社 

小野里 剛志 汚泥収集計画/機材計画 

/積算 

2017年 11月 5日 

～11月 24日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

 

（第 2次現地調査時） 

氏名 担当 派遣期間 所属 

小林 史幸 アドバイザー 2018年 1月 28日 

～2月 3日 

横浜市環境創造局 

新見 進 アドバイザー 2018年 1月 28日 

～2月 3日 

横浜市環境創造局 

森田 純子 アドバイザー 2018年 1月 28日 

～2月 3日 

横浜市環境創造局 

藤井 克巳 総括/組織制度/環境社会配慮 2 2018年 1月 28日 

～3月 2日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 
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氏名 担当 派遣期間 所属 

中村 大和 副総括/汚水管理計画 2018年 1月 28日 

～2月 26日 

横浜ウォーター株式会社 

林下 幸造 汚泥処理施設設計(土木) 

/自然条件調査 

2018年 1月 28日 

～3月 2日 

横浜ウォーター株式会社 

安藤 雄介 汚泥処理施設設計(設備) 

 

2018年 1月 28日 

～2月 23日 

横浜ウォーター株式会社 

小原 明 汚泥処理施設維持管理 2018年 2月 14日 

～3月 2日 

横浜ウォーター株式会社 

小野里 剛志 汚泥収集計画/機材計画 

/積算 

2018年 1月 28 

～2月 21日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

熊谷 弘志 財務計画／経済分析 2018年 2月 4日 

～2月 17日 

横浜ウォーター株式会社 

五十嵐 英幸 施工計画／調達計画／積算 2018年 2月 4日 

～2月 18日 

3月 4日～3月 10日

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

石浦 和広 環境社会配慮１ 2018年 2月 11日 

～3月 2日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

鎌田 寛子 住民啓発 2018年 1月 28日 

～2月 21日 

横浜ウォーター株式会社 

(補強) 

 

(第 3 次現地調査時） 

氏名 担当 派遣期間 所属 

藤井 克巳 総括/組織制度/環境社会配慮 2 2018年 4月 22日 

～4月 28日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

中村 大和 副総括/汚水管理計画 2018年 4月 22日 

～4月 28日 

横浜ウォーター株式会社 

林下 幸造 汚泥処理施設設計(土木) 

/自然条件調査 

2018年 4月 22日 

～4月 28日 

横浜ウォーター株式会社 

 

(第 4 次現地調査時） 

氏名 担当 派遣期間 所属 

藤井 克巳 総括/組織制度/環境社会配慮 2 2018年 12月 2日 

～12月 8日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 
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氏名 担当 派遣期間 所属 

中村 大和 副総括/汚水管理計画 2018年 12月 2日 

～12月 8日 

横浜ウォーター株式会社 

林下 幸造 汚泥処理施設設計(土木) 

/自然条件調査 

2018年 12月 2日 

～12月 8日 

横浜ウォーター株式会社 

 

（第 5次現地調査時：準備調査報告書（案）説明） 

氏名 担当 派遣期間 所属 

村上 裕道 総括 2019年 1月 8日 

～1月 12日 

国際協力機構 地球環境部 

審議役 

高橋 悠太 副総括 2019年 1月 8日 

～1月 14日 

国際協力機構 地球環境部 

環境管理グループ 兼 

インフラ技術業務部  

有償技術審査室 

下平 剛之 実施監理 2019年 1月 8日 

～1月 12日 

国際協力機構資金協力業務部 

実施監理三課 

横内 宣明 汚泥管理計画 2019年 1月 9日 

～1月 12日 

横浜市環境創造局 

藤井 克巳 総括/組織制度/環境社会配慮

2 

2019年 1月 6日 

～1月 12日 

八千代エンジニヤリング 

株式会社 

中村 大和 副総括/汚水管理計画 2019年 1月 6日 

～1月 12日 

横浜ウォーター株式会社 
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資料-2 調査日程 

 

調査日程 

  

（第 1次現地調査時） 

日順 年月日 曜日 活動 備考 

1 2017.11.2 木 コンサルタント団員（中村、林下）東京発セブ着。 PR433成田･セブ 

2 2017.11.3 金 MCWDへの業務概要説明・日程確認。便宜供与依頼。  

3 2017.11.4 土 資料整理。  

4 2017.11.5 日 資料整理。 

コンサルタント団員（藤井、小野里）東京発セブ着。 

 

PR433成田･セブ 

5 2017.11.6 月 MCWDと業務概要確認。インセプション・レポート説明。 

MCDCBへの調査概要説明。 

 

6 2017.11.7 火 建設予定地の視察（Inayawan、Amkonサイト、Umapad）。

既存施設の視察（Mactan島）。 

 

7 2017.11.8 水 MCWDとの打合せ。 

官団員（横内、小林）東京発セブ着。 

Amkonサイト視察・ヒアリング。 

 

PR435成田･セブ 

8 2017.11.9 木 インセプション・レポート説明・確認。 

セブ市環境天然資源部との協議。 

セブ市長、州知事表敬。 

 

9 2017.11.10 金 MCWDとのミニッツ協議・署名。 

Inayawanの視察・ヒアリング。 

 

10 2017.11.11 土 Mactan島処理施設の視察。 

Amkonサイト、Umapadの視察・ヒアリング。 

 

11 2017.11.12 日 資料整理。 

コンサルタント団員（安藤）マニラ発セブ着。 

コンサルタント団員（小原）東京発セブ着。 

 

PR1853マニラ･セブ

PR433成田･セブ 

12 2017.11.13 月 Consolacion町長表敬・施設予定地の状況確認。 

調査方針団内会議（官団員、コンサルタント団員）。 

 

 

13 2017.11.14 火 MCDCBへの報告。 

官団員（横内、小林）セブ発東京着。 

水質分析会社の調査。Amkonサイト排出先河川の調査。 

 

PR436セブ･成田 

14 2017.11.15 水 Mandaue市との協議（Umapadの用地利用計画）。 

Mactan 島処理施設の視察。水質分析会社の調査。MCWD

水質試験室の視察。 

 

15 2017.11.16 木 再委託条件の整理。Umapadの視察。既存処理施設の情報

整理。汚泥収集業者の調査。 
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日順 年月日 曜日 活動 備考 

16 2017.11.17 金 既存のコンポスト施設の視察。再委託先候補企業の調査。

組織・財務状況調査。環境影響評価の手順調査。 

 

17 2017.11.18 土 団内会議。資料整理。車両会社の調査。  

18 2017.11.19 日 資料整理。 

コンサルタント団員（藤井、中村、林下）セブ発マニラ着。 

 

PR1854セブ･マニラ

19 2017.11.20 月 JICA フィリピン事務所にて報告・協議。マニラの汚泥処

理場視察。車両・メンテナンス会社の調査。電力会社訪問。 

 

20 2017.11.21 火 DENRとの打合せ。汚泥収集業者の視察・ヒアリング。 

Umapad排水先河川の調査。 

コンサルタント団員（藤井）マニラ発セブ着。 

コンサルタント団員（中村、林下）マニラ発東京着。 

 

 

PR1853マニラ･セブ

PR422マニラ･羽田 

21 2017.11.22 水 電力会社との打合せ。再委託先候補企業の調査。車両・メ

ンテナンス会社の調査。 

 

22 2017.11.23 木 Consolasion 廃棄物最終処分場の視察。水質分析ラボの調

査。汚泥収集業者の実地調査。 

 

23 2017.11.24 金 MCDCB、MCWDへの帰国前報告。セブ市市環境天然資源

部との打合せ。水質分析会社の調査。 

コンサルタント団員（小野里）セブ発東京着。 

 

 

PR436セブ･成田 

24 2017.11.25 土 コンサルタント団員（藤井、安藤、小原）セブ発東京着。 PR436セブ･成田 

 

（第 2次現地調査時） 

日順 年月日 曜日 活動 備考 

1 2018.1.28 日 官団員（小林、新見、森田）及びコンサルタント団員（藤井、

中村、林下、安藤、小野里、鎌田）東京発 Cebu着 

PR433成田･セブ 

2 2018.1.29 月 MCWD、MCDCBとコンセプト確認協議  

3 2018.1.30 火 Amconサイトの視察  

4 2018.1.31 水 Cordova、Umapad、Amconサイトの視察  

5 2018.2.1 木 既存収集会社との関係者会議  

6 2018.2.2 金 ・MCWD及び 6LGUs（Compostela以外）との関係者会議 

・DENRとの協議 

 

7 2018.2.3 土 ・資料整理 

・官団員（小林、新見、森田）Cebu発東京着 

PR433成田･セブ 

8 2018.2.4 日 ・資料整理 

・コンサルタント団員（熊谷、五十嵐）東京発 Cebu着 

PR433成田･セブ 

9 2018.2.5 月 ・社会調査準備 

・Mactan島 Cordova処理施設の視察 

 

10 2018.2.6 火 自然条件調査協議  
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日順 年月日 曜日 活動 備考 

11 2018. 2.7 水 Amconサイト視察  

12 2018. 2.8 木 Mandaue市内視察  

13 2018. 2.9 金 ・自然条件調査準備 

・団内の各担当分野事項と進捗、工程調整会議 

 

14 2018. 2.10 土 資料整理  

15 2018. 2.11 日 ・資料整理 

・コンサルタント団員（石浦）東京発 Cebu着 

PR433成田･セブ 

16 2018. 2.12 月 ・Compostela、Liloanとのコンセプト確認 

・MCWD (GM)との打合せ 

 

17 2018. 2.13 火 Umapad視察  

18 2018. 2.14 水 ・Naga視察 

・コンサルタント団員（小原）東京発 Cebu着 

 

19 2018. 2.15 木 Talisay視察  

20 2018. 2.16 金 MCWD (GM) との打合せ  

21 2018. 2.17 土 ・資料整理 

・コンサルタント団員（熊谷）Cebu発東京着 

PR436セブ･成田 

22 2018. 2.18 日 ・資料整理 

・コンサルタント団員（五十嵐）Cebu発東京着 

PR436セブ･成田 

23 2018. 2.19 月 MCWD及び 6LGUs（Compostela以外）との関係者会議  

24 2018. 2.20 火 Binaliw最終処分場視察  

25 2018. 2.21 水 ・自然条件調査準備 

・コンサルタント団員（小野里、鎌田）Cebu発東京着 

PR436セブ･成田 

26 2018. 2.22 木 MCWD (GM)とのコンセプト会議  

27 2018. 2.23 金 ・自然条件調査の現場準備（Umapad、Amconサイト） 

・コンサルタント団員（安藤）Cebu発Manila着 

 

28 2018. 2.24 土 自然条件調査準備  

29 2018. 2.25 日 ・資料整理 

・コンサルタント団員（藤井、中村、林下）Cebu発Manila

着 

 

30 2018. 2.26 月 ・JICAフィリピン事務所にて報告・協議 

・コンサルタント団員（藤井、林下、中村）Manila発 Cebu

着 

 

31 2018. 2.27 火 コンセプト整理及び調査結果整理  

32 2018. 2.28 水 MCWD及び 6LGUsとの関係者会議  

33 2018. 3.1 木 MCWD理事会報告・協議、Cebu市との確認会議  

34 2018. 3.2 金 コンサルタント団員（藤井、林下、小原、石浦） 

Cebu発東京着。 

PR436セブ･成田 
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日順 年月日 曜日 活動 備考 

35 2018.3.4 日 コンサルタント団員（五十嵐）東京発 Cebu着 PR433成田･セブ 

36 2018.3.5 月 市場価格調査  

37 2018.3.6 火 市場価格調査  

38 2018.3.7 水 市場価格調査  

39 2018.3.8 木 市場価格調査  

40 2018.3.9 金 市場価格調査  

41 2018.3.10 土 コンサルタント団員（五十嵐）Cebu発東京着 PR436セブ･成田 

 

（第 3次現地調査時） 

日順 年月日 曜日 活動 備考 

1 2018.4.22 日 コンサルタント団員（藤井、中村、林下）東京発 Cebu着 PR433成田･セブ 

2 2018.4.23 月 

・官団員（富原）Manila発 Cebu着 

・MCWDでの調査計画説明及び条例・合意書等の準備状

況確認 

・Cebu市の用地移管状況／埋立計画確認 

 

3 2018.4.24 火 
・Mandaue市での Umapadサイトに係るガス対策協議 

・ミニッツ案作成 

 

4 2018.4.25 水 

・民間収集会社の計画への取り込み方法協議 

・Cebu州との用地移管状況／埋立計画確認 

・ミニッツ案協議 

 

5 2018.4.26 木 

・先方負担事項に係る関係者会議（6LGUs） 

・自然条件調査の成果確認 

・官団員（富原）Cebu発Manila着 

 

6 2018.4.27 金 
・ミニッツ署名 

・自然条件調査・社会調査の成果確認 

 

7 2018.4.28 土 コンサルタント団員（藤井、中村、林下）Cebu発東京着 PR436セブ･成田 

 

（第 4次現地調査時） 

日順 年月日 曜日 活動 備考 

1 2018.12.2 日 コンサルタント団員（藤井、中村、林下）東京発 Cebu着 PR433成田･セブ 

2 2018.12.3 月 

・MCWDでの調査計画説明及び条例・合意書等の準備状

況確認 

・Compostela市との条例整備状況確認協議 
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日順 年月日 曜日 活動 備考 

3 2018.12.4 火 

・Cebu市との用地移管に係る協議及び既存セプテージ脱水

プラントの維持管理移管に係る協議 

・建設予定地現況確認 

・セブ市汚泥管理委員会との協議 

 

4 2018.12.5 水 
・脱水汚泥ケーキ埋立処分場候補地の視察及び同運営会社

との協議 

 

5 2018.12.6 木 
・ラグーン埋立計画及び方法に係る協議 

・既存民間収集会社との協議 

 

6 2018.12.7 金 
・DENRとの排水基準に係る協議 

・MCWDとの調査結果共有と今後の課題に係る協議 

 

7 2018.12.8 土 コンサルタント団員（藤井、中村、林下）Cebu発東京着 PR436セブ･成田 

 

（第 5次現地調査時：準備調査報告書（案）説明） 

日順 年月日 曜日 活動 備考 

1 2019.1.6 日 コンサルタント団員（藤井、中村）東京発 Cebu着 PR433成田･セブ 

2 2019.1.7 月 MCWDでの準備調査報告書（案）説明  

3 2019.1.8 火 

・MCWDでの準備調査報告書（案）説明 

・DENRとの排水基準確認 

・官団員（村上、高橋、下平）東京発 Cebu着 

・官団員（富原）Manila発、Cebu着 

PR433成田･セブ 

4 2019.1.9 水 

・建設予定地視察 

・知事表敬及びMCDCBへの調査結果報告 

・MCWDとのミニッツ協議 

・官団員（横内）東京発 Cebu着 

PR433成田･セブ 

5 2019.1.10 木 
・Cebu市の担当市議会議員表敬 

・6LGUsとの関係者会議（調査結果報告） 

 

6 2019.1.11 金 

・マクタン島の既存セプテージ処理施設視察（官団員） 

・Cebu市長表敬 

・ミニッツ署名 

 

7 2019.1.12 土 全団員 Cebu発 東京/Manila着 PR436セブ･成田 
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資料-3 相手国関係者リスト 

 

フィリピン国メトロセブ汚泥処理施設建設計画準備調査 

 

相手国関係者リスト 

 

所属及び氏名 職位 

メトロセブ水道局  Metropolitan Cebu Water District (MCWD) 
Mr. Joel Mari Yu Chairman of the Board 

Mr. Renato E. Mercado Immediate Past Chairman of the Board 

Mr. Jose Eugenio B. Singson Jr.  General Manager 
Mr. Noel R. Dalena Acting General Manager, Pipelines Maintenance 

Ms. Rowan E Tenedo Acting General Manager, Administration 

Mr. Ferdinand Nicanor Acting General Manager, Operation 

Mr. Edgar H. Donoso Acting General Manager, Finance 

Mr. John Paul Hofilenia Delgado Division Manager Planning and Monitoring 

Ms. Charmaine Kara Manager, Public Affairs Department 

Ms. Jennifer L. Delco Manager, Commercial Services Department 

Ms. Helen Aragones Management Director Chemical Laboratory 

Mr. Emmanuel C. Espina Senior Corporate Planning Specialist 

Mr. Edgar Ortega Production and Distribution Department 

Mr. Chito Delgado Laboratory 

Mr. Juanito D. Ando General Service Department 

Transport Operation & Equipment Maintenance Division 

Mr. Roel A. Panebio Manager Sanitation & Sewerage Department 

Ms. Janneil Monica C. Morales Septage Management Committee 

Ms. Marion Thursday A. Regudo Septage Management Committee 

国家経済開発庁  National Economic and Development Authority (NEDA) 
Ms. Lorna S. Manila Region 7 Office 

Ms. Zanoria Marjurie Lourince Region 7 Office 

メトロセブ開発調整委員会  Metro Cebu Development Coordinating Board (MCDCB) 
Ms. Evelyn N. Castro Executive Director 

Mr. Elizar L. Sabinay Jr. Capability Training and Education Officer 

Mr. Edward Peterkim Yu Project Assistant, Mega Cebu Planning and Technical Support

Cebu州  Province of Cebu 

Mr. Hilario P. Davide III Governor 

Mr. Atty Jing Laochka Consultant for Governor 

Cebu州企画開発担当部  Province Planning and Development Office (PPDO) 
Mr. Andres Suson  
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所属及び氏名 職位 

Cebu州環境資源部 Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO) 
Mr. Thebazile Anthony Monserate Focal Person EMS Division 

Ms. Ma.Rhica C. Evilla Waste Management Section-Focal 

Ms. Lovella L. Nakayama Administrative Officer-designate 

 

Cebu市  Cebu City 
Mr. Tomas Osmeña Mayor 
Mr. Randy Navarro Executive Assistant Office of the Mayor 
Mr. Alvin Arcilla Councilor 

Mr. Hunez Douglas Supervisor Repairs and Maintenance Division 
Mr. Nigel Paul Villarete Administrator 
Talisay市  Talisay City 

Mr. Edwin Nierbes Solid Waste Management Office 

Mr. Dandi Capistrano City Planning Office 

Ms. Christine O. Homeg City Planning Office 

Ms. Mae V. Cuy City Planning Office 

Liloan町  Liloan  

Mr. Roland Tanunac Municipal Environment and Natural Resources Office 

(MENRO) 

Cebu市環境天然資源部  Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO) 
Ms. Nida C. Cabrera Officer in charge 

Mr. Joey Baclayon Engineer 

Ms. Richy R.Honoridez  Binilaw new dumping site 

Mr. Gilberto Pranza STP Supervisor 

Cebu市技術部  Cebu City Engineering Office (CEO) 
Mr. Nilo C. Igot Acting assistant City Engineer 

Cebu市建築部  Cebu City Office of Building Officer (OBO) 
Ms. Jeraly Mae M. Lucero Engineer II 

Mandaue市開発計画部  Mandaue City Planning and Development (CPDO) 
Mr. Marlo D. Ocleasa Officer in charge 

Ms. Charlene Canete  

Ms. Kirly L. Oerom  

Mr. John Federic Gomez  

Mandaue市環境天然資源部  Environment and Natural Resources Office (MCENRO) 
Ms. Angelica Alcantara  

Mandaue市技術部  Mandaue City Engineering Office (CEO) 
Mr. Robert Alforque Officer in charge 
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所属及び氏名 職位 

Mr. Samuel S. Cui  

Mandaue市建築部  Mandaue City Office of Building Officer (OBO) 
Mr. Andres C. Suson OIC 

Mandaue市下水道委員会  Mandaue City Septage and Sewerage Board (CSSB) 
Mr. Jesse Baring  

 

Consolacion町  Consolacion  

Ms. Teresa Alegado Mayor 

Ms. Valle Cornella  Environment and Natural Resources 

Compostela町  Compostela 

Ms. Josephine T. Abing Vice Mayor 

Ms. Watin Jojie Ann Environment and Natural Resources 

フィリピン環境天然資源省  Department of Environment and Natural Resources - 
Environment Management Bureau (DENR- EMB Region 7) 
Ms. Cindylyn Pepito Section Chief for Ambient Quality Monitoring Section – 

EMB Region 7 

Ms. Anecita Q. Dinoy Chief Environment Management Specialist 

Mr. Julius A. Canonigo   Environment Management Specialist 

フィリピン国家統計庁  Philippine Statistics Authority (PSA) Cebu Provincial Statistical 
Office 
Mr. Firmo C. Diputado Head, Chief Statistical Specialist 

ビサヤ電力  Visayan Electric Company (VECO) 
Mr. Roger C. Montebon Executive Officer 

JICAフィリピン事務所  JICA Philippines Office 

大島 歩 次長 

富原 崇之 企画調査員 

Ms. Flerida Chan Section Chief for Environment and Social Development 

Section Human Security Group 

Mr. Kessy A.Reyes Senior Program Officer for Poverty Reduction Section Human 

Security Group 

Mr. Christian Vic Perez Program Officer for Training Section 
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